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浦臼町議会第１回定例会  第１号    

 

令和５年３月３日（金曜日）  

 

○議事日程   

 １  会議録署名議員の指名  

 ２  会期の決定  

 ３  諸般報告  

 ４  行政報告  

 ５  議案第２号    令和４年度浦臼町一般会計補正予算（第７号）  

 ６  議案第３号  令和４年度浦臼町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）  

 ７  議案第４号  令和４年度浦臼町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第３号）  

 ８  議案第５号  浦臼町選挙ポスター掲示場設置条例の一部を改正

する条例について  

 ９  議案第６号  浦臼町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例について  

１０  議案第７号  
浦臼町家庭的保育事業等の設置及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例について  

１１  議案第８号  浦臼町放課後児童健全育成事業の設置及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例に

ついて  

１２  議案第９号  浦臼町公園条例の一部を改正する条例について  

１３   令和５年度町政執行方針  

１４   令和５年度教育行政執行方針  

１５  議案第１０号  
浦臼町長等の給与に関する特例措置条例の一部を

改正する条例について（内容説明まで）  

１６  議案第１１号  令和５年度浦臼町一般会計予算（概要説明まで）  

１７  議案第１２号  
令和５年度浦臼町国民健康保険特別会計予算（概

要説明まで）  

１８  議案第１３号  
令 和 ５ 年 度 浦 臼 町 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算

（概要説明まで）  

１９  議案第１４号    令和５年度浦臼町下水道事業会計予算（概要説明

まで  

  

 

○出席議員 (９名 )  
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議  長  ９番  小  松  正  年  君  副議長  ８番  中  川  清  美  君  

 １番  髙  田  英  利  君   ２番  野  崎  敬  恭  君  

 ３番  柴  田  典  男  君   ４番  東  藤  晃  義  君  

 ５番  折  坂  美  鈴  君   ６番  静  川  広  巳  君  

 ７番  牧  島  良  和  君     

 

○出席説明員  

町 長   川   畑  智   昭   君  

副 町 長   石   原   正   伸   君  

教 育 長   河   本   浩   昭   君  

総 務 課 長   明 日 見  将   幸   君  

総 務 課 主 幹   早   坂   隆   広   君  

住 民 課 長   中   田   帯   刀   君  

   

福 祉 課 長   齊   藤   淑   恵   君  

福 祉 課 主 幹   城   宝   睦   己   君  

産 業 課 長   馬   狩   範   一   君  

   

建 設 課 長   上   嶋   俊   文   君  

   

教 育 委 員 会  

事 務 局 長  
 

横   井   正   樹   君  

   

農 業 委 員 会 会 長   畑   山      証   君  

代 表 監 査 委 員   笹   木   政   廣   君  

 

○出席事務局職員  

 

局 長   國   田   朋   子   君  

書 記   三   部      航   君  

 

 

 

 



 

- 3 - 

 

                                             開会   午前１０時００分  

    ◎開会の宣告  

○議   長  

 本日の出席人員は９名全員でございます。  

 定足数に達しております。  

 ただいまから、令和５年第１回浦臼町議会定例会を開会いたします。  

 

    ◎開議の宣告  

○議   長  

 直ちに、本日の会議を開きます。  

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります日程表に基づき、順を追っ

て進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。  

 

    ◎日程第１  会議録署名議員の指名  

○議   長  

 日程第１、会議録署名議員の指名を会議規則第１１８条の規定により、議

長において、７番牧島議員、８番中川議員を指名いたします。  

 

    ◎日程第２  会期の決定  

○議   長  

 日程第２、会期の決定を議題といたします。  

 お諮りします。  

 本定例会の会期は、本日から３月１６日までの１４日間にしたいと思いま

す。  

 ご異議ありませんか。  

［「異議なし」と言う人あり］  

○議   長  

 異議なしと認めます。  

 したがって、会期は本日から３月１６日までの１４日間と決定いたしまし

た。  

 

        ◎日程第３  諸般報告  

○議   長  

 日程第３、諸般の報告をします。  

 初めに、令和４年第４回定例会以降、きょうまでの議長政務報告をお手元

に配付してありますので、お目通し願い、主なもののみ報告いたします。  

 令和５年２月２日、沼田町ほろしん温泉ほたる館において、令和５年第１

回空知町村議会議長会定期総会に出席してまいりました。令和４年度歳入歳

出補正予算、令和５年度事業計画並びに令和５年度歳入歳出予算案を原案ど

おり可決し、協議事項としましては令和５年６月１５日札幌市ホテルポール
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スター札幌で開催予定の北海道町村議会議長会の定期総会に空知町村議会

議長会から提出する議題及び提案説明者が南幌町議会議長と決定をいたし

ました。  

 協議事項の２番目には、役員改正に伴い第１回臨時会を５月１９日と決定

し、総会を終了いたしました。  

 以上、報告といたします。  

 次に、監査委員より令和４年１２月から令和５年２月に実施した例月出納

検査の報告がありましたので、写しをお手元に配付しておきますので報告済

みといたします。  

 続いて、総務産業常任委員長より所管事務調査の報告がありましたので、

その写しをお手元に配付のとおりですのでご承知願います。  

 総務産業常任委員会所管事務調査は報告済みといたします。  

  

        ◎日程第４  行政報告  

○議   長  

 日程第４、行政報告を行います。  

 初めに、町長から行政報告の申し出がありました。これを許します。  

 川畑町長。  

○町長（川畑智昭君）  

 皆さん、おはようございます。  

 令和５年第１回定例会の開会に当たり、一言ごあいさつと行政報告を申し

上げます。  

 本日をもって招集いたしました第１回定例会では、議案１３件を上程いた

しております。各議案提出の際には詳細にご説明いたしますので、十分にご

審議いただき、町政発展のため議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し

上げます。  

 この際、第４回定例会以降の動静につきまして、数点ご報告をいたします。 

 まず、新型コロナウイルスに関しまして、年明けに全国で１日の感染者数

が２４万人を超えてからは一貫して減少を続け、現在では全国で１万人前

後、北海道でも数百人規模にまで激減しています。  

 政府は今後の対応方針を明らかにし、今月１３日からマスクの着用を個人

の判断にゆだねるとし、また５月８日からは感染症の区分を２類から５類へ

引き下げを決定しています。３年以上にわたり全世界を混乱させ続けてきた

コロナ禍がようやく大きな区切りを迎えようとしています。  

 政府の発表や今後の動向に注視しながら、町内的にもウイズコロナに向け

た対応を進めてまいります。  

 ３年ほど前から地元との協議を進めてきておりました晩生内第２町内会

の再編につきましては、昨年第３町内会との統合という協議が整い、実質的

に本年１月１日より新体制での運営が開始されています。  

 なお、１月２９日に開催された町内会統合設立総会において、町内会とし
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て正式に承認され、４６年ぶりの行政区の見直しとなりましたが、今後にお

きましても地域の意向や課題に留意し対応してまいりたいと思います。  

 長年要望しておりました防災マネージャーの採用につきましては、新年度

に向けて応募をいただき、２月６日に面接を行い適任と判断し、採用を決定

させていただいております。  

 現在、陸上自衛隊滝川駐屯地に所属しており、４月からの採用となります。

待望の専任職員の配置となり、本町の防災行政全般のレベルアップにつなげ

てまいりたいと考えてございます。  

 以上、行政報告といたします。  

○議   長  

 次に、教育長から教育行政報告の申し出がありました。これを許します。  

 教育長。  

〇教育長（河本浩昭君）  

 おはようございます。  

 議長の発言のお許しがありましたので、第４回定例会以降の教育行政報告

につきまして、お手元の報告書をお目通しいただき、２点につき報告をさせ

ていただきます。  

 従来の新成人の集いの名称を改め、１月８日に開催いたしました浦臼町二

十を祝う会につきましては、学齢簿等から案内をいたしましたところ、１０

名の出席をいただき、門出を祝福しております。  

 次に、２月２６日に農村センターで開催をいたしました第２７回Ｂ＆Ｇ財

団会長杯争奪剣道大会につきましては、平成３１年２月開催の第２６回大会

以来４年ぶりの開催となりました。４市４町から６３名の選手の参加をいた

だき、小学４年生以下の部、小学五、六年生の部、中学生の部の団体戦によ

る熱戦が繰り広げられたところでございます。  

 競技運営につきましては、浦臼剣道連盟と連盟少年部父母の会の全面的な

ご協力をいただいており、感謝申し上げるところでございます。  

 すべてをコロナ前に戻すことが正しいとは思いませんが、今後さまざまな

活動の再開が期待されるところでございます。  

 以上、教育行政報告とさせていただきます。  

○議   長  

これで、行政報告は終わりました。  

 

◎日程第５  議案第２号  

○議   長  

 日程第５、議案第２号  令和４年度浦臼町一般会計補正予算（第７号）を

議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 早坂主幹。  

〇総務課主幹（早坂隆広君）  
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 議案第２号  令和４年度浦臼町一般会計補正予算（第７号）。  

 令和４年度浦臼町一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによ

る。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ１億３，０４２万円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３９億４，０５２万２，００

０円とする。  

 ２  歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

 （繰越明許費の補正）  

 第２条  繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。  

 （債務負担行為の補正）  

 第３条  債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」による。  

 （地方債の補正）  

 第４条  地方債の追加は、「第４表地方債の補正」による。  

 令和５年３月３日提出  

 北海道浦臼町長  川畑智昭  

 初めに、第２表、繰越明許費補正についてご説明申し上げます。８ページ

をお開きください。  

 １、追加でございます。５款農林水産業費、１項農業費、事業名、肥料高

騰対策支援金事業、金額１，４６９万４，０００円でございます。こちらは

令和４年第４回定例会におきまして議決賜りました一般会計補正予算（第５

号）並びに本補正予算に追加計上しております肥料の価格高騰に対し助成す

る事業であり、繰越事業として令和５年度に実施するため設定するものでご

ざいます。  

 次に、第３表、債務負担行為補正についてご説明いたします。９ページを

ごらんください。  

 １、追加でございます。令和４年度から令和７年度の期間で設定する事項

と限度額につきましては、し尿収集運搬業務委託料、限度額１，０１７万９，

０００円でございます。設定開始年度より複数年度にわたり業務の履行を可

能とするため必要があるため追加するものでございます。  

 次に、令和４年度から令和５年度の期間で設定する事項と限度額につい

て、順に読み上げます。  

 ホームページ保守業務委託料、限度額５９万４，０００円、ネットワーク

機器等保守業務委託料、限度額１８９万７，０００円、セキュリティークラ

ウド保守業務委託料、限度額４４万５，０００円、戸籍電算システム保守業

務委託料、限度額１６万円、番号制度関連保守業務委託料、限度額２０３万

５，０００円、全国町字ファイル保守委託料、限度額１４万３，０００円、

行政手続きオンライン化関連保守業務委託料、限度額８８万６，０００円、

地理情報システム保守業務委託料、限度額７０万円、ごみ収集運搬業務委託
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料、限度額１，４１３万８，０００円、一般廃棄物最終処分場水処理施設維

持管理業務委託料、限度額３１６万５，０００円、町立診療所超音波診断装

置保守点検業務委託料、限度額１４万６，０００円、町立診療所デジタル画

像診断システム保守点検業務委託料、限度額５８万１，０００円、町立診療

所Ｘ線透視撮影システム保守点検業務委託料、限度額１２４万１，０００円、

減量化施設管理業務委託料、限度額１９２万１，０００円。  

続きまして、１０ページをお開きください。鶴沼公園等管理業務委託料、

限度額１，２７４万円、町道等維持補修業務委託料、限度額１，６５０万円、

Ｊアラート受信機保守業務委託料、限度額８万８，０００円、防災行政無線

保守点検業務委託料、限度額４８万８，０００円、外国語指導助手業務委託

料、限度額５３２万７，０００円、学校情報機器保守業務委託料、限度額４

６２万円、以上、２０の事項でございます。  

これらの業務につきましては、令和５年度当初から業務の履行を可能とす

る必要があるため追加するものでございます。  

次に、第４表、地方債の補正についてご説明いたします。１１ページをご

らんください。  

１、追加でございます。起債の目的、過疎地域持続的発展特別事業、限度

額６，１７０万円でございます。本事業は過疎対策事業債のうちいわゆるソ

フト対策事業に充当する地方債として借り入れるものであります。  

次に、同じく追加でございます。起債の目的、郷土史料館空調設備設置事

業、限度額２１０万円でございます。令和４年第２回定例会におきまして議

決賜りました一般会計補正予算（第１号）に計上いたしました本事業に充当

する地方債として借り入れるものであります。  

今回の地方債の補正における起債の方法、利率及び償還の方法につきまし

ては、両起債共通の内容となってございます。起債の方法につきましては証

書借り入れ、利率につきましては６．５％以内といたします。ただし利率見

直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては当該

利率見直し後の利率とするものでございます。  

償還の方法でございますが、政府資金についてはその融資条件によるもの

とし、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによるとするもので

ございます。ただし財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、また

は繰上償還もしくは低利に借りかえすることができるものといたします。  

次に、歳入歳出予算の補正について、まず歳出よりご説明申し上げます。

２６ページをお開きください。  

なお、今回の補正予算の主な内容につきましては、不用額及び各事業の決

算見込みに基づく精査、事業費の確定に伴うものでございます。  

主なものについてご説明申し上げます。  

１款議会費、１項１目議会費、補正額９７万９，０００円の減でございま

す。３節職員手当等におきまして、当初予算計上時と比較し期末手当の支給

月数が０．０５月分減となったことに伴う減額でございます。  
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 ２款総務費、１項１目一般管理費、補正額１，５４８万４，０００円の

減でございます。１節報酬におきまして、会計年度任用職員の任用減による

減額するとともに、４節共済費におきましても報酬の減額に伴い生ずる負担

金を不用額とし減額するものでございます。  

２目財政管理費、補正額４，３２３万６，０００円の追加でございます。

２４節積立金におきまして、過疎地域自立促進特別事業基金へ４，１００万

円、公共施設建設基金へ５，０００万円を追加するとともにふるさと納税の

決算見込み額によりますふるさと浦臼応援基金への積立金４，７５０万円の

減額を計上するものでございます。  

３目企画費、補正額４１８万円の減でございます。コロナ禍に伴う東京浦

臼会総会の中止、地域おこし協力隊事業及び町民まちづくり活動応援補助金

の減のほか２９ページの１８節負担金補助及び交付金におきまして、定住促

進住宅取得応援助成金を追加計上するものでございます。  

２８ページをごらんください。  

７目生活交通対策費、補正額１，１６７万８，０００円の減でございます。

１４節工事請負費におきましてはＪＲ軌道などの撤去工事に係る執行残を

減額し、１７節備品購入費におきましては町営バス浦臼滝川線におけるバス

停を他の路線バスとの強化対応とし、専用バス停の箇所数が減少したことに

伴う減額、１８節負担金補助及び交付金におきましてタクシー等乗車負担

金、一般営業タクシー運行事業助成金につきましては決算見込みに基づき減

額するとともに乗り合いタクシー運行事業補助金につきましては決算見込

みに基づき追加計上するものでございます。  

８目諸費、補正額２，７６５万円の減でございます。７節報償費におきま

して、ふるさと納税記念品、いわゆる返礼品に係る不用額を減額するととも

に１１節役務費におきまして、ふるさと納税事業に係る口座振替手数料など

を減額するものでございます。２月末現在の申し込み件数は２，５９２件と

なっており、昨年度の申し込み件数より２，３９６件の減となっております。 

２項１目職員給与費、補正額２，３３０万８，０００円の減でございます。

２節給料におきまして、特別職に係る独自削減実施分の減額、一般職の昨年

度末退職に伴う不用額をそれぞれ減額するとともに、３１ページの４節共済

品につきましては給料の減額に伴い生ずる各組合への負担金を不用額とし

て減額するものでございます。  

３０ページをごらんください。  

４項１目戸籍住民基本台帳費、補正額１３４万２，０００円の減でござい

ます。１２節委託料におきまして、システム改修業務委託等の完了に伴い執

行残を減額するものでございます。  

３款民生費、１項社会福祉費、３２ページをお開きください、１目社会福

祉総務費、補正額１２万７，０００円の減でございます。１９節扶助費にお

きまして、高齢者世帯等除雪費助成事業における１申請当たりの見込み単価

が増となったことに伴い追加計上するものであります。２７節操出金におき
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まして、国民健康保険特別会計に対する操出金を当該特別会計の決算見込み

に基づき減額するものでございます。  

５目障がい者福祉費、補正額７７８万７，０００円の減でございます。１

９節扶助費におきまして、障がい児施設措置費、障がい者医療費、障がい福

祉サービス給付費、日常生活用具給付費に係る給付実績がそれぞれ減少した

ことに伴い減額するものでございます。  

７目住民税非課税世帯等給付事業費、補正額２２０万円の減でございま

す。１８節負担金補助及び交付金におきまして、住民税非課税世帯等給付金

に係る実績による減となっております。申請件数は１８０世帯でございま

す。  

８目電気ガス食料品等価格高騰緊急支援給付金事業費、補正額１９０万円

の減でございます。１８節負担金補助及び交付金におきまして、電気ガス食

料品等価格高騰緊急支援給付金に係る実績見込みによる減となっておりま

す。  

２項児童福祉費、３４ページをお開きください、５目児童福祉施設費、補

正額１，０４１万３，０００円の追加でございます。１８節負担金補助及び

交付金におきまして、認定こども園運営事業者に対する運営助成金及び認定

こども園運営事業者に対し交付しております施設型給付費の決算見込みに

基づき追加計上するものでございます。  

３項１目老人福祉総務費、補正額１，０７４万２，０００円の減でござい

ます。１８節負担金補助及び交付金におきまして、介護予防地域生活支援総

合事業費負担金につきましては、サービス利用者数の見込み精査に伴い減額

するものでございます。また空知中部広域連合負担金につきましては、介護

保険事業における介護保険給付費減に伴い減額するものでございます。  

２目後期高齢者医療費、補正額１３８万７，０００円の減でございます。

２７節操出金におきまして、後期高齢者医療特別会計に対する操出金を当該

特別会計の決算見込みに基づき減額するものでございます。  

４款衛生費、３６ページをお開きください、１項２目予防費、補正額８３

５万２，０００円の減でございます。７節報償費におきましては認知症健診

事業の中止に伴う減額でございます。１２節委託料におきまして、各種健診

に係る受診者の減や任意接種などを初めとする予防接種者の減に伴い不用

額をそれぞれ減額するものでございます。２２節償還金利子及び割引料にお

きましては、感染症予防事業につきまして令和３年度受け入れ済みの国庫補

助金の一部について確定額に合わせ歳出予算より返還するものでございま

す。  

２項２目し尿処理費、補正額２１１万５，０００円の減でございます。１

８節負担金補助及び交付金におきまして、合併処理浄化槽の設置申請がなか

ったため減額するものでございます。  

３８ページをお開きください。  

５款農林水産業費、１項５目農業振興費、補正額１，６４０万８，０００
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円の減でございます。１８節負担金補助及び交付金におきまして、ニンニク

産地化支援事業及び農業活性化支援事業補助金につきましては、事業実績見

込みに伴い減額するとともに、令和４年第４回臨時会におきまして議決賜り

ました一般会計補正予算（第２号）に計上いたしました経営承認発展支援事

業補助金につきましては不採択となったことに伴い減額するものでござい

ます。  

８目水利施設管理費、補正額１，６１５万２，０００円の減でございます。

１０節需用費におきましては執行見込みに基づく精査による不用額の減、１

４節工事費におきましては工事完了に伴う不用額の減、１８節負担金補助及

び交付金におきましてはともに事業費精査に伴う減となってございます。  

４０ページをお開きください。  

６款商工費、１項１目商工振興費、補正額１，５５０万４，０００円の減

でございます。１８節負担金補助及び交付金におきまして、中小企業振興助

成金につきましては助成実績に伴う減額、企業立地促進事業助成金につきま

しては申請実績がなかったことに伴う減額でございます。  

７款土木費、１項２目道路維持費、補正額１６５万１，０００円の減でご

ざいます。１４節工事費におきまして、道路補修工事に係る執行残を減額す

るものでございます。  

４２ページをお開きください。  

３目橋梁維持費、補正額２３２万３，０００円の減でございます。１２節

委託料におきまして、橋梁点検近接目視業務委託ほか２業務委託に係る執行

残を減額するものでございます。  

４目除雪対策費、補正額３４２万４，０００円の追加でございます。１２

節委託料におきまして、燃料費の高騰などの要因により所要額を追加計上す

るとともに１７節備品購入費におきましては雪寒機械車両の 購入額が確定

したことに伴い減額するものでございます。  

９款教育費、１項２目事務局費、補正額１９０万３，０００円の減でござ

います。１８節負担金補助及び交付金におきまして、高等学校通学等支援助

成金、学校給食費助成金につきまして、執行見込み及び実績に基づき精査の

上それぞれ減額するものでございます。  

４６ページをお開きください。  

歳出合計１億３，０４２万円の減でございます。  

以上が、歳出についてのご説明でございます。  

続きまして、歳入についてご説明申し上げます。１２ページをお開きくだ

さい。  

 １款町税、 1 項 1 目町民税個人分、補正額６７０万４，０００円の追加で

ございます。均等割につきましては、賦課実績におきまして納税義務者数が

当初見込みを上回ったことに伴い追加するものであり、所得割につきまして

は、予算計上時見込み収納率からの収納率向上分に係る追加計上となってご

ざいます。  
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 ２目町民税法人分、補正額３６６万１，０００円の追加でございます。法

人からの申告納付額の増加に伴う法人税割３６２万円の追加が主な内容と

なってございます。  

 ２項１目固定資産税、補正額８０２万２，０００円の追加でございます。

事業用資産が増となったことが主な追加要因でございます。  

 ３項１目軽自動車税、補正額１２４万５，０００円の追加でございます。

登録後１３年経過の車両に課されます重課税率分の増が主な増額要因でご

ざいます。  

 ２款地方譲与税、２項１目地方揮発油譲与税、３項１目森林環境譲与税及

び３款利子割交付金、１項１目利子割交付金につきましては、３月交付分の

交付見込み額を考慮し減額するものでございます。  

 ７款地方消費税交付金、１項１目地方消費税交付金、補正額８００万円の

減でございます。今年度の交付見込みを考慮し減額するものでございます。  

 １４ページをお開きください。  

 １０款地方交付税、１項１目地方交付税、補正額２，９６０万４，０００

円の追加でございます。地方交付税の一部改正する法律に基づく再算定によ

る追加計上でございます。  

 １３款使用料及び手数料、１項使用料、１６ページをお開きください、４

目土木使用料、補正額１５３万４，０００円の減でございます。２節住宅使

用料におきまして入居者数の減に伴い減額となったことが主な要因となっ

てございます。  

 １４款国庫支出金、１項１目民生費国庫負担金、補正額１２１万円の減額

でございます。１節社会福祉費負担金におきまして、障がい者自立支援給付

費、障がい者医療費、障がい児施設措置費に係る給付費が減額となったこと

から、国庫負担分３１９万円を減額するとともに、道費負担分につきまして

も同様の理由により後段の１５款道支出金にて補正計上するものでござい

ます。２節児童福祉費負担金におきましては、認定こども園の在園児童数の

増に伴い施設型給付費が増額となることから、国庫負担分１５２万７，００

０円を追加計上するものでございます。  

 ２項１目総務費国庫補助金、補正額６１５万円の追加でございます。１節

総務費、総務管理費補助金につきましては、地域内フィーダー系統確保維持

補助金におきまして、交付見込み額に基づき追加計上するもので ございま

す。また地方創生臨時交付金におきましては、国の追加配分に基づき今年度

実施しております新型コロナウイルス感染症対策交付対象事業の財源とし

て追加計上するものでございます。２節戸籍住民基本台帳費補助金におきま

しては、戸籍事務のマイナンバー制度導入に対応するため、社会保障税番号

制度システム整備費補助金として５０１万６，０００円を追加計上するもの

でございます。  

 １８ページをお開きください。  

 ２目民生費国庫補助金、補正額５９２万８，０００円の減でございます。
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１節社会福祉費補助金におきましては、住民税非課税世帯等給付事業及び電

気ガス食料品等価格高騰緊急支援給付事業につきましては、給付実績及び給

付実績見込みに伴う減でございます。  

 ５目土木費国庫補助金、補正額２３９万８，０００円の追加でございます。

１節道路橋梁費補助金におきまして、雪寒機械購入事業等の交付額の確定に

伴い減額するとともに２節住宅費補助金におきましては、公的賃貸住宅家賃

低廉化事業交付見込み額に基づき追加計上するものでございます。  

 １５款道支出金、２項道補助金、２０ページをお開きください、４目農林

水産業費道補助金、補正額２２４万９，０００円の追加でございます。各種

農業関係補助事業の事業費確定に伴う追加と減額の精査となっております。  

 １７款寄付金、１項寄付金、２２ページをお開きください、２目ふるさと

応援寄付金、補正額５，３５０万円の減でございます。申し込み件数の減に

伴い減額するものでございます。  

 ２０款町債、１項２目総務債、補正額５，９７０万円の追加でございます。

本補正予算において追加いたします地方債過疎地域持続的発展特別事業を

計上するものでございます。  

 ２４ページをお開きください。  

 ４目土木費、補正額２，８５０万円の減でございます。雪寒機械購入事業、

橋梁長寿命化事業、緊急自然災害防止対策事業などに係る事業費の確定に伴

いそれぞれ起債額を精査するものでございます。  

 ２１款繰入金、１項１目基本財産繰入金、補正額１億３，４６３万４，０

００円の減でございます。財源調整に伴う財政調整基金への繰り戻し９，０

１８万４，０００円、街路灯維持に関する事業費の確定に伴う基金への繰り

戻し４０万円、ふるさと浦臼応援基金充当事業の事業費確定に伴う基金への

繰り戻し３，９３５万円、札沼線代替交通関連事業費の確定に伴う基金への

繰り戻し４７０万円をそれぞれ計上するものでございます。  

 歳入合計、歳出と同額１億３，０４２万円の減でございます。  

 以上が、議案第２号  令和４年度浦臼町一般会計補正予算（第７号）の内

容でございます。ご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議   長  

これより、質疑を行います。議事の進行上、歳出から進めたいと思います。

予算書の２６ページをお開きください。１款議会費から３９ページ４款衛生

費まで質疑を受けます。質疑ありませんか。  

折坂議員。  

〇５番（折坂美鈴君）  

ふるさと納税の減額についてなんですけれども、ページ数でいえば２６ペ

ージでは基金積立金にマイナスの４，７００万円という数字、それから次の

ページのふるさと納税記念品のところで説明を受けたのは、件数がマイナス

の２，３９６件ということで半分になっているというこの現状、今までも減
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っていたけれども、今年の減り方はちょっと残念な減り方になっているので

すけれども、このことについて原因というのを分析されておりますか。  

今後ここを増やしていくというところで、各自治体しのぎを削っていらっ

しゃって、工夫を凝らしていらっしゃるところで、自治体によって差がある

わけです。すごく増やしているところと減らしているところと。  

浦臼町においては、素材というものはワインがあり、ジビエ肉があり、そ

して神内さんの牛肉もあり、農産物もありと、素材がこれだけ揃っているの

になぜこういう状態に陥っていくのかというところは研究しなければなら

ないということは、昨年も申し上げたはずなんですけれども、それでこの状

態ということで、これをどのように分析していらっしゃいますかというとこ

ろをお聞かせください。  

○議   長  

明日見課長。  

〇総務課長（明日見将幸君）  

 折坂議員のご質問にお答えをさせていただきます。  

 まず、減った品目について報告させていただきたいと思います。  

 まず、令和３年度と４年度を比較いたしまして、本町の納税で一番減った

ものが神内和牛のハンバーグでございます。令和３年度につきましては１，

８７７件申し込みがありまして、令和４年度、予定でございますが、今のと

ころ５８６件ということで、約１，３００件の減少となってございます。  

 また、お米についてなんですけれども、１０キロのお米が令和３年度は１，

３１６件、令和４年度については８２８件ということで、これも約５００件、

３番目にトウモロコシ、コーンなんですけれども、令和３年度は６１１件、

令和４年度は２４４件で、これも４００件相当の減となっているところでご

ざいます。  

 次に、メロンも令和３年度、７７１件、令和４年度につきましては５９９

件ということで約２００件近い数字が減となってございます。  

 お米についてなんですけれども、ほかの町の情報とかを見ると、お米をミ

ックスというかブレンドとかをして結構２０キロ  １万円だとか、１２キロか

ら１５キロ１万２，０００円ということで、本町より１０キロなんですけれ

どももっと多いキロ数でお米をどうしてもやっておりますと、その辺が差が

ついているのかなと思います。  

 あとメロンについては、やっぱり夕張メロンとか三笠メロンとかブランド

が強いので、ちょっとその辺が知名度が低いのかなと思ってございます。  

 あと神内さんのハンバーグが一番減ってはいるんですけれども、サイトを

見ますと、やっぱりうちでいうと１０個で１万円ちょっとなんですけれど

も、今見ると大体２０個で販売しているものが多いので、どうしても個数の

差によってちょっと低いのかなと思っているところでございます。  

 今後、令和４年度から一応町の方針としてはサイトの数をふやしたいなと

思ってございます。一応楽天のサイトを増やして、何とか増につなげたいな
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と考えております。  

以上でございます。  

○議   長  

 質疑ありませんか。  

 折坂議員。  

〇５番（折坂美鈴君）  

 今の件ですけれども、いろいろ工夫はしていくということでございます

が、ぜひ販売戦略のプロとか見せ方ですね、デザイナーさんのアドバイスを

受けるとか、そういう専門的な外部からの知識、知見をいただきながら、販

売の仕方を変えていかないと、同じことをやっていても減るばかりではない

かなと私は思うのですけれども、そういう点に関してはどうですか。専門家

のアドバイスを受ける、そういう研究の仕方はどうですか。  

○議   長  

 早坂主幹。  

〇総務課主幹（早坂隆広君）  

 ただいまの折坂議員のご質問にお答えさせていただきます。  

 専門家のご意見等を伺うことも重要だとは思いますが、そちらについても

予算等の関係もございますので、専門家のアドバイスをいただくということ

になれば専門家に報酬なり委託なりという形になるかと思います。その辺の

予算計上等の関係もございますので、今後検討させていただきたいと思いま

す。  

 以上です。  

○議   長  

 ほかにございませんか。  

 柴田議員。  

○３番（柴田典男君）  

 除雪対策費の関係でお伺いしたいんですけれども、ことしは例年になく雪

が多かった印象があり、各市町村も追加補正しているところがあるんですけ

れど、うちの町の補正、燃料高騰によるということで５７４万３，０００円

という計上があるんですけれど、正直な話、これで済んだという判断でいい

んですか。  

○議   長  

 何ページ。  

○３番（柴田典男君）  

 行き過ぎた。ごめん。また後で。  

○議   長  

 ほかにありませんか。  

 牧島議員。  

〇７番（牧島良和君）  

 ２７ページですが、総務費、一般管理費の中での１報酬、会計年度任用職
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員の報酬１，１００万円からの減額ということであります。当初予定されて

いた人数ないし部署がそうならなかったことの減額幅と理解しますが、これ

はどこの部分の減額幅になりますか。  

○議   長  

 明日見課長。  

〇総務課長（明日見将幸君）  

 牧島議員のご質問にお答えいたします。  

 報酬についてなんですけれども、当初予算で組んでいました防災マネージ

ャー１名約５００万円、地域おこし協力隊１名約３００万円、あと教育委員

会社会教育係の会計年度任用職員２５０万円、この３名で約１，０００万円

ちょっととなってございます。それにつきましてあと執行残という形でご理

解願いたいと思います。  

 以上でございます。  

○議   長  

 ほかにございませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 ないようですので、では次に４０ページ、５款農林水産業費から最後まで

を質疑を受けます。  

 質疑ありませんか。  

 柴田議員。  

○３番（柴田典男君）  

 先ほど質問したとおりなんですけれど、道の方からも今回除雪対策費で各

市町村に補助金、補正したような報道があったんですけれど、うちの町の補

正が燃料高騰の五百幾らということなんですけれども、これで済んだという

判断でいいのかなと。今回の除雪対策費ですけれど、うちの本町のね。その

質問です。  

○議   長  

 上嶋課長。  

〇建設課長（上嶋俊文君）  

 柴田議員の質問にお答えいたします。  

 今回の補正につきましては、補正といいますか雪の降り方につきましては

１２月にうちの町の例年の年間降雪量が８メーターちょっとのところ４メ

ーターを超えるような大雪、また１月になって降雪量は落ちついたのですけ

れども、毎日のように出動基準をぎりぎり超えるような降雪が続いたおかげ

で、どうしても出動回数がふえてしまったという結果で、現状につきまして

は降雪、積雪量ともに平年並みというより若干多いぐらいの部分でおさまっ

てはいるのですけれども、それによりまして年間７万リットル程度の燃料費

がこの補正予算の中身ですと１０万８，０００リットル程度まで増額してお

ります。  
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 それに燃料費の高騰を加えた中での積算となってございますので、ちょっ

とことしについては降り方が異常だったというような認識はしております

が、一応これでおさまったという認識でございます。  

 以上です。  

○議   長  

 ほかに質疑ありませんか。  

 静川議員。  

○６番（静川広巳君）  

 ４５ページですが、高等学校通学生徒情報通信機器なんですが、恐らくこ

れ今新たに昨年から始まっている多分高校でのタブレットの使用だと思う

のですが、この辺の申請された方、何名ぐらいなのか、ちょっと中身を教え

ていただければ。  

○議   長  

 早坂主幹。  

〇総務課主幹（早坂隆広君）  

 ただいまのご質問についてお答えさせていただきます。  

 高等学校通学生徒の情報通信機器の導入助成の関係でございますが、対象

者１４名でございまして、制度利用者につきましては１１名でございます。

残り３名の方についてでございますが、１名の方は申請をしないということ

になってございます。またもう１名の方については学校の方で準備している

ということでございます。１名の方は申請が来ていないという状況になって

ございます。  

 以上でございます。  

○議   長  

 ほかに質疑ありませんか。  

 静川議員。  

○６番（静川広巳君）  

 もう一点、４３ページですが、前も１回、聞いたことがあるんですけれど

も、ちょっと度忘れしたので改めてお聞きしたいのですが、低濃度ＰＣＢの

処分業務委託料なんですが、減額になっていますが、この中身、どのＰＣＢ

の処分だったのかと、それとこの低濃度ＰＣＢの処分が今後まだあるのかど

うかをお聞きしたいと思います。  

○議   長  

 上嶋課長。  

〇建設課長（上嶋俊文君）  

 静川議員の質問にお答えいたします。  

 今回の低濃度ＰＣＢ処分委託料につきましては、千代久橋の橋高欄の塗料

に含まれているＰＣＢ成分の処分に係る部分でございます。  

 今後につきましては、調査してみないとわからないんですけれども、古い

塗料には含まれている可能性が非常に高いということで、今後調査しなが
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ら、設計、施工時にこういったものが出てくる可能性は大いにございます。  

 以上です。  

○議   長  

 ほかにございませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 それでは、歳出全款にわたって質疑を受けます。質疑ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 それでは、次に歳入に入ります。歳入全款にわたって質疑を受けます。質

疑ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 それでは、歳入歳出全款にわたって質疑を受けます。質疑ありませんか。  

 柴田議員。  

○３番（柴田典男君）  

 ちょっと両方関連するのであれだったんですけれど、認定こども園の関係

で質問させていただきたいと思います。３５ページになります。  

 先日も政務調査をしたわけで、内容的にはお伺いしたんですけれども、こ

の最後、認定こども園運営助成金の６３７万３，０００円の追加による総額

の金額、それから施設型給付費等の４０４万円追加による総額を教えていた

だけますか。  

○議   長  

 城宝主幹。  

〇福祉課主幹（城宝睦己君）  

 柴田議員のご質問にお答えいたします。  

 まず、認定こども園運営助成金の補正後の金額でございますが１，３３７

万３，０００円でございます。  

 次に、施設型給付費等の補正後の総額でございますが５，７８０万円でご

ざいます。  

 以上でございます。  

○議   長  

 柴田議員。  

○３番（柴田典男君）  

 先日、その内容の説明はちょっと受けなかったんですけれど、その施設型

給付費の方は国であったり道であったりが割合をもって補助されてくるも

のだと思うんですけれども、その例えば申請するための基礎数字は子供の数

であったり、面積であったり、先生の数だったりなのかなと思うのですけれ

ども、国、道の割合があると思うんですけれども、国の支出金の方がふえて

きているんですけれど、道の支出金の方は減ってきているんですよね。どう
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してですか。  

○議   長  

 城宝主幹。  

〇福祉課主幹（城宝睦己君）  

 柴田議員のご質問にお答えいたします。  

 基本的な部分につきましては、国費の方の補助金につきましては２分の

１、道費の方につきましては４分の１となっておるところなんですが、満３

歳未満の認定こどもの負担率が若干違っております。国費の部分ですが令和

３年度が１００分の５７．７２から令和４年度、１００分の５８．１６に変

更となっておりますことから、国の方の負担がふえていると。  

 次に、道費の部分ですが、満３歳未満の認定こどもの負担率が変更となっ

ております。令和３年度、１００分の２１．１４から令和４年度１００分の

２０．９２に下がっております。要は国と道の負担割合が変更となり国費の

方に寄ったというイメージとなってございます。  

 以上でございます。  

○議   長  

 ありますか。いいですか。  

○３番（柴田典男君）  

 要は３歳児以下の負担割合が国と道で変わったという、単純に。  

○議   長  

 城宝主幹。  

〇福祉課主幹（城宝睦己君）  

 そのとおりでございます。  

○議   長  

 それでは、歳入歳出全款にわたって質疑ありませんか。  

 牧島議員。  

〇７番（牧島良和君）  

 ７ページに債務負担行為の補正が提案されております。細かくは新年度予

算の中の範疇と理解をしますが、総じて人件費、今言う燃料等が上がる中で

この部分にかかわってはそれぞれの委託料の負担行為の補正でもって大き

く見直した数字として置いた部分で、今言う人件費、燃料費かと思うのです

が、この数字で昨年度より１割以上ここのホームページ保守業務委託料で上

がりましたとかと、そういう説明のしようではどの項目あたりになりますで

しょうか。大きく見直したところ。例年どおりなんでしょうか。  

 あわせてだけれども、結局住民も減っていく中で、そのサービスが基本的

に実需の部分で減っているから予算を落とした、あるいは係る所管が変わっ

たから減った、あわせて今言う人件費、あるいは燃料費のというところがあ

るのかないのかということなので。全く同じなんですか。  

 であれば、今すぐとは言いませんが、予算審議の中でさらに細かな説明を

お願いしたいと思います。  
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○議   長  

 ほかに質疑ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

これをもって、質疑を終わります。  

 これより、討論を行います。討論ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、討論を終わります。  

 これより、議案第２号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。  

（賛成者起立）  

○議   長  

 起立全員です。  

 したがって、 議案第２号  令和４年度浦臼町一般会計補正予算（第７号）

は原案のとおり可決されました。  

 た だ い ま か ら 、 休 憩 と い た し ま す 。  

 １ １ 時 １ ０ 分 ま で 休 憩 と い た し ま す 。  

  

休憩  午前１１時００分  

再開  午前１１時０７分  

 

○議   長  

 会議を再開いたします。  

 

◎日程第６  議案第３号  

○議   長  

 日程第６  議案第３号  令和４年度浦臼町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。  

提案理由の説明を求めます。  

 中田課長。  

○住民課長（中田帯刀君）  

 議案第３号  令和４年度浦臼町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）。 

 令和４年度浦臼町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ２７２万５，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３，０３７万５，００

０円とする。  

 ２  歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後
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の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

 令和５年３月３日提出  

 北海道浦臼町長  川畑智昭  

 歳出より説明いたしますので、８ページをお開きください。  

 なお、今回の補正予算につきましては、決算見込み及び額の確定に伴うも

のでございますので、主なもののみ説明申し上げます。  

 １款総務費、１項１目一般管理費１９万５，０００円の減額でございます。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費２万円の減額でございます。  

 ２款１項１目空知中部広域連合納付金２４７万円の減額でございます。  

 ４款保健医療費、１項１目特定健診事業費４万円の減額でございます。  

 歳出合計２７２万５，０００円の減額でございます。  

 続きまして、歳入について説明申し上げます。６ページをお開きください。 

 １款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税１，５７９万

９，０００円の減額でございます。算定基礎となる所得額が減少したことに

よる減額でございます。  

 ２目退職被保険者国民健康保険税１０万７，０００円の追加でございま

す。  

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金１万９，０００円

の減額でございます。  

 ３款１項１目繰越金９８７万２，０００円の追加でございます。  

 ４款２項３目雑入９７７万２，０００円の追加でございます。令和３年度

の空知中部広域連合分賦金の確定に伴う返還金でございます。  

 ５款繰入金、１項１目一般会計繰入金１１７万９，０００円の減額でござ

います。分賦金確定に伴う減額でございます。  

 ２項１目基金繰入金５４７万９，０００円の減額でございます。令和３年

度分の分賦金の返還金等がございましたので、基金からの繰り入れを減ずる

ものでございます。  

 歳入合計、歳出と同じ２７２万５，０００円の減額となっております。  

 以上が、議案第３号の説明でございます。ご審議いただき、議決賜ります

ようお願いいたします。  

 以上です。  

○議   長  

 これより、質疑を行います。歳入歳出一括して質疑を受けます。質疑あり

ませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、質疑を終わります。  

 これより、討論を行います。討論ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  
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 これをもって、討論を終わります。  

 これより、議案第３号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。  

（賛成者起立）  

○議   長  

 起立全員です。  

 したがって、議案第３号  令和４年度浦臼町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）は原案のとおり可決されました。  

 

◎日程第７  議案第４号  

○議   長  

 日程第７、議案第４号  令和４年度浦臼町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第３号）を議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 中田課長。  

○住民課長（中田帯刀君）  

 議案第４号  令和４年度浦臼町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）。  

 令和４年度浦臼町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定

めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ５０３万４，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，２６４万３，０００円

とする。  

 ２  歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

 令和５年３月３日提出  

 北海道浦臼町長  川畑智昭  

 歳出より説明いたしますので、８ページをお開きください。  

 なお、今回の補正予算につきましては、決算の見込み及び額の確定に伴う

ものでございます。  

 １款総務費、１項１目一般管理費１，０００円の減額でございます。  

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金５０３万３，０００円の減額

でございます。  

 歳出合計５０３万４，０００円の減額でございます。  

 続きまして、歳入について説明申し上げます。６ページをお開きください。 

 １款１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料１１２万３，０００

円の減額でございます。  

 ２目普通徴収保険料２９９万３，０００円の減額でございます。  

 ３款繰入金、１項１目一般会計繰入金１３８万７，０００円の減額でござ
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います。  

 ５款１項１目繰越金４６万９，０００円の追加でございます。  

 歳入合計、歳出と同じ５０３万４，０００円の減額となっております。  

 以上が、議案第４号の説明でございます。ご審議いただき、議決賜りよう

お願い申し上げます。  

 以上です。  

○議   長  

 これより、質疑を行います。歳入歳出一括して質疑を受けます。質疑あり

ませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、質疑を終わります。  

 これより、討論を行います。討論ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、討論を終わります。  

 これより、議案第４号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。  

（賛成者起立）  

○議   長  

 起立全員です。  

 したがって、議案第４号  令和４年度浦臼町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第３号）は原案のとおり可決されました。  

 

◎日程第８  議案第５号  

○議   長  

 日程第８、議案第５号  浦臼町選挙ポスター掲示場設置条例の一部を改正

する条例についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 明日見課長。  

〇総務課長（明日見将幸君）  

議案書の５ページをお開き願います。  

議案第５号  浦臼町選挙ポスター掲示場設置条例の一部を改正する条例

について。  

浦臼町選挙ポスター掲示場設置条例（昭和５８年浦臼町条例第３号）の一

部を次のように改正する。  

令和５年３月３日提出  

浦臼町長  川畑智昭  

提案理由でございますが、晩生内地区の町内会であります晩生内第２町内

会と晩生内第３町内会が統合されたことによります町内会数の減、また選挙



 

- 23 - 

 

人名簿登録者数の減によりまして、第１投票区ポスター掲示場の数を減らす

ため所要の改正を行うものでございます。  

内容につきましては、新旧対照表によりご説明いたしますので、別冊参考

資料の１ページをお開き願います。  

別表の改正前の第１投票区ポスター掲示場の数、６カ所が改正後５カ所に

一つ減少されることに改めること。また第３投票区改正前所属区域町内会で

あります晩生内第２が改正後晩生内第３町内会と統合されたため、晩生内第

２を削るものでございます。  

議案書の６ページにお戻りください。  

附則、この条例は、公布の日から施行するものでございます。  

以上が、議案第５号  浦臼町選挙ポスター掲示場設置条例の一部を改正す

る条例についての内容でございます。ご審議いただき、議決賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。  

以上でございます。  

○議   長  

 これより、質疑を行います。質疑ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、質疑を終わります。  

 これより、討論を行います。討論ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、討論を終わります。  

 これより、議案第５号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。  

（賛成者起立）  

○議   長  

 起立全員です。  

 したがって、議案第５号  浦臼町選挙ポスター掲示場設置条例の一部を改

正する条例については原案のとおり可決されました。  

 

◎日程第９  議案第６号  

○議   長  

 日程第９、議案第６号  浦臼町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題

といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 齊藤課長。  

〇福祉課長（齊藤淑恵君）  

議案書の６ページをお開き願います。  
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議案第６号  浦臼町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。  

浦臼町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年浦臼町条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

令和５年３月３日提出  

浦臼町長  川畑智昭  

提案理由は、民法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１０２号）の

一部の施行により民法（明治２９年法律第８９号）及び児童福祉法（昭和２

２年法律第１６４号）における懲戒権に関する規定が削除されることに伴

い、所要の改正を行うものでございます。  

内容につきましては、新旧対照表によりご説明いたしますので、別冊参考

資料の２ページをお開きください。  

懲戒に係る権限の乱用禁止として規定されていた第２６条を削除するも

のでございます。  

議案、８ページにお戻りください。  

附則、この条例は、公布の日から施行する。  

以上が、議案第６号についての説明でございます。ご審議の上、議決いた

だきますようお願いいたします。  

○議   長  

 これより、質疑を行います。質疑ありませんか。  

 静川議員。  

○６番（静川広巳君）  

 この改正前の乱用の禁止という部分があるんですけれど、これは今回この

児童福祉法におけるこれが廃止されるということは、逆にこの部分が例えば

今の新しい子ども・子育て支援法という部分との兼ね合いがあるのかどう

か、ちょっとお聞きしたい。  

○議   長  

 齊藤課長。  

〇福祉課長（齊藤淑恵君）  

 失礼いたしました。  

 今回の関係につきましては、児童福祉法ではなくて民法等の一部を改正す

る法律の施行が施行することに伴っての児童福祉法の施行規則等の厚生労

働省の省令の改正があったためにこのような条例が削除されるということ

になってございます。  

 以上です。  

○議   長  

 ほかに質疑ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、質疑を終わります。  
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 これより、討論を行います。討論ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、討論を終わります。  

 これより、議案第６号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。  

（賛成者起立）  

○議   長  

 起立全員です。  

 したがって、議案第６号  浦臼町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については原

案のとおり可決されました。  

 

◎日程第１０  議案第７号  

○議   長  

 日程第１０、議案第７号  浦臼町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 齊藤課長。  

〇福祉課長（齊藤淑恵君）  

 議案第７号  浦臼町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について。  

 浦臼町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年浦臼町条例第２０号）の一部を次のように改正する。  

 令和５年３月３日提出  

 浦臼町長  川畑智昭  

 提案理由は、民法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省

関係省令の整備に伴う省令（令和４年厚生労働省令第１６７号）の施行に伴

い家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第

６１号）が改正されたため、改正内容に準じて本条例を一部改正するもので

ございます。  

 内容につきましては、新旧対照表によりご説明いたしますので、別冊参考

資料の３ページをお開き願います。  

 第７条の次に次の２条を加えます。第７条の２は安全計画の策定について

の項目で、現行の条例において安全計画の策定に係る規定が存在しないため

安全計画の策定に係る規定を加えるもので、第２号は職員に対する周知、研

修、訓練について、第３号は保護者への内容周知について、第４項は定期的

見直しに関する内容となってございます。  

 続きまして、第７条の３は自動車を運行する場合の所在の確認についての

項目で、事業所外での活動の移動のために自動車を運行するときの乗車、降
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車の際の点呼などによる児童の所在確認を行うことを義務づけた 規定の新

設となってございます。  

 第２項については、専ら児童の送迎を目的とした自動車を運行する際は安

全装置を整備しなくても確実に児童の所在確認が行われると考えられる２

列以下の自動車等を除き、ブザーなどを利用し車内の児童の所在の見落とし

を防止する装置の使用を義務づける規定を設置しています。  

 第１０条は、ほかの社会福祉施設等をあわせて設置するときの設備及び職

員の基準についての条文の文言訂正でございます。  

 ４ページをお開き願います。  

 続きまして、第１３条は懲戒権に関する項目の削除でございます。  

 第１４条は、衛生管理に関する規定についての内容追加でございます。  

 議案１１ページにお戻りください。  

 附則でございます。施行期日、この条例は公布の日から施行する。  

ただし、第７条の２、第７条の３、第１０条、第１４条の第２項の改正規

定は、令和５年４月１日から施行する。  

 ２項、経過措置では、第７条の３、第２項の規定の適用について、事情が

あるときは代用の措置を講じればブザー等の装置を令和６年３月３１日ま

での間備えないことができるとしたものでございます。  

 以上が、議案第７号についての説明でございます。ご審議の上、議決いた

だきますようお願いいたします。  

 以上です。  

○議   長  

 これより、質疑を行います。質疑ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、質疑を終わります。  

 これより、討論を行います。討論ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、討論を終わります。  

 これより、議案第７号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。  

（賛成者起立）  

○議   長  

 起立全員です。  

 したがって、議案第７号  浦臼町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決さ

れました。  

 

◎日程第１１  議案第８号  
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○議   長  

 日程第１１、議案第８号  浦臼町放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたし

ます。  

 提案理由の説明を求めます。  

 齊藤課長。  

〇福祉課長（齊藤淑恵君）  

議案第８号  浦臼町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について。  

浦臼町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２６年浦臼町条例第２１号）の一部を次のように改正する。  

 令和５年３月３日提出  

 浦臼町長  川畑智昭  

 提案理由は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成

２６年厚生労働省令第６３号）が改正されたため、改正内容に準じて本条例

を一部改正するものでございます。  

 内容につきましては、新旧対照表によりご説明いたしますので、別冊参考

資料の５ページをお開き願います。  

 第６条の次に第６条の２と第６条の３を加えるもので、第６条の２は安全

計画の策定等についての項目で、現行の条例において安全計画の策定におけ

る規定が存在しないため、安全計画の策定に係る規定を加えるもので、第６

条の３では自動車を運行する場合の所在の確認を新設してございます。  

 第２条の次に第２条の２を加え、業務継続計画の策定等の規定を新設して

ございます。  

 次の６ページをお開き願います。  

 第１３条は、第２項の衛生管理等に関する規定に内容を追加するものでご

ざいます。  

 議案１４ページにお戻りください。  

 附則でございます。施行期日、この条例は令和５年４月１日から施行する。 

 経過措置として、この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、

第６条の２の規定の適用については努力義務とすることができるというも

のでございます。  

 以上が、議案第８号についての説明でございます。ご審議の上、議決いた

だきますようお願いいたします。  

 以上です。  

○議   長  

 これより、質疑を行います。質疑ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、質疑を終わります。  
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 これより、討論を行います。討論ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、討論を終わります。  

 これより、議案第８号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。  

（賛成者起立）  

○議   長  

 起立全員です。  

 したがって、議案第８号  浦臼町放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については原案のとおり

可決されました。  

 

◎日程第１２  議案第９号  

○議   長  

 日程第１２、議案第９号  浦臼町公園条例の一部を改正する条例について

を議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 馬狩課長。  

〇産業課長（馬狩範一君）  

 議案第９号  浦臼町公園条例の一部を改正する条例について。  

 浦臼町公園条例の一部を次のように改正する。  

 令和５年３月３日提出  

 浦臼町長  川畑智昭  

 提案理由をご説明いたします。  

 未利用公園敷地の有効利用及び実用に即した使用料区分の改正により、鶴

沼公園キャンプ場の利便性向上を図るため所要の改正を行うとともに、規定

の整理をしたく改正するものでございます。  

 内容につきましては、新旧対照表によりご説明いたしますので、別冊参考

資料７ページをお開き願います。  

 初めに、第６条第１項関係の別表中、施設、設備の名称欄、バンガロー、

カーサイトの摘要欄に本来は規則で定めることになっている利用時間が条

例でも重複されていることから削除するものでございます。  

 次に、テントサイト以外の緑地帯にもテント設営を可能にするため、同別

表中、同欄のテントサイトに設営可能な公園内緑地帯を含むの文言を追加

し、基本使用料等単位でテント１張りのサイズを明確にするため、長辺５メ

ートル以内と超えるもので単位を分け、使用料も６００円と１，２００円に

改め、また摘要欄にテント等の種類や仕様が多様化しているため、使用料が

必要とするタープ等を明記した表に改めるものでございます。  

 議案書１６ページにお戻りください。  
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 附則、この条例は令和５年４月１日から施行するものでございます。  

 以上が、議案第９号  浦臼町公園条例の一部を改正する条例の内容でござ

います。ご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。  

○議   長  

 これより、質疑を行います。質疑ありませんか。  

 折坂議員。  

〇５番（折坂美鈴君）  

 テントサイトについてですが、設営可能な公園内緑地帯を含むというとこ

ろが、緑地帯が増えたという認識でよろしいですか。どのぐらい増えたので

すか。  

○議   長  

 馬狩課長。  

〇産業課長（馬狩範一君）  

 質問にお答えします。  

 増えたというよりも、今ある既存の緑地帯を利用しまして、想定している

のは令和４年に設置しました遊具あたりと、それから新管理棟の駐車場の川

を渡ったところ部分の緑地帯を利用するということで想定しております。  

 以上です。  

○議   長  

 ほかに質疑ありませんか。  

 静川議員。  

○６番（静川広巳君）  

 すいません、すごい初歩的な問題なんですけれども、私、アウトドア派じ

ゃないものですから、よくわからないんですけれども、タープ、シェルター、

それからインナーテント、カンガルースタイルテント、それからキャノピー

というのは何かちょっと教えていただければと思います。  

○議   長  

 馬狩課長。  

〇産業課長（馬狩範一君）  

 ちょっと口で説明するのは、私もなかなかあれなんですが、できればイン

ターネットのサイトとか、そういうところでちょっと目にしていただければ

と思うのですが、よろしいですかね、こんな回答で。  

○議   長  

 折坂議員。  

〇５番（折坂美鈴君）  

 先ほど説明を受けた令和４年度の遊具あたりとかいうところで、そこにも

テントが張れるようにしたということですよね。その辺って、何かしけって

いたと思うんですけれど、随分。その改善はなされるんですか。テント張れ

るんですか。  

○議   長  
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 馬狩課長。  

〇産業課長（馬狩範一君）  

 遊具付近と答弁したんですけれども、条件のいいところでということでご

理解いただければと思います。  

 しけったところを希望される方がいれば、そこでも構わないと思います

が、条件的にはその付近の乾いたところを想定しています。  

 以上です。  

○議   長  

 折坂議員。  

〇５番（折坂美鈴君）  

 より多くのテントを張っていただくためには、その湿地帯をきちんと処理

して、緑地帯を広げるという方向に、そういう答弁がいただきたかったんで

すけれど、そういう検討はなされないですか。  

○議   長  

 馬狩課長。  

〇産業課長（馬狩範一君）  

 あくまでも、現状を利用してという形で当初は考えております。  

○議   長  

 ほかに質疑ありませんか。  

 牧島議員。  

〇７番（牧島良和君）  

 今ほどの質問なんですが、政務調査の折に遊具設置場を調査しているとこ

ろなんだけれども、大きな車が出入りしながら工事をしたと、その後、修復

もして現状復帰に近づけているという内容でした。  

 川との落差も数十センチの範囲で、私も何回か行っています。雨降りだと

かその後ね。  

 ここを現状のままテント設営でというところでするということでは、やっ

ぱり問題が出ると思うんですね。設置した方から、例えば予期しない雨が降

ったときに周辺びちゃびちゃ、あるいはテントのサイド側、それから敷地の

部分に雨だまりがあって、それで納得するキャンパーはちょっといないと思

うんですね。  

 これはやっぱり前提として、少なくとも砂利の溝で排水溝を設置すると

か、そういう改良をして、それが利用するお客さんに提供していくという姿

勢がないと、これは今のオートキャンプを含めて、アウトドア派の皆さん方

が利用する上で後から絶対現状の中では問題が出ると思うんですよね。  

 これはやっぱり少なくとも、そこのところの改良をした上で設置するとし

ていただかないと、利用する皆さんに迷惑かけるし、浦臼町何なのというこ

とだと思うんですけれども、いかがですか。  

○議   長  

 馬狩課長。  
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〇産業課長（馬狩範一君）  

 質問にお答えいたします。  

 遊具の付近と、私の方で答弁したんですけれども、実際に想定していると

ころはそれよりちょっともう一段高くなったところでそういう緑地帯があ

るものですから、そこのところをご利用いただくという想定でありますし、

キャンプ場の湿ったところは、もし利用するのであればそういった状態です

よということもご説明しての利用だと考えております。  

 今想定しているところは、遊具のあるべちゃべちゃなところではなくて、

川側の方に行ったところにもう１段ちょっと高くなったところがございま

すのので、そこのところのキャンプ利用と考えております。  

 以上です。  

○議   長  

 牧島議員。  

〇７番（牧島良和君）  

 ちょっと図面のないところでの議論で失礼なんだけれども、川側のところ

というのは遊歩道があって、川があって、それから遊具が置いてあると概略

を拝見しますけれども、川と歩道の間という直線の歩道の間の緑地というこ

との理解なんでしょうか。  

 １段高いというのが、遊具を置いてあるところから下流側に向いたところ

の高いと理解するのか、上流部も傾斜がありますから、管理棟から通じる橋

を渡るあそこら辺は多少高いといえば高いことになるけれども、雨水はたま

りますよ。  

○議   長  

 馬狩課長。  

〇産業課長（馬狩範一君）  

 今お答えのあった遊具の下流側というのですか、そこのところで間違いな

く想定はしております。そこのところについては雨水がたまるかということ

なんですが、こちらはたまらないような想定では考えております。  

 以上です。  

○議   長  

 ほかに質疑ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、質疑を終わります。  

 これより、討論を行います。討論ありませんか。  

 それでは、討論がありますので、本案に対する反対討論の発言を許します。 

 牧島議員。  

〇７番（牧島良和君）  

 基本的には、やっぱり改良して、それで提供するという視点でないと、僕

はならないと思うし、やっぱりそういう議論の進めようでいっていただきた
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いと思いますね。  

 だから、そうした工事前提でやると、そういう視点でないと理解されない

と思うし、私は同意できないな。  

○議   長  

 次に、賛成討論の発言を許します。  

 中川議員。  

○８番（中川清美君）  

 私は賛成の立場から討論いたしたいと思いますが、ただいま町側の説明に

よると、地盤の悪いところよりも高いところでの設置ということでもありま

すし、雨が降ればやはり水はたまるということは想定の範囲内でありまし

て、そこはやっぱり自然の中でのキャンプということでは、そういうことも

やはり理解した中での運営ではないかということでありまして、それらを含

めた中で私は賛成といたしたいと思います。  

○議   長  

 ほ か に 討 論 あ り ま せ ん か 。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、討論を終わります。  

 これより、議案第９号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。  

（賛成者起立）  

○議   長  

 起立多数です。  

 したがって、議案第９号  浦臼町公園条例の一部を改正する条例について

は原案のとおり可決されました。  

 それでは、ただいまから昼食のための休憩といたします。  

 午後１時３０分から再開いたします。  

 

休憩  午前１１時４５分  

再開  午後  １時３０分  

 

○議   長  

 休憩を閉じ、会議を再開いたします。  

 

◎日程第１３  令和５年度町政執行方針  

○議   長  

 日程第１３、令和５年度町政執行方針を行います。  

 町政執行方針についての説明を求めます。  

 川畑町長。  

○町長（川畑智昭君）  
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 令和５年第１回浦臼町議会定例会に当たり、新年度に向けた基本的な考え

方と重点的な施策についてご説明申し上げ、議員各位並びに町民の皆様のご

理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。  

 さて、３年以上にわたり私たちの日常生活や産業、経済活動に多大な影響

を与え続けてきたコロナ禍ですが、第８波の感染拡大期を経て、ようやく落

ちつきを見せ、５月からは感染症の区分も見直され、終息への道筋が見えて

きました。  

 本町におきましては、感染が確認されてから約２年間、 1 人の感染者も出

さない状態が続き、町民の皆様には大変なご努力をいただいたところです。  

 その後、昨年２月に初の感染者が確認され、以後、施設においてクラスタ

ーの発生も経験しながら、今日に至っています。  

 まだ安心はできませんが、ウイズコロナに向かうコロナ禍に対し、今後と

も十分に対応していくとともに、昨年発生したロシアによるウクライナ侵攻

によるさまざまな影響に対してもできる限りの支援を続けてまいります。  

 令和２年５月の町長就任から約３年が経過し、この間、町民の皆様並びに

議員各位のご理解とご協力をいただき、よりよい町民生活の確保に努めてま

いりました。任期最終年となります新年度におきましても、引き続き課題解

決に向け各施策に取り組んでまいります。  

 それでは、令和５年度における町政運営の基本姿勢について申し上げま

す。  

 世界を席巻し続けたコロナ禍もようやく終息の方向に向かいつつあり、ウ

イズコロナが進む中で世界経済も正常化されることを期待するところです

が、他方で昨年２月にロシアのウクライナ侵攻が始まってから丸１年が経過

し、甚大な被害を出しながらも膠着状態が続き、いまだに終息が見通せない

情勢となっています。  

 日本においても影響は甚大で、すべてのもの、サービスが高騰し、国民生

活を直撃しているのが現状です。  

 そんな中、政府は過去最大となる１１４兆３，８１２億円の新年度予算案

を閣議決定し、最重要政策として子ども子育て政策を位置づけ、従来とは次

元の異なる対策を実現したいと、岸田総理が施政方針演説で述べられていま

す。  

 また、地方デジタル田園都市国家構想とカーボンニュートラルの実現に向

けた取り組みや安全保障関係を重点とした予算編成となっており、地方自治

体に交付される地方交付税もわずかですが増額となっています。  

 しかし、税収も過去最大を見込むものの、国債発行で約３分の１が賄われ

る財源構成はこれまでと同様であり、非常事態への対応とはいえ厳しい財政

運営に変わりはなく、将来的な地方への影響も危惧されるところです。  

 一方、地方においては、かねてから人口減少、少子高齢化の問題にコロナ

禍に続く国際紛争の影響も加わり、地域経済は依然回復したとはいえず、諸

物価の高騰により地方での生活は厳しさを増しています。  
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 さきの報道に全道市町村の令和３年度決算の結果をもって、地方財政は改

善の方向にあるという意見も一部ありましたが、危機対応への臨時交付金等

の一時的な支出によるものであり、地方財政は引き続き厳しい状況にありま

す。本町においても物価高騰の影響は町民生活はもとより農業、商工業等す

べての産業に及んでいます。  

 また、町が実施する事業やさまざまな支援策にも大きな影響を受けてお

り、経費負担の増大は避けられず、今後とも国の動向を注視しながら慎重な

財政運営、事業実施の選択に努めなくてはなりません。  

 新年度に臨むに当たり、町民がこの町で暮らしていく上で、基礎となる公

共交通や医療、教育など社会インフラの確保を前提とし、市街地の活性化、

にぎわい創出を目的とした多世代交流施設の着工、農業施策として高収益作

物への支援に加え、移住定住対策としても期待する新規就農者の受け入れに

新年度から具体的な行動を開始します。  

 また、世界的に脱炭素社会の実現に向けた動きが加速する中、地球温暖化

の問題に地域レベルで役割を果たすため、２０５０年までに二酸化炭素排出

量実質ゼロとするゼロカーボンシティーを目指し、省エネルギー施策や町民

事業者、行政の協働など長期的な視点に立ち、新年度より取り組んでまいり

ます。  

 令和５年度の町政に臨むに当たり、持続可能な財政運営を基本としなが

ら、地域及び産業の振興に努めてまいります。  

 詳細な施策につきましては、基本政策の６本の柱でご説明申し上げます。

事務事業の優先順位を見きわめながら予算を編成いたしましたので、ご理

解、ご協力のほどをお願い申し上げます。  

 それでは、基本政策の６本の柱につきまして申し上げます。  

 １番といたしまして、防災対策について申し上げます。  

 昨年度においても、道内では大規模な災害は発生しませんでしたが、全国

的には台風や豪雨による災害が多発しています。近年の線状降水帯に見られ

るように、局所的な被害はあらゆる地域で起こり得るものであり、災害に対

する備えは極めて重要です。  

 新年度より、かねてから要望しておりました防災マネージャーの採用を予

定しており、改めて現在の防災体制全体の検証を行い、より強固な体制づく

りに努めてまいります。  

 また、町民参加の避難訓練を早い段階で実施できるよう検討してまいりま

す。  

 町の固定系の防災行政無線の更新は終えているところですが、新年度にお

きましては移動系の更新に着手し、デジタル化への移行を進めてまいりま

す。  

 また、新年度におきましても、国の防災、減災、国土強靭化のための５カ

年加速化対策を有効に活用して、町内の老朽化したインフラの整備を計画的

に進めてまいります。  
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 次に、持続可能な農業の推進について申し上げます。  

 昨年は水稲に関しては天候にも恵まれ、作況指数は北空知で１０６の良と

なり、本町におきましても胴割れや腹白米が少なく、これまでにない低たん

ぱくな高品質米が出荷された年となりました。  

 その一方で、米価はわずかな上昇にとどまり、ウクライナ侵攻による燃料、

肥料、飼料等資機材の高騰は営農活動全般に影響を及ぼしています。  

 今回のこの事態がいつまで続くものか想定できませんが、国、道、農業団

体と協調して可能な支援を続けてまいります。  

 また、水田活用の直接支払交付金の大幅な見直しは、今後の農業経営に対

し難しい判断を迫られている状況にあります。十分な情報を提供した上で

個々に協議を進めることになりますが、米どころ空知の一角を担う本町とし

ては、水稲を中心とした経営形態は維持しつつ、高収益作物への取り組みを

あわせて推し進める必要があると考えます。  

 昨年からニンニクの奨励策を実施しておりますが、作付拡大に一定の効果

が出ており、新年度におきましても特産品化を目指し、引き続き推進してま

いります。  

 新年度から若手農業者向けチャレンジ応援事業を農業活性化支援事業に

統合し、ドローン等を用いたスマート農業や新たな取り組みへの利用を促し

てまいります。  

 また、水稲栽培の効率化、省力化を図るため、新年度において播種機利用

の乾田直播とドローンを活用した湛水直播の実証試験を営農対策協議会の

事業として取り組んでまいります。  

 新規就農者対策につきましては、これまで条件整備に努めてまいりました

が、新年度より実際の受け入れに向けて動き始めます。  

 昨年末からミニトマト、メロンの各部会、またＪＡ青年部との会議を持た

せていただき、詳細はこれからですが、基本的な協力に同意をいただくこと

ができました。  

 新年度においては、受け入れ農地の選定、サポート体制、就農体験プログ

ラム、提供住宅などを明確にし、東京都あるいは札幌市で行われている新規

就農フェアに積極的に参加してまいります。先行する自治体が多い中、後発

組として厳しい面はありますが、早期の受け入れ実現に向け粘り強く進めて

まいります。  

 当初より公約として掲げてまいりました国営農地再編事業につきまして

は、引き続き関係団体と連携して、国、道への働きかけ、情報収集を継続し

てまいります。  

 また、あわせて国営かん排の取水口施設の更新につきましても強く要望し

てまいります。  

 続きまして、魅力アップ商工観光の推進です。  

 ４年目を迎えたコロナ禍ですが、一時期の感染力、危険性とも大幅に弱ま

り、政府は５月８日から感染症の区分を２類から５類へ変更することを決定
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し、マスク着用等の規制も順次緩和されていくことになりました。  

 本格的なウイズコロナに向けた新たな進展に期待したいと思いますが、他

方で長期化する国際紛争による影響も町民の生活全般に広く及んでおり、商

工会とも連携してプレミアム商品券等の支援事業を行ってまいります。  

 開始以来３年半を経過したジビエ事業につきましては、例年１，５００頭

前後が安定的に搬入されており、町内からは現時点でこれまでで最高の９６

頭が駆除され、猟友会浦臼部会の皆様、また近隣市町村のハンターの皆様の

ご協力に感謝申し上げるところです。  

 コロナ禍によって低迷していた販売は全国的に需要が回復してきており、

町内においても小売り、飲食店とも好調です。今後におきましても町内での

消費拡大を継続してまいります。  

 また、昨年から開始しているジビエの販売、利用促進を図る国費事業を新

年度においても継続して取り組んでまいります。  

 次に観光面ですが、懸案となっている産業観光推進グランドデザイン整備

事業につきましては、平成２９年度から３カ年に及ぶ構想策定、２カ年の修

正案の検討を経て本年度改めて内容の精査を行う期間とさせていただき、事

業開始から６年が経過しました。  

 ここまで長期間を要した理由につきましては、当初から示されている総事

業費が本町が単独で進めるには余りにも過大であると判断したこと、またそ

の検討の基礎となる数値があくまでも概算であり、決して精度の高いもので

はないこと、さらに建築単価の上昇が続いていることなど、町として取り組

むには事業費の面で余りにも不確定要素が多く、この状態で次の段階に進め

ることはできないと判断したものです。  

 以後、実現の可能性を探ってきたところですが、検討を進める中で近年利

用がふえている民間資金やノウハウを活用するＰＰＰ、ＰＦＩ等の事業手法

を検討すべきではとの意見が出され、昨年１１月試行的に国土交通省主催の

サウンディング事業に登録し、８社の参加をいただき実施したところです。

この事業ですぐに業者が決まるというものではありませんが、今後進めてい

く上でのさまざまな意見、アドバイスをいただくことができました。  

 道の駅事業を初め多くの公営事業が赤字を抱え、多額の支援を行う実態が

伝え聞かれる昨今、民間事業者に対し改めてグランドデザインをベースとし

た事業プランを提示し、専門家の視点による鶴沼公園一帯の事業化を目指し

てまいりたいと思います。新年度につきましては、独自のサウンディング実

施のための事業プランの作成を実施してまいります。  

 次に、本町の農産物や加工品の魅力や価値を向上させ、地域力、商品力を

高めるブランド化事業を総務省が行う地域力想像アドバイザー制度を活用

して実施します。  

 外部からの専門家として、昨年本町でブランド化セミナーを開催いただい

た、ここで１点、訂正がございます。株式会社パブリクスと記載されており

ますけれど、ローマ字読みを誤っておりまして、プブリクスとご訂正をお願
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いいたします。  

 株式会社プブリクスの代表取締役金澤氏を招聘して、農業者や商工業者の

皆さんに参加していただき、ブランド化に向けての基礎調査やワークショッ

プ、セミナー等を行ってまいります。  

 昨年度から行っています地域の活性化や商業、観光面の振興を目指し、目

的とした札幌市立大学との歴史的建造物の共同研究事業を引き続き実施し

てまいります。昨年はハードの調査が主でしたが、新年度では利活用の可能

性を探るソフト面を重点に実施してまいります。  

 次に、温かな住民生活の推進についてです。  

 地域公共交通に関しましては、昨年９月末をもって中央バスが撤退し、以

後、浦臼滝川線を町営バスが、また浦臼砂川線を株式会社ビジコー自動車学

校が事業者として新たな体系で運行を開始したところです。５カ月が経過

し、何件か改善要望をいただいていますが、おおむね好評をいただいていま

す。  

 新年度におきましては、老朽化の進んでいる浦臼滝川線のマイクロバスを

更新し、安全運行に努めてまいります。  

 一般タクシーの運行については、利便性の高い交通機関として存続希望も

多く、新年度につきましても町の負担による運行を継続します。  

 民間事業者の相次ぐ撤退により、すべての路線を町が担うこととなり、こ

れまで以上の経費負担を要することになりましたが、今後とも支援策を継続

し、町民の活発な利用を促してまいります。  

 ＪＲ札沼線廃線後の駅前の人の流れやにぎわいづくりを目的に計画を進

めてきました多世代交流施設につきましては、新年度から建設に着手しま

す。  

 旧浦臼農協の石づくり倉庫も施設の一部に活用した特徴ある施設として

多くの皆様にご利用いただき親しまれる施設となるよう愛称の公募も実施

しながら、令和６年度の開業を目指します。  

 また、札沼線の跡地全般につきましては、昨年より線路、駅舎等の撤去を

開始しましたが、新年度も引き続き路線及び鉄橋２橋の撤去を進めてまいり

ます。  

 浦臼、鶴沼の両市街地の国道沿いの街灯につきましては、昨年鶴沼地区の

全灯、浦臼地区の約半数のＬＥＤ化を完了しており、継続して実施してまい

ります。  

 公営住宅につきましては、昨年と同じく繰越予算となりましたが、計画ど

おり公営住宅１棟４戸、地域優良賃貸住宅１棟４戸を建設し、多様なニーズ

にこたえ得る住環境を提供してまいります。  

 また、解体せずに残した旧ひばり団地のセラミックづくり１棟４戸につき

ましては新年度で改修し、将来の新規就農者向けの用途も含め有効に活用し

てまいります。  

 今後の情報ネットワークにつきましては、令和７年度までに地方自治体の
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情報システムの標準化が推進されており、オンラインによる各種届出、申請

や電子決済サービスなど町民の利便性の向上のため具体的な検討を開始し

ます。  

 近年、短期間に集中的に大雪が降る傾向が強まっていますが、除排雪作業

に支障が生じないよう雪寒建設機械の更新について、国庫補助の状況を適宜

判断しながら、新年度導入に向け進めてまいります。  

 続いて、医療保険、介護関係になります。  

 浦臼町立診療所につきましては、町立診療所建設基本計画策定検討委員会

において、基本的な配置、規模、設備等に関して協議いただいているところ

です。コンパクトで効率的な管理が可能な新たな診療所建設に向け、新年度

は検討結果に基づいた実施設計に着手してまいります。  

 国民健康保険特別会計については、令和３年度から税の区分を４方式から

３方式に変更したところですが、新年度におきましても昨年の税率を踏襲

し、適正賦課に努めます。  

 また、医療費適正化対策として、予防のための健診を積極的に推し進める

ため、引き続き特定健診や各種健診の受診勧奨や高齢者インフルエンザ予防

接種助成事業の継続など病気の早期発見、早期治療により増加する医療費の

抑制に努めます。  

 保健分野については、ようやく落ちつきを見せてきたコロナ禍を初め、社

会環境や生活の変化によるさまざまな健康課題の解消に向け、町民一人一人

が主体的に健康づくりができるよう、特に糖尿病の重症化予防対策と健診未

受診者へのアプローチに重点を置き、個人の生活に応じた生活や訪問など本

人に寄り添った支援を展開してまいります。  

 高齢者福祉につきましては、コロナ禍において影響を受けてきた介護予

防、フレイル予防事業について、人生１００年時代を見据えた健康増進を図

るため高齢者が主体的に取り組めるよう引き続き支援してまいります。  

 ひとり暮らしや高齢者のみの世帯が増加し、認知症高齢者の増加が予想さ

れることから、これからも住みなれた地域で生活をし続けることができるよ

う関係機関、団体や医療機関等と連携し、地域共生社会の実現を見据えた事

業に努めてまいります。  

 続きまして、健やかな子育てと教育の推進です。  

 子育て支援につきましては、岸田首相が最重要政策に位置づけ、経済的支

援の強化や幼児教育、保育など子育てサービスの拡充、働き方改革を３本の

柱としており、出生率の改善に向けたこれまでにない対策が打ち出されるも

のと期待するところです。  

 本町におきましては、既にさまざまな経済的支援や伴走型支援など充実し

た子育て支援策を実施しているところですが、４月から新たに出産後、心身

の不調や育児不安がある産婦に対し産後ケア事業を実施するよう砂川市立

病院と連携してまいります。  

 教育分野につきましては、教育行政執行方針において、学校教育、社会教
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育とも詳細に示されておりますので、今後とも教育委員会と連携し、教育環

境の充実に努めてまいります。  

 １点のみ重複することになりますが、想定されていた小学校二、三年生の

複式化が現実の事態となる見込みです。複式学級にはメリットもあると言わ

れていますが、昨年も申し上げたように、当分の間は回避したいと考えてお

り、負担を伴うことになりますが、現体制の維持に努めてまいります。  

 次に、住民対話の推進についてです。  

 町政懇談会につきましては、少し感染の落ちついた時期を選んでの開催で

したが、極めて少数の来場者にとどまりました。ご指摘にもありましたが、

今後は町民が関心の持てるテーマや情報をもって開催できるように努めて

まいります。  

 また、これからはウイズコロナが通常の状態になっていくと思われますの

で、改めて私が現地に出向く出張トークの周知を図ってまいります。  

 また、昨年４月からＳＮＳを開始しました。今後とも発信を続け、多くの

町民や町外の皆様にも情報を届け共有してまいります。  

 最後に、この項目とは少し性格が異なりますが、役場職員の副業について、

全道の自治体でも地域貢献を目的とした解禁の動きが活発化しています。本

町においても職員の積極的な地域貢献活動と町民との交流対話を促進する

ため制度化を進めてまいります。  

 以上、令和５年第１回浦臼町議会定例会に臨むに当たり、基本姿勢と推進

すべき主要施策を述べさせていただきました。  

 コロナ禍と重なるように国際紛争が勃発し、世界じゅうを混乱に巻き込む

異常事態が続いていますが、どのような状況にあっても、行政の使命は町民

の皆様の安心で安全な暮らしを守り、よりよいものにしていくことであり、

このことはいつの時代においても変わるものではありません。  

 今後とも山積する課題に向き合い、今この町に住む方々にとって住みよい

まちづくりを、そして将来にわたり持続可能なまちづくりを目指し取り組ん

でまいります。  

 町議会の皆様並びに町民の皆様のご理解とご協力を賜りますよう心から

お願い申し上げ、本年度の町政執行方針といたします。  

 

◎日程第１４  令和５年度教育行政執行方針  

○議   長  

 日程第１４  令和５年度教育行政執行方針を行います。  

 教育行政執行方針についての説明を求めます。  

 河本教育長。  

〇教育長（河本浩昭君）  

 令和５年第１回浦臼町定例会に当たり、浦臼町教育委員会が所管の教育行

政執行に関する主要な方針について申し上げます。  

 今、社会は人口減少社会、並びにＳｏｃｉｅｔｙ５．０の到来、グローバ
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ル化の進展、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響など急速な変化が

現実化する中、ＳＤＧｓ達成やゼロカーボン社会、デジタル社会の実現のた

めの取り組みなどすべての子供たちの持続可能な社会のつくり手として、複

雑で予想困難な時代をたくましく生き抜く力の育成が必要となってきます。  

 一方、生まれ育ったふるさとへの誇りと愛着を持ち、多様性、公正や個人

の尊厳、多様な幸せ等の価値に重きを置き、思いやりの心を持って、ともに

支え合いながら持続可能な地域づくりを支える人をはぐくむことが肝要で

あり、令和５年度から令和９年度を計画期間として、北海道が目指す教育の

基本理念や教育施策の方向性、主な取り組みを示し、北海道教育委員会が策

定する北海道教育推進計画と整合性を図り、教育の充実、発展に努めてまい

ります。  

 まず、教育行政の執行に当たり、浦臼町教育理念、知・徳・体に調和のと

れた人間形成並びに浦臼町教育大綱に掲げる明日を担う人をはぐくむ教育、

文化の町の理念を踏まえ、一人一人が輝いて生き抜く力、笑顔で生き生き学

ぶ教育の推進を引き続き基本方針といたします。  

 次に、令和５年度の重点施策につきまして、学校教育の充実及び社会教育

の推進の大きく二つに分けて申し上げます。  

 学校教育の充実の一つ目は、社会に立ち向かっていける力の育成、確かな

学力の定着であります。  

 学校運営につきましては、コミュニティースクール導入６年目となり、地

域の力を活用し、学校と地域が相互にパートナーとして子供たちの成長を支

え、改善、充実に努め、ＩＣＴを活用した取り組み等により小規模校のメリ

ットを最大化し、確かなる力と心優しい人づくりを推進します。  

 また、就学援助制度、高等学校通学等支援助成、昨年度創設の高等学校通

学生徒学習用情報通信端末導入支援助成、給食費の無料化等の支援を継続

し、各種検定料の助成により学びの意欲と基礎学力の向上に努めます。  

 ふるさと教育では、地域の施設や人材等の教育資源を活用した体験的な学

習活動の促進、中学校の修学旅行を初めとした姉妹校、高知県本山町の嶺北

中学校とのさまざまな交流によりふるさと意識をはぐくむ取り組みの推進

に努めます。  

 教育課程につきましては、生きる力を支える、知・徳・体の調和を重視し、

伝統文化を尊重、ふるさとを大切にする心をはぐくみ、学習意義、何ができ

るようになるかをより明確にしながら、よりよい学校教育を通じてよりよい

社会をつくるという目標を地域と共有し、教科等横断的な視点に立った教育

課程の編成を図り、各学校におけるカリキュラムマネジメントの充実に努め

ます。  

 学習指導につきましては、令和の日本型学校教育、すべての子供たちの可

能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びを一体的に推進し、基礎知

識、技能の定着に向け、一斉一律授業からの脱却を目指し、主体的、対話的

で深い学びの指導方法の確立、授業改善の定着を目指します。  
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 小学校においては、学びの基礎、基本が重要であることから、さらに複式

学級編成を回避するため、町独自に教諭を配置し、指導の個別化を推進し、

個別最適な学びの支援を続けます。  

 また、学習指導要領において、学習の基盤となる資質能力の一つに位置づ

けられた情報活用能力の育成に向けて、タブレット端末を有効活用し、ＩＣ

Ｔ支援員の配置により教職員を支援し、指導体制の充実、少人数によるきめ

細かな指導体制の整備、個に応じた指導の実現に努めます。  

 さらに、ＳＤＧｓの視点に立った環境教育の推進などＥＳＤ、持続可能な

開発のための教育の推進、各教科や総合的な学習の時間における教科等横断

的な学習等の実践など STEAM 教育の推進に努めます。  

 特別支援教育は、共生社会の形成に向け、インクルーシブ教育システムの

理念を踏まえ、一人一人の教育ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援に

努めます。  

 連携教育につきましては、目指す姿を共有し、園児の小学校訪問や小学生

の中学校登校など、こども園、小中学校の連携強化、接続の推進に努めます。 

 また、小 1 プロブレム、中１ギャップの未然防止、小中学校間の乗り入れ

授業の実践や教職員の情報共有を深め、小学校における教科担任制の導入な

ど義務教育９年間を見通した教育課程を支える効果的な指導体制の構築を

進めます。  

 外国語教育につきましては、引き続き外国語指導助手を中学校に通年配置

し、中学校英語教育の充実、小学校においては子供たちが英語で日常的なコ

ミュニケーションができる力を身につけられるよう、グローバル化による急

速な情報化社会で生き抜く力の育成に努めます。  

 学校教育の充実の二つ目は、健やかで人の優しさ、痛みのわかる教育、豊

かな心と健やかな体であります。  

 道徳教育につきましては、答えが一つではない課題に子供たちが道徳的に

向かい合い、考え、議論する道徳教育の転換により、物事を多面的、多角的

にとらえ、自己の生き方についての考えを深める学習を通して、他者ととも

によりよく生きるための基盤となる道徳性を養う教育の推進に努めます。  

 いじめ、不登校につきましては、望ましい人間関係を醸成し、楽しい学校

生活を送るため、学級集団に関する情報を分析し、児童生徒の意欲や解決す

べき課題を把握するアンケート、ｈｙｐｅｒ‐ＱＵによるスクリーニングを

全学年で継続的に実施し、児童生徒の支援ニーズの早期把握を進め、浦臼町

いじめ防止基本方針の周知徹底を図り、関係者やスクールカウンセラーとの

連携を密にし、未然防止と早期発見、組織的な支援に努めます。  

 また、一人一人の児童生徒が自分のよさや可能性を認識し、あらゆる他者

を価値ある存在として尊重する姿勢が大切であり、ＩＣＴの活用力の育成と

同時に発達段階に応じた情報モラルの指導推進に努めます。  

 有害情報から子供を守るために、学校、家庭、地域と連携し、有害情報に

対する啓発を行い、携帯電話やネットトラブルの根絶に向けた取り組みを充
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実してまいります。  

 学校保健につきましては、早寝、早起き、朝御飯を推奨し、食に関する正

しい知識や望ましい食習慣の定着を図り、食育の推進に努めるとともに、十

分な睡眠やバランスのとれた食事を心がけるなど、抵抗力を高めることの重

要性の普及啓発を行い、児童生徒が感染予防対策を身につけるよう指導を行

うなど生涯にわたって心身ともに健康な生活を送るための資質、能力の育成

を図ります。  

 また、虫歯予防のため小学校を初め認定こども園にもフッ化物洗口の有効

性をＰＲし、普及に取り組みます。  

 学校教育の充実の三つ目は、安全・安心な学校、信頼される学校づくりで

あります。  

 教育の成果は、直接指導する教職員の資質、能力によるところが大きいこ

とから、校内研修の充実、各種研修、研究会等への参加支援を図り、資質、

能力の向上を図る一方、個人の能力のみに頼ることなく、校長のリーダーシ

ップのもと組織的に指導内容の改善に取り組みます。  

 また、教職員の服務規律の徹底と規範意識の向上に努めます。  

 子供の安全確保につきましては、地震や台風などの自然災害から身を守る

ために必要な知識や能力等の育成に向け、校内対策マニュアルの確認、避難

訓練や１日防災学校の実施などの防災教育の推進や事件、事故に対する危険

予測、危機回避能力を身につけさせる防犯教育を進めます。  

 また、登下校時及び校内の安全確保に努めるとともに、一斉メール配信シ

ステムにより緊急時等の保護者との連絡体制を確保いたします。  

 学校における働き方改革につきましては、教職員が健康で働ける環境、子

供と向き合う時間の確保に向けて、浦臼町立学校における働き方改革アクシ

ョンプラン、部活動のあり方に関する方針等に基づき、持続可能な学校運営

体制の整備に努めるとともに、校務支援システムによる学習評価や成績処理

の事務作業の負担軽減を初めとするＩＣＴの一層の有効活用により取り組

みの推進を図ります。  

 中学校の休日部活動の地域移行の目標が令和８年４月からとなっており、

移行に向けた調査、検討を進めてまいります。  

 また、労働安全衛生法に基づくストレスチェックにつきましても継続して

まいります。  

 学習環境の整備につきましては、施設の適切な維持管理に加え、学びをと

めない学習環境を推進してまいります。  

 社会教育の推進の一つ目は、地域社会における連携と見守り、地域におけ

る体制づくりであります。  

 地域の体制づくりにつきましては、小学生の安全・安心な触れ合い、学び

の場所として、浦臼町子ども広場を通年開設し、保護者のニーズに応じた運

営体制の充実を図ります。  

 また、地域、町内会等が次代を担う子供たちの健全育成を推進するための
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事業支援に加え、道立青少年体験活動支援施設ネイパルを活用するなど、地

域の特色を生かした多様な体験活動を推進し、これからの活動の中核となる

リーダーの育成に努めてまいります。  

 幼児教育について、乳児にはブックスタート事業を継続し、読み聞かせボ

ランティア活動への支援など子供の読書に親しむ機会の推進に努めます。  

 読書環境の充実につきましては、読書活動推進計画に基づき、だれもが気

軽に利用できる環境改善に努め、読書離れが懸念されていることから、保護

者に対しての啓発にも取り組んでまいります。  

 社会教育の推進の二つ目は、笑顔で生き生き学べる社会の実現であり、人

生１００年時代と言われる時代にあって、充実した人生を送るには地域にお

ける多様な学びの機会や個々の資質や能力を更新できる学びの場を充実さ

せることが大切です。  

 文化、芸術につきましては、文化協会と共同し、活動の振興に努めます。  

 また、町民だれもが本格的な施設環境で行われているミュージカル等を鑑

賞できるよう町民移動芸術鑑賞会を継続するなど、芸術に触れることにより

町民の感性を高め、心豊かで潤いの持てる香高い文化の町を目指します。  

 社会教育関係団体の多くは、高齢化などにより活動する機会の減少が進ん

でおりますが、自主的、かつ自発的な活動の支援と幼児、少年、青年等の各

世代を対象とし、生涯学習につながるような多様な社会教育事業の実施に努

めます。  

 また、ＡＬＴによる小学校１年生から４年生を対象とした英語触れ合い教

室を今年度も継続いたします。  

 文化財につきましては、浦臼町文化財保存会の協力をいただきながら、地

域における人々の生活や地域の風土によりはぐくまれ、今日まで守り伝えら

れてきた財産の保護、保存を行うとともに、郷土の歴史、自然、文化遺跡、

資源の発信に努めます。  

 本年度、郷土史料館にモニターを設置し、高知県立坂本龍馬記念館所蔵の

デジタルコンテンツをお借りし、情報発信するサービスに取り組んでまいり

ます。  

 また、アイヌ遺跡や歴史的資料の保全、維持管理を適正に行ってまいりま

す。  

 スポーツ振興のため、少子化、人口減少社会に対応した活力ある生涯スポ

ーツを目指し、だれもが参加できる楽しいスポーツのＰＲと場所の提供を推

進し、子供から高齢者までのどなたでも笑顔で汗を流せる環境を目指し、施

設の適正管理、利用率の向上に努めます。  

 また、近年、児童生徒の体力、運動能力の低下や運動習慣の低減が進んで

いることから、子供たちの体力向上教室を継続し、運動習慣定着の推進を図

ります。  

 以上、令和５年度に取り組む重点施策について申し上げました。  

 まちづくりは人づくりにあることを基本姿勢として、次代を担う子供たち
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が主体的によりよい社会と人生をみずからつくり出せる力の育成とすべて

の町民が笑顔で生き生き楽しく暮らすことのできる教育環境が重要であり

ます。そのため引き続き環境整備、各種教育施策の実施に取り組んでまいり

ます。  

 町民の皆様並びに議員各位のご理解、ご協力を心からお願い申し上げ、令

和５年度の教育行政執行方針といたします。  

○議   長  

 以上で、執行方針を終わります。  

 

 

    ◎日程第１５  議案第１０号～日程第１９  認定第１４号（一括議

題）  

○議   長  

 お 諮 り し ま す 。  

 次 に 提 案 さ れ ま す 日 程 第 １ ５ 、 議 案 第 １ ０ 号 か ら 日 程 第 １ ９ 、

議 案 第 １ ４ 号 ま で の 案 件 に つ き ま し て は 、関 連 が ご ざ い ま す の で

一 括 提 案 と し た い と 思 い ま す が 、 こ れ に ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

［「 異 議 な し 」 と 言 う 人 あ り ］  

○ 議   長  

 異議なしと認めます。  

 したがって、日程第１５、議案第１０号  浦臼町長等の給与に関する特例

措置条例の一部を改正する条例について、日程第１６、議案第１１号  令和

５年度浦臼町一般会計予算、日程第１７、議案第１２号  令和５年度浦臼町

国民健康保険特別会計予算、日程第１８、議案第１３号  令和５年度浦臼町

後期高齢者医療特別会計予算、日程第１９、議案第１４号  令和５年度浦臼

町下水道事業会計予算につきましては、一括議題とすることに決定いたしま

した。  

 これより、日程第１５より順次提案内容の説明を求めます。  

 日程第１５、議案第１０号  浦臼町長等の給与に関する特例措置条例の一

部を改正する条例について、提案理由の説明を求めます。  

 明日見課長。  

〇総務課長（明日見将幸君）  

 議案書の１７ページをお開き願います。  

議案第１０号  浦臼町長等の給与に関する特例措置条例の一部を改正す

る条例について。  

浦臼町長等の給与に関する特例措置条例（平成１２年浦臼町条例第２７

号）の一部を次のように改正する。  

令和５年３月３日提出  

浦臼町長  川畑智昭  

提案理由でございますが、行財政改革の一環として、平成１２年度を初年



 

- 45 - 

 

度として開始しました町長、副町長及び教育長の給料月額の抑制措置を継続

するため所要の改正を行うものでございます。  

内容につきましては、新旧対照表によりご説明いたしますので、別冊参考

資料の８ページをお開き願います。  

第２条で定めております町長、副町長及び教育長の給料月額の抑制期間を

それぞれ令和５年４月から令和６年３月までに改めるものでございます。  

給料月額につきましては、現行と同額となってございます。  

また、附則第２条で定めております条例の有効期限を令和６年３月３１日

としております。  

議案書の１８ページにお戻りください。  

附則、本条例につきましては、令和５年４月１日から施行しようとするも

のです。  

また、附則第２項の改正規定につきましては、公布の日から施行しようと

するものでございます。  

以上が、議案第１０号  浦臼町長等の給与に関する特定措置条例の一部を

改正する条例についての内容でございます。ご審議いただき、議決賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。  

以上でございます。  

○ 議   長  

 そ れ で は 、 た だ い ま か ら 休 憩 と 、 １ ０ 分 間 し た い と 思 い ま す 。 

再 開 時 間 を １ ４ 時 ２ ５ 分 と い た し ま す 。  

 

休憩  午後  ２時１４分  

再開  午後  ２時２３分  

 

○議   長  

 それでは、休憩を閉じ会議を再開いたします。  

 次に、日程第１６、議案第１１号  令和５年度浦臼町一般会計予算の提案

及び概要説明を求めます。  

 なお、予算大綱につきましては、配付してあります令和５年度一般会計予

算大綱をごらんいただきたいと存じます。  

 石原副町長。  

〇副町長（石原正伸君）  

 ただいま議題となっております令和５年度浦臼町一般会計予算の概要に

ついてご説明申し上げたいと思います。  

 お手元に配付をいたしております令和５年度浦臼町各会計歳入歳出予算

書の１ページをお開き願います。  

 議案第１１号  令和５年度浦臼町一般会計予算。  

 令和５年度浦臼町の一般会計の予算は次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  
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 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４１億６，４９０万円

と定める。  

 ２  歳入歳出の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出

予算」による。  

 （地方債）  

 第２条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことのできる

地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２

表地方債」による。  

 （一時借入金）  

 第３条  地方自治法第２３５条の３、第２項の規定による一時借入金の借

り入れ最高額は５億円と定める。  

 令和５年３月３日提出  

 北海道浦臼町長  川畑智昭  

 初めに、第１条第２項に定めております歳入歳出予算につきまして、お手

元に配付してございます横版の各会計予算案説明資料によりご説明させて

いただきたいと思います。  

 令和５年度の予算につきましては、ウイズコロナ、さらにはポストコロナ

を見据えて、町民の皆さんが安心して豊かに暮らすことができる地域社会の

実現に向け、６本の基本政策を柱として、公共交通や医療など社会インフラ

を確保しつつ基幹産業である農業の活性化に向けた支援や新規就農者の受

け入れに向け新たな事業展開をするとともに、地域商工業への支援やにぎわ

いを創設させるため多世代交流施設の建設、町民の生命、財産を守るため河

川の護岸改修事業などについて組み込んだ予算編成としてございます。  

 それでは、令和５年度各会計予算案説明資料１ページをお開き願います。  

 ここには、令和５年度浦臼町各会計予算の一覧表を掲示してございます。

一般会計、特別会計及び企業会計４会計のものを令和５年度、令和４年度を

比較いたしまして登載しております。  

 ４会計合わせますと、令和５年度は４５億５８万１，０００円ということ

で、前年度対比５億７，７２５万５，０００円の増額でございます。率にい

たしまして１４．７％の増でございます。  

 各会計ごとでは、一般会計におきまして前年度比１５．７％の増、国保会

計では４．１％の増、後期高齢者医療会計では１．７％の減、また下水道事

業会計につきましては５．４％の増となってございます。  

 それでは、２ページ目をお開き願います。  

 令和５年度一般会計歳入歳出予算の、ここでは目的別ということでご説明

申し上げます。  

 まず、上段の括弧書きにつきましては、令和４年度の当初予算を記載して

おります。下段の部分につきましては今回予算提案している内容でございま

す。  

 それでは、右側の歳出の方から説明申し上げます。  
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 １款の議会費です。３，７０２万８，０００円の計上でございます。対前

年度比８．１％の減でございます。金額で３２５万７，０００円の減額とな

ってございます。主な減額要因につきましては、議員定数減によるものでご

ざいます。  

 次に、２款の総務費につきましては１６億１，９１９万円、対前年度比５

５．１％の増となってございます。金額にいたしまして５億７，５４７万９，

０００円の増額でございます。主な増額要因につきましては、旧ＪＲ浦臼駅

周辺の再開発事業として建設着手いたします多世代交流施設の建設及び昨

年度から実施してございます旧ＪＲ札沼線軌道等の撤去工事の事業費の増

加、また昨年１０月から見直し運行しております公共交通の運行経費が１年

分計上したことや町営バス車両の更新に伴い増加するものでございます。  

 ３款民生費につきましては４億３，１５３万６，０００円でございます。

対前年度比５．０％の増、金額で２，０６９万８，０００円の増でございま

す。主な増額要因につきましては、対象者の増加により広域保育入所委託料

や認定こども園に支払う運営助成金の増額によるものでございます。  

 次に、４款衛生費につきましては１億９，４４２万２，０００円、対前年

度比１６．６％の増でございます。金額で２，７６５万８，０００円の増額

となってございます。主な要因といたしましては、新型コロナウイルスワク

チンの接種関連の事業が大幅に減額となってございますが、町立診療所建て

かえに関する設計業務の計上により全体予算としては増額となるものでご

ざいます。  

 ５款農林水産業費につきましては３億４，８４３万７，０００円の計上で

ございます。対前年度比０．８％の増、金額で２９１万２，０００円の増額

となってございます。主な内容といたしましては、今年度新たに新規就農総

合対策事業として地域おこし協力隊制度を活用し、農業体験インターン事業

に係る費用及び新規就農する協力隊への報酬並びに活動経費として７２２

万１，０００円、昨年に続きニンニク産地化支援事業として１，０５７万８，

０００円を計上し、一方減額要因といたしましては、米価下落支援として実

施いたしました水稲種もみ購入助成事業や農村センターの屋上防水改修工

事の完了に伴うものが主なものでございます。  

 ６款商工費につきましては１億７，１８６万５，０００円の計上でござい

ます。対前年度比６．９％の増、金額にいたしまして１，１０２万２，００

０円の増額でございます。主な要因といたしましては、自然休養村センター

の指定管理料の増額、新規事業として本町の農産品等のブランド化を進める

ための支援業務や道の駅リニューアルに向けて民間活用の導入を視野に官

民連携手法を検討する業務、また昨年に続き浦臼市街の街路灯ＬＥＤ化工事

に係る費用を計上したことが主な増額の要因となってございます。一方減額

の要因といたしましては、新型コロナウイルス感染症の経済対策として２度

にわたり全世帯へ商品金等を配付いたしました事業を終えたことによるも

のが主なものでございます。  
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 続きまして、７款土木費４億８，３７１万１，０００円の計上でございま

す。前年度対比１３．１％の減、金額で７，３１４万６，０００円の減額で

ございます。主な内容といたしましては、町道山２５号線ほか道路改良工事

として３，０７０万円、橋梁長寿命化補修工事として１，４１０万円、支浦

臼内川護岸改修工事及びトレシップタウシナイ川河床整備工事として１億

１，０７０万円を計上、また雪寒機械２台の更新に係る予算を計上してござ

います。一方、減額の主な要因といたしましては、建設車庫外部改修工事の

完了や橋梁長寿命化補修工事の事業費の減となってございます。  

 次に、８款消防費でございます。１億４，８２１万６，０００円の計上で

ございます。対前年度比９．５％の増、金額で１，２８８万２，０００円の

増額となってございます。主な要因としましては、移動系防災行政無線の更

新業務及び消火栓新設工事に係る予算の計上によるものでございます。  

 ９款教育費につきましては１億１，０３０万円、対前年度比５．５％の減

でございます。金額で６３７万３，０００円の減額となってございます。主

な減額の要因につきましては、小中学校の保健室へのエアコン設置工事やふ

るさと運動公園野球場のスタンド手すりの修繕完了に伴うもの、また砂川市

学校給食センターの屋外外壁等の工事完了に伴い負担金を減額するもので

ございます。  

 １０款の災害復旧費につきましては、小規模災害復旧費として昨年と同額

の１００万円を計上してございます。  

 １１款公債費につきましては６億１，４１９万５，０００円、対前年度比

０．５％の減でございます。金額で２９７万５，０００円の減額でございま

す。内訳といたしましては、通常の長期債償還元金が５億４，０００万３，

０００円で、対前年度比２，１９７万５，０００円の増、繰上償還元金が６，

２７０万円で、対前年度比２，４２０万７，０００円の減、利子が１，１４

９万２，０００円で、対前年度比７４万３，０００円の減となってございま

す。増額の要因につきましては、令和元年に食肉加工施設建設事業及び町立

診療所医療機器購入事業等の財源として借り入れました過疎対策事業債や

本年度実施いたしました支浦臼内川護岸改修事業の財源として借り入れを

予定しております起債の元利償還金が始まることが要因でございます。  

 １２款の予備費につきましては、昨年同様５００万円の計上でございま

す。  

 以上、歳出全款合計４１億６，４９０万円でございます。  

 次に、３ページをお開き願います。  

 こちらのページでは、令和５年の一般会計の歳出予算の性質別一覧となっ

てございます。ここでは増減幅の大きな部分や特徴的な部分のみご説明申し

上げます。  

 最初に、表の２段目です。物件費につきましては５億４，４０３万５，０

００円の計上でございます。対前年度比１２．９％の増、金額で６，２２２

万１，０００円の増額でございます。主な増額要因は、公共施設の維持に係
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る燃料費や電気料の高騰に伴う影響並びに人件費の上昇により施設管理経

費の増大を見込むものでございます。  

 その下、３段目、維持補修費につきましては７，５７３万９，０００円の

計上でございます。対前年度比１３．３％の増、金額で８９１万４，０００

円の増額となってございます。主な要因としましては、役場庁舎のエレベー

ター改修や特公賃さくら団地屋根塗装改修等に要する費用の増加によるも

のでございます。  

 表の５段目、扶助費につきましては８億１，１１４万５，０００円の計上

でございます。対前年度比２．１％の減、金額で１，７７１万８，０００円

の減額となってございます。主な要因はコロナ禍で燃料高騰の影響を受けた

家計や事業者への支援のため商品券発行や農業者への種もみ購入補助事業

等が終了によるものでございます。  

 表の６段目、建設事業費につきましては１１億９，３３０万７，０００円

の計上でございます。対前年度比７０％の増、金額で４億９，１５４万１，

０００円の増額となってございます。  

 主な内容としましては、多世代交流施設建設事業、支浦臼内川護岸改修及

びトレシップタウシナイ川河床整備事業、旧札沼線ＪＲ軌道等撤去工事の実

施によるものでございます。  

 表の９段目、公債費につきましては６億１，４１９万５，０００円の計上

でございます。対前年度比０．５％の減、金額で２９７万５，０００円の減

額となってございます。  

 次に、歳入についてご説明申し上げます。２ページにお戻り願います。  

 まず、１款町税でございます。１億８，４８８万１，０００円、前年度比

３．７％の増、金額で６５８万６，０００円の増額となってございます。内

訳といたしまして、個人住民税で５８７万５，０００円の増、法人住民税で

２万７，０００円の増、固定資産税で６７万１，０００円の増、軽自動車で

４万４，０００円の増、町たばこ税で７万円の減、入湯税で３万９，０００

円の増を見込んでございます。大きな増額の要因としましては、個人住民税

におきまして、令和４年度産米が良質であり、作況指数も１０６と豊作であ

った状況を勘案し、課税所得の増加を見込むものでございます。  

 ２款の地方譲与税につきましては４，０８５万円の計上でございます。１

０．９％の減で金額で５００万円の減額でございます。  

 ３款の利子割交付金につきましては１０万円の計上です。  

 ４款の配当割交付金につきましては３０万円の計上でございます。  

 ５款の株式等譲渡所得割交付金につきましては３０万円の計上でござい

ます。  

 ６款の法人事業税交付金につきましては１８０万円の計上でございます。  

 ７款の地方消費税交付金につきましては５，１００万円の計上でございま

す。  

 ８款環境性能割交付金については３００万円を計上してございます。  
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 ９款の地方特例交付金については２５万円の計上でございます。  

 １０款の地方交付税につきましては１５億円の計上でございます。前年と

同額計上で普通交付税といたしまして１３億５，０００万円、特別交付税と

して１億５，０００万円を見込むものでございます。  

 １１款の安全交通対策特別交付金については１，０００万円の計上でござ

います。  

 １２款の分担金及び負担金につきましては４，６７７万８，０００円の計

上でございます。対前年度比６０．９％の増、金額で１，７６９万８，００

０円の増額計上でございます。こちらにつきましては基幹水利施設の管理運

営費の上昇に伴い受益者負担金が増加となるものでございます。  

 １３款の使用料及び手数料につきましては６，６９５万３，０００円の計

上でございます。  

 １４款の国庫支出金につきましては１億７，５２６万１，０００円の計上

でございます。１８％の減、金額で３，８３４万７，０００円の減額でござ

います。要因につきましては、橋梁長寿命化事業の事業量の減によるもので

ございます。  

 １５款の道支出金につきましては２億３，２４２万３，０００円の計上で

す。前年度比５．２％の増、金額で１，１４７万９，０００円の増額でござ

います。要因につきましては、基幹水利施設の管理運営費の上昇により道補

助金が増額となるものでございます。  

 １６款の財産収入につきましては３１ 1 万７，０００円の計上です。  

 １７款の寄付金につきましては１億１，０００円の計上で、ふるさと納税

による寄付金を前年と同額で見込んでございます。  

 １８款の繰越金につきましては１，０００円の計上でございます。  

 １９款の諸収入につきましては３億２，７０３万５，０００円の計上でご

ざいます。増額の要因といたしましては、ＪＲ北海道からの鉄道施設撤去に

係る受託事業収入を見込むものでございます。  

 ２０款の町債につきましては７億５，０００万円の計上でございます。率

で１３５．２％の増、金額で４億３，１１０万円の増額計上でございます。

こちらにつきましては、多世代交流施設等の建設事業、町営バス更新事業、

町道山１５号線改良舗装事業、橋梁長寿命化事業、河川改修事業、雪寒機械

購入事業やデジタル行政無線更新事業など各種事業に充当する財源として、

また財源補てん分の臨時財政対策債９００万円を計上し、地方債の発行を予

定するものでございます。  

 最後になりますが、２１款繰入金につきましては６億８，０８４万９，０

００円の計上でございます。対前年度比の増減はございませんが、金額にい

たしまして１３万１，０００円の減額でございます。内訳といたしまして、

街路灯維持基金から１２０万円、繰上償還の原資として減債基金から６，２

７０万円、ふるさと納税の返礼品等にふるさと応援基金から１億１，６５５

万円、札沼線代替輸送事業等基金から３，７００万円、そして財政調整基金
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から４億６，３３９万９，０００円を取り崩し繰り入れるものでございます。 

 以上が、歳入４１億６，４９０万円に対する説明でございます。  

 続きまして、第２条の地方債について説明申し上げますので、予算書にお

戻りいただき、９ページをお開き願います。  

 第２表、地方債の一覧でございます。  

 それでは、まず起債の目的でございます。上から臨時財政対策債といたし

まして限度額９００万円、起債の方法につきましては証書借り入れ、利率に

つきましては６．５％、ただし利率見直し方式で借り入れる資金について、

利率見直しを行った後においては当該利率見直し後の利率とするものでご

ざいます。  

 償還の方法につきましては、政府資金につきましてはその融資条件による

ものでございますし、銀行その他の場合におきましては債権者との協定によ

るものでございます。ただし財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮

し、または繰上償還もしくは低利に借りかえすることができるものでござい

ます。  

 以下、起債の方法、利率、償還の方法につきましては同様でございますの

で、説明を省略させていただきたいと思います。  

 １段下に行っていただきまして、町営バス更新事業につきましては、町営

バス浦臼滝川線の車両更新に係る財源として１，６００万円を限度額として

借り入れを予定するものでございます。  

 次に、多世代交流施設等建設事業につきましては、旧ＪＲ浦臼駅周辺の整

備に係る財源として４億５，３３０万円を限度額とし借り入れを予定するも

のでございます。  

 次に、浦臼診療所医療機器購入事業といたしまして、心電計更新の財源と

して８０万円を限度額として借り入れを予定するものでございます。  

 次に、町立診療所建てかえ事業につきましては、基本実施設計業務の財源

として１，６９０万円を限度額とし借り入れを予定するものでございます。  

 次に、農業水路等長寿命化防災減災事業につきましては、国営幹線用水路

のキナウスナイ川横断管渠改修工事の財源として１，４３０万円を限度とし

借り入れを予定するものでございます。  

 次に、下徳富第２排水機場整備負担金事業につきましては、水利施設等保

全高度化事業の除じん機分解整備等負担金の財源として１００万円を限度

額とし借り入れを予定するものです。  

 次に、雪寒機械購入につきましては、歩道用ロータリー除雪機１台と除雪

ドーザ１台の購入財源として５，６７０万円を限度額とし借り入れを予定す

るものでございます。  

 次に、橋梁長寿命化事業につきましては、花江橋補修工事及び橋梁３橋の

調査設計業務の財源として１，８５０万円を限度額とし借り入れを予定する

ものでございます。  

 次に、山２５号線道路舗装事業につきましては２，９３０万円を限度額と
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し借り入れを予定してございます。  

 次に、緊急自然災害防止対策事業につきましては、支浦臼内川護岸改修工

事とトレシップタウシナイ川河床整備工事の財源として１億１，３７０万円

を限度額とし借り入れを予定するものでございます。  

 次に、消防水利施設新設事業につきましては、町内４カ所に新たに設置す

る消火栓新設工事の財源として５２０万円を限度額とし借り入れを予定す

るものでございます。  

 次に、デジタル防災行政無線更新事業につきまして、移動系防災行政無線

の更新の財源として１，５３０万円を限度額とし借り入れを予定するもので

ございます。  

 以上、１３件の限度額の合計が７億５，０００万円となってございます。  

 以上が、令和５年度一般会計予算案の概要でございます。ご審議いただき

まして、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議   長  

 次に、日程第１７、議案第１２号  令和５年度浦臼町国民健康保険特別会

計予算の提案及び概要説明を求めます。  

 なお、予算大綱につきましては配付してあります。令和５年度国民健康保

険特別会計予算大綱をごらんいただきたいと存じます。  

 中田課長。  

○住民課長（中田帯刀君）  

 予算書の１３７ページをお開きください。  

 議案第１２号  令和５年度浦臼町国民健康保険特別会計予算。  

 令和５年度浦臼町国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによ

る。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億３，８５０万円と

定める。  

 ２  歳入歳出の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出

予算」による。  

（一時借入金）  

第２条  地方自治法第２５３条の３、第２項の規定による一時借入金の借

り入れ最高額は４，０００万円と定める。  

令和５年３月３日提出  

 北海道浦臼町長  川畑智昭  

 続いて、予算の概要について説明いたします。歳入歳出予算事項別明細書

にて歳出から説明いたしますので、１３９ページをお開きください。  

 １款総務費１，１３８万９，０００円の計上です。前年度対比２０８万３，

０００円、１５．５％の減となっております。  

 ２款空知中部広域連合納付金１億１，７９５万４，０００円の計上です。
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道への納付金が増加したことにより前年度対比７６７万８，０００円、７％

の増となっております。  

 ３款諸支出金３０万円の計上です。これは保険税還付金として計上してお

ります。  

 ４款保健医療費８７５万７，０００円の計上です。これは特定健診事業に

係る経費でございます。  

 ５款予備費１０万円の計上です。  

 次に、歳入について説明いたしますので、１３８ページをごらんください。 

 １款国民健康保険税８，４１８万２，０００円の計上です。前年度対比６

７８万７，０００円、８．８％の増となっております。  

 ２款財産収入６万円の計上です。内容は財政調整基金の預金利子でござい

ます。  

 ３款繰越金１，０００円の計上です。これは科目設定として計上しており

ます。  

 ４款諸収入１０６万４，０００円の計上でございます。前年度対比７２万

６，０００円、４０．６％の減となっております。  

 ５款繰入金５，３１９万３，０００円の計上です。前年度対比６６万１，

０００円、１．２％の減となっております。  

 以上が、議案第１２号  令和５年度浦臼町国民健康保険特別会計、歳入歳

出それぞれ１億３，８５０万円の予算概要についての説明でございます。ご

審議いただき、議決賜りますようよろしくお願いいたします。  

 以上です。  

○議   長  

 次に、日程第１８、議案第１３号  令和５年度浦臼町後期高齢者医療特別

会計予算の提案並びに概要説明を求めます。  

 なお、予算大綱につきましては配付してあります。令和５年度後期高齢者

医療特別会計予算大綱をごらんいただきたいと存じます。  

 中田課長。  

○住民課長（中田帯刀君）  

 予算書１６６ページをお開きください。  

 議案第１３号  令和５年度浦臼町後期高齢者医療特別会計予算。  

 令和５年度浦臼町後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによ

る。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，６３０万円と定め

る。  

 ２  歳入歳出の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出

予算」による。  

 令和５年３月３日提出  

 北海道浦臼町長  川畑智昭  
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 続いて、予算の概要について説明いたします。歳入歳出予算事項別明細書

にて歳出から説明いたしますので、１６８ページをお開きください。  

 １款総務費７８９万４，０００円の計上です。前年度対比９７万５，００

０円、１４．１％の増となっておりますが、人事異動による給与費の増が主

な要因となっております。  

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金３，８１８万９，０００円の計上です。

前年度対比１８２万８，０００円、４．６％の減となっております。主な要

因は医療保険料の負担減でございます。  

 ３款諸支出金１６万７，０００円の計上です。これは保険料還付金として

計上しております。  

 ４款予備費５万円の計上です。  

 次に、歳入について説明いたしますので、１６７ページをごらんください。 

 １款後期高齢者医療保険料２，４３８万３，０００円の計上です。前年度

対比で２１５万９，０００円の減となっております。  

 ２款使用料及び手数料１，０００円の計上です。これは科目設定として計

上しております。  

 ３款繰入金２，１７４万８，０００円の計上です。前年度対比１３０万６，

０００円の増となっております。  

 ４款諸収入１６万７，０００円の計上です。これは保険料還付金として計

上しております。  

 ５款繰越金１，０００円の計上です。これは科目設定として計上しており

ます。  

 以上が、議案第１３号  令和５年度浦臼町後期高齢者医療特別会計、歳入

歳出それぞれ４，６３０万円の予算概要についての説明でございます。ご審

議いただき、議決賜りますようよろしくお願いいたします。  

 以上です。  

○議   長  

 次に、日程第１９、議案第１４号  令和５年度浦臼町下水道事業会計予算

の提案説明及び概要説明を求めます。  

 なお、予算大綱につきましては配付してあります。令和５年度下水道事業

会計予算大綱をごらんいただきたいと存じます。  

 上嶋課長。  

〇建設課長（上嶋俊文君）  

 それでは、令和５年度浦臼町下水道事業会計予算を説明いたします。令和

５年度浦臼町下水道事業会計予算書をごらんください。１ページでございま

す。  

 議案第１４号  令和５年度浦臼町下水道事業会計予算。  

 第１条  令和５年度浦臼町下水道事業会計の予算は、次に定めるところに

よる。  

 第２条  業務の予定量は次のとおりとする。接続戸数につきましては４３
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４戸、年間処理水量７万２６００立方メートル、１日平均処理量につきまし

ては１９８立方メートル。  

第３条  収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。  

収入、第１款下水道事業収益１億２，７７５万７，０００円、内訳としま

して第１項営業収益１，９３０万円、第２項営業外収益１億８４５万７，０

００円でございます。  

 支出、第１款下水道事業費用８，３８９万円、内訳としまして第１項営業

費用７，９２７万８，０００円、第２項営業外費用４１１万２，０００円、

第３項予備費５０万円でございます。  

 第４条  資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。括弧内は後

で説明いたしますので、いったん飛ばしたいと思います。  

 収入、第１款資本的収入６４０万円、内訳としまして第１項企業債２２０

万円、第２項一般会計補助金１７０万円、第３項国庫補助金２５０万円でご

ざいます。  

 支出、第１款資本的支出６，６９９万１，０００円、内訳としまして第１

項建設改良費９３０万３，０００円、第２項企業債償還金５，７６８万８，

０００円でございます。  

 上段の今飛ばした括弧内を説明いたしますが、今し方説明しました資本的

収入額が資本的支出額に対し不足いたします６，０５９万１，０００円は当

年度分の消費税及び地方消費税資本的収支調整額６１万９，０００円、当年

度分の損益勘定留保資金１，３３１万円、減債基金積立金３４１万４，００

０円及び当年度分の利益剰余金処分額４，３２４万８，０００円で補てんす

るものといたします。  

 次のページをお開きください。  

 以下、第５条には債務負担行為に関すること、第６条には企業債に関する

こと、第７条には予定支出各項の経費の金額の流用に関すること、第８条に

は議会の議決を経なければ流用することのできない経費に関することをそ

れぞれ定めております。  

 次に、第９条、下水道事業に助成するため一般会計からこの会計へ補助を

受ける金額は７，０７０万円でございます。  

 次に、利益剰余金の処分の追加としまして、第１０条におきまして当年度

分の利益剰余金のうち４，３５２万円を減債積立金として処分することを定

めるものでございます。  

 令和５年３月３日提出  

 北海道浦臼町長  川畑智昭  

 以上が、議案第１４号  令和５年度浦臼町下水道事業会計予算の内容でご

ざいます。ご審議いただき、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議   長  

 以上をもって、一括議題の提案及び説明を終わります。  

 お諮りします。  
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 ただいま議題となっております日程第１５、議案第１０号から日程第１

９、議案第１４号までの５件は、議長を除く議員全員で構成する予算審査特

別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。  

［「異議なし」と言う人あり］  

○議   長  

 異議なしと認めます。  

 したがって、日程第１５、議案第１０号から日程第１９、議案第１４号ま

での５件は、議長を除く議員全員で構成する予算審査特別委員会を設置し、

これに付託して審査することに決定いたしました。  

 ここで、暫時休憩といたします。  

 休憩中にただいま設置されました予算審査特別委員会を開催して、委員長

並びに副委員長の互選を行っていただきたいと思います。  

 

休憩  午後  ３時０９分  

再開  午後  ３時１５分  

 

○議   長  

 会議を再開いたします。  

 諸般の報告をします。  

 休憩中に予算審査特別委員会が開催され、委員長及び副委員長の互選が行

われ、その結果が議長の手元に参りましたので報告いたします。  

 委員長に中川清美議員、副委員長に髙田英利議員、以上のとおり互選され

た旨の報告がありました。  

 

    ◎散会の宣告  

○議   長  

これをもって、本日の日程は全部終了いたしました。  

したがって、本日はこれにて散会いたします。  

なお、９日は午前１０時から予算審査特別委員会を開催いたします。  

大変ご苦労さまでした。  

                                             散会   午後  ３時１７分  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 57 - 

 

 

浦臼町議会第１回定例会  第２号    

 

令和５年３月１６日（木曜日）  

 

○議事日程   

 １  一般質問  

  

  

  

  

 ２  議案第１０号  浦臼町長等の給与に関する特例措置条例の一部を

改正する条例について  

 ３  議案第１１号  令和５年度浦臼町一般会計予算  

 ４  議案第１２号  令和５年度浦臼町国民健康保険特別会計予算  

 ５  議案第１３号  令和５年度浦臼町後期高齢者医療特別会計予算  

 ６  

追１  

議案第１４号  

報告第１号  

令和５年度浦臼町下水道事業会計予算  

専決処分した事件の報告について［工事請負変更

契約の締結について］  

 ７  議案第１５号  浦臼町個人情報の保護に関する法律施行条例の制

定について  

 ８  議案第１６号  浦臼町個人情報保護審査会条例の制定について  

 ９  議案第１７号  工事請負契約の締結について  

１０  同意第１号  監査委員の選任の同意を求めることについて  

１１  同意第２号  
固定資産評価審査委員会委員の選任の同意を求め

ることについて  

１２  発議第１号  
浦臼町議会の個人情報の保護に関する条例の制定

について  

   

   

１３  所管事務調査について（総務産業常任委員会・議会運営委員会）  

  

 

○出席議員 (９名 )  

議  長  ９番  小  松  正  年  君  副議長  ８番  中  川  清  美  君  

 １番  髙  田  英  利  君   ２番  野  崎  敬  恭  君  

 ３番  柴  田  典  男  君   ４番  東  藤  晃  義  君  

 ５番  折  坂  美  鈴  君   ６番  静  川  広  巳  君  

 ７番  牧  島  良  和  君     
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○出席説明員  

町 長   川   畑  智   昭   君  

副 町 長   石   原   正   伸   君  

教 育 長   河   本   浩   昭   君  

総 務 課 長   明 日 見  将   幸   君  

総 務 課 主 幹   早   坂   隆   広   君  

住 民 課 長   中   田   帯   刀   君  

   

福 祉 課 長   齊   藤   淑   恵   君  

福 祉 課 主 幹   城   宝   睦   己   君  

産 業 課 長   馬   狩   範   一   君  

産  業  課  主  幹   山   﨑      哲   君  

建 設 課 長   上   嶋   俊   文   君  

建 設 課 技 術 長  竹   田   圭   一   君  

教 育 委 員 会  

事 務 局 長  
 

横   井   正   樹   君  

教  育  委  員  会  

事  務  局  主  幹  
 小   田   修   司   君  

農 業 委 員 会 会 長   畑   山      証   君  

代 表 監 査 委 員   笹   木   政   廣   君  

 

○出席事務局職員  

 

局 長   國   田   朋   子   君  

書 記   三   部      航   君  
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                                             開議   午前１０時００分  

     

    ◎開議の宣告  

○議   長  

 おはようございます。  

 本日の出席人員は９名、全員でございます。  

 定足数に達しております。  

 これより、本日の会議を開きます。  

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります日程表の２日目に基づき、

順を追って進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。  

 

    ◎日程第１  一般質問  

○議   長  

 日程第１、これより一般質問を行います。  

 順次、発言を許します。  

 発言順位１番、静川広巳議員。  

 静川議員。  

○６番（静川広巳君）  

 それでは、議長のお許しをいただきましたので、令和５年第１回定例会

一般質問、町長にお伺いいたしたいと思います。  

 質問ですが、転作における町独自の政策ということでお伺いしたいと思

います。  

 国は、米政策改革の定着と水田フル活用の推進に向け、食料自給率・自

給力の向上に資する戦略作物の本作化とともに地域の特色を生かした魅力

的な産地づくり、高収益作物の導入、定着を支援し、進めるとして、水田

活用の直接支払交付金の見直しを行いました。  

 そのことにより、交付対象水田において、水張りができない農地、畦畔

や水路がない農地については交付対象外であるとし、また令和４年度より

令和８年度までに一度も水張りが行われない農地は令和９年度以降交付対

象水田とはしないとしております。  

 つまり、転作作物が固定化している水田の畑地化を促すとともに水田機

能を有しつつ転換作物を生産する農地については、水稲と転換作物とのブ

ロックローテーションの構築を図るとしております。  

 このことにより、農業生産者や農地の所有者は大きな課題を抱えること

になっているのではないかと思われております。  

 また、農地法の改正により、農地の売買、賃借の主流である農用地利用

集積計画が廃止され、農地中間管理事業、いわゆる農地バンクに統合され

ることとなっています。  

 さらに、人・農地プラン、要は地域計画ですが、の法定化であり、新た

に１０年後の担い手を想定した目標地図が令和５年４月から令和７年４月
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までに作成しなければならないこととなっております。  

 このことを踏まえ、今後、水田活用の直接支払交付金の改正、要は見直

しに伴う農地の売買、賃貸を含め農業者並びに農地所有者にとってはさら

なる頭の痛い問題だと思います。  

 特に、地域計画、農地バンク事業において、今後、引き受け手のない農

地が地域で発生した場合、対応に困る問題となる。  

 ここでちょっと訂正があるんですが、通告書には農村漁村と書いてある

んですが、これは農山漁村に訂正をお願いしたいと思います。  

 そこで、町独自の政策で農山漁村活性化法に基づき策定する活性化計画

を策定し、地域計画と並行し、区域を策定し、活性化計画のエリアにおけ

る計画的な転換を図る農地、例えば沢地帯における引き受け手のない耕作

不便地などのことをいいます。  

 そして、植林の転用を進める独自政策を打ち出してはと思います。  

政策内容としては、そらち森林組合と提携をして、市町村森林整備計画

で定められている標準的な施業方法において植林を進め、町は植林に係る

費用を農地所有者の負担が出ないような政策助成を行ってはと思います

が、いかがでしょうか。  

また、浦臼町農業再生協議会のトップとして、今後の水田活用の直接支

払交付金の見直しや国の畑地化推進の説明を農地所有者にどのように勧め

ていくのか質問をいたしたいと思います。  

以上です。  

○議   長  

 答弁お願いします。  

 川畑町長。  

○町長（川畑智昭君）  

 静川議員のご質問にお答えいたします。  

 今回の農業経営基盤強化促進法の改定により、農用地利用集積計画が廃

止され、農地中間管理事業（農地バンク事業）に統合されます。  

 また、これまでの人・農地プランが法定化されることにより、地域農業

経営基盤強化促進計画（地域計画）を作成し、新たに１０年後の担い手を

想定した目標地図も同時に作成が必要となることが、今回改正の大きなポ

イントとなっております。  

 令和６年度中までに地域計画及び目標地図が策定された時点で新制度へ

移行されることになります。  

 議員ご指摘のとおり、新制度に移行した際は、農山漁村活性化法に基づ

き沢地で農地の引き受け手のない地域を保全するため、計画的に林地に転

換を図り、浦臼町森林経営計画に登載し経営することも有効な方策と考え

ます。  

 今現在、町として植林を積極的に推進していくという判断には至ってお

りませんので、助成措置について明確な回答はできかねますが、今後の畑



 

- 61 - 

 

地化の動向、農地所有者の意向等を把握した上で検討してまいります。  

 現時点で植林を希望される方には、道補助の豊かな森づくり推進事業を

活用していただき、町の負担も含めた中で事業者の負担軽減を図っていく

考えです。  

 地域計画作成までにそんなに時間的余裕はありませんが、農地所有者、

農業者及び地域住民などと十分に協議を行い、農地を持続的に維持管理し

ていくための体制を構築したいと考えております。  

 最後に、浦臼町農業再生協議会として水田活用の直接支払交付金制度や

畑地化を希望される農地耕作者には、畑地化促進事業の説明を今週行った

令和５年度の作付調査時に個別で事業説明しております。  

 農地を賃貸されている農地所有者への周知につきましては、生産者と十

分に意思疎通を図るよう関係機関と連携して働きかけてまいります。  

 以上でございます。  

○議   長  

 再質問ございますか。  

 静川議員。  

○６番（静川広巳君）  

 一つ目は、まずこの目標地図を必ず作成しなければならないということ

が起きてきています。  

 町長の言うとおり、町でずっと進めております人・農地プランがある程

度基本的になっていくと思うのですが、ただこれに加え、どうしても今後

１０年間、ただの想定ではなくて完全に１０年後、この農地はどこの人の

農地に行くかぐらいまでの、そういった目標地図が必要になってくるとな

っています。  

 ここの部分を今のこの２年間でやらなければならないということなの

で、今この時点である程度、先を想定の部分をかなり重視した形でないと、

これは１０年後、もしその農地が目標のところに行かなかった場合、これ

はまた大変なことになるので、そこの部分をしっかりとやっぱりやってい

かないと、今から２年間の間にその確実な方向性と、それから当然引き受

け手のない農地が必ず出てきます。特に沢地帯はそうなってくると思いま

す。  

 そこの部分をある程度もう今のうちに段階的につくっていかないと、計

画に乗せていかないと、国の今ありました農山漁村活性化計画に基づいた

部分、そして各町が指定しています森林経営計画がネックになっていまし

て、ここがないと農山漁村の活性化法の中で取り入れられないと。  

 実はこれ国の支援金あります。植林だとかそういったことに対しては国

は補助金を出します。交付金として出します。ここは浦臼町森林経営計画

をしっかり立てていなければならない。  

 その森林計画の中に今回の目標計画、目標地図の中に示しているものと

一緒に合併した形でつくっておかないと、国の交付金に該当しなくなるの
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で、そこで今のうちにしっかりと計画を立てて、森林の経営計画もその中

で進めていかないと、いざ何とかしようと思ったけれど、国の支援金がも

らえなくなりますので、そこを私はちょっと気をつけていただきたいと思

っています。  

 今の段階で、その目標地図なんですが、今後どういう形で進めていくの

かをもうちょっと具体的にお知らせをいただきたいと思います。  

 それともう一つは、今回、私も農協で今受け付けやりましたね、水田の

転作の関係の。そのときに担当と土地を借りている場合、相手方に今の５

年間のうちに転作している場合は水張りをしなくてはいけないという部分

と、それからそこの部分の借りている人がそことのいろんな金銭のやりと

りを含めて、それから畑地化の推進も含めて、そこの説明を生産者が借り

ている相手方に説明するのは大変だと思うんですよ。そこの説明が結局文

書でも説明できるのかどうかも難しいと。  

 その５年間の間に水張りをしなければならない、そこの部分が借りてい

る人が理解しても、貸している人がどう理解するかというのは大変大きな

問題だと思っています。  

 結局、そこの解決をどうしていくかという部分が、ちょっと私も悩んで

いますので、その辺、ちょっと進め方がわかればお聞きしたいと思います。 

 以上です。  

○議   長  

 答弁のほどお願いします。  

 馬狩課長。  

〇産業課長（馬狩範一君）  

 質問にお答えいたします。  

 目標地図に関しましては、これから令和６年度中に策定ということで猶

予期間があるんですけれども、ある程度目標地図に関しましては、集積化

が進んでいる地域については、特例措置ということが考えられていますの

で、そこら辺もちょっと私たちの方で十分読み込んで、これからその目標

地図の作成については、地域とか生産者と十分に協議して進めたいと考え

ております。  

 それから、所有者についての説明なんですけれども、議員おっしゃった

とおり、農業委員会とともにそこの説明は今町長が答弁したように、生産

者と十分に意思疎通を図るというのが一番の原則と考えておりますけれど

も、その方法についてもどの方法が有効的な方法かということをこれから

十分に関係者と考えていきたいと思っております。  

 以上です。  

○議   長  

 再々質問ございますか。  

 静川議員。  

○６番（静川広巳君）  
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 ちょっと制度の仕組みとしてお聞きしたいんですけれども、ただ転作の

部分で５年間のうちに水張りをしなければならないという部分で、畑地化

を含めて、今再生協議会の方でどう把握しているかちょっとわからないの

ですが、例えば畑地化をするとなっていくときに、いろんな条件あります

よね。  

高収益作物をつくるような条件であれば１７万５，０００円だか一時金

でもらえるよと。それ以下だったら１４万円だよという部分が今回出てい

て、その最終申請がことしの７月と国は言っていますね。  

その中には最後の申請のもとになるのが各市町村の再生協議会が認めた

部分だということになっています、たしか。  

そこが許可出ないと、畑地化のその部分にならないということになって

いますから、生産者自体はもう今そこで申請をして、土地改良区なりそこ

で水利費の問題なり、そういったことを協議の上やらないと、そこの今回

時限立法みたいな形で一時的な国がことしだけですよと言っている１４万

円、１７万円という部分のそこの説明といいますか、そこの考え方がどう

なるかはわからないと。  

国は来年度からは、もうこれはありませんよと言っています、確かに。

来年度からは畑地化しても１０万５，０００円にしますとうたっているの

ですが、その辺、今例えば再生協議会の方で畑地化の部分とかその辺ちゃ

んとやりくりが理解した上で、どう進めていくかというのが、生産者に対

して説明しているのかどうかちょっとお伺いしたいと思います。  

○議   長  

 答弁お願いします。  

 馬狩課長。  

〇産業課長（馬狩範一君）  

 質問にお答えいたします。  

 先ほども説明したのですが、１３、１４、１５日に行われた令和５年度

の作付調査時に、そこについて畑地化を希望される方については十分にそ

のことについては説明してございます。  

 そこで理解をして、どうしても畑地化するんだということがあれば、申

請いただくということになっておりますけれども、そこら辺についてはま

たちょっと説明を今の段階で十分にしていると考えておりますけれども、

それでも畑地化を希望されるという方は畑地化に向けて決裁するという形

に向かっていくかと思います。  

 以上です。  

○議   長  

 それでは、次に発言順位２番、野崎敬恭議員。  

 野崎議員。  

○２番（野崎敬恭君）  

 令和５年第１回定例会において、一般質問を町長に行います。  



 

- 64 - 

 

 件名は、新規就農者予算についてとなっております。この問題について

は、私も７年間訴え続けてきております。  

 新規就農者は、５年、１０年先の浦臼町農業の牽引をすることになる人

たちだと思っております。その新規就農者を迎えるための予算化には一定

の評価をするところであります。  

 しかし、専従職員を配置しないと、農政課の業務とかけ持ちは難しいの

ではないでしょうか。新規就農者対策室など本格的な推進室など機構対策

を行う必要があるのではないでしょうか。  

 コンスタントに毎年就農していただけなければ、将来、浦臼町の戸数増・

町民増にはならないのではないか。  

 ようやく町が予算化をし、この問題に対する町長の意思についても最近

耳にしております。  

 将来の浦臼町農業や町の人口対策を見据えて、もっと詰めてほしいと思

いますが、町長の覚悟を伺いたいと思います。答弁よろしくお願いいたし

ます。  

○議   長  

 答弁お願いします。  

 川畑町長。  

○町長（川畑智昭君）  

 野崎議員のご質問にお答えいたします。  

 新規就農者対策につきまして、私が町長に就任して以来、町政執行方針

の持続可能な農業の推進の中で取り上げ、これまで受け入れ体制や支援対

策などの条件整備に時間を要しましたが、新年度より本格的に新規就農者

の受け入れに向けた取り組みを開始いたします。  

 議員のご質問にありますとおり、新規就農者を受け入れるためには予算

の確保も大切ですが、受け入れる側の体制も重要であると考えています。  

 しかし、ご指摘いただいた新規就農者対策室などの専門部署の設置につ

きましては、現在の役場全体の職員数、配置の状況を考慮いたしますと、

早々の設置は難しいと判断いたしました。  

 そのため、現状の体制を補完する対応といたしまして、先行する北竜、

雨竜両町で行われています総務省の集落支援員制度を活用した専任アドバ

イザーの採用を進めてまいります。  

 現状では、浦臼町の地域性を理解し、農業生産や経営などにも精通した

人材が見つからず採用には至っておりませんが、今後とも継続的に人材確

保に努め、適材と判断されれば速やかに採用してまいりたいと思います。  

 また、このほかにも研修農場の設置や充実した指導体制、助成制度など

後発組として、先行する自治体に負けない、差別化できる対策に取り組ん

でまいります。  

 新規就農者対策は、浦臼町の農業を守るための重要な対策であり、人口

減少対策でもありますので、今後とも積極的に新規就農フェア等さまざま
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な機会をとらえて参加し、早期の受け入れ実現に向け、根気強く取り組ん

でまいります。  

 以上です。  

○議   長  

 再質問ございますか。  

 野崎議員。  

○２番（野崎敬恭君）  

 かなりの部分が前向きな答弁をいただきました。  

 それでも予算化した事業でありますから、就農者の募集をスムーズに継

続的に行うためにも、もう一手だけではなく、新たな一手、二手、どんど

んと進めていかなければならない、そのように思っています。  

 その点では、町長も専任アドバイザー等を採用しながらやってみるとい

うことでありますから、ぜひそこら辺はお願いしたいと思っております。  

 大体、令和３年度で新規参入者といいますか、野菜だとか園芸作物だと

か畜産だとか、そういう人が道内では約、毎年１２０名前後がおります。

これは道の発表ではございましたけれど。  

 だから、いないわけではないのですね。迎え入れる体制をいかに取り入

れていけるか、迎え入れる支度を練られるか、そういうことかと思ってお

ります。  

 そして、早々の設置は難しいということでありますけれど、無理かと思

ったら先には進めないということわざもございます。  

 ぜひ、そこら辺も頑張って、町長と、それから全町一丸となってこの問

題は商工業にもかかわります。人口増というのは商工業にもかかわりまし

て、やっぱり商工業はもう一番の助成金は人であります。住民増でありま

す。  

それが商工業にも波及してくるので、再び町長のこの新規参入者といい

ますか、新規就農者といいますか、それをいかにさらに進めていくか、い

ま一度意思をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。  

○議   長  

 川畑町長。  

○町長（川畑智昭君）  

 激励といいますか、ハッパをかけていただいているお言葉だと思ってお

ります。  

 新規就農者の、就任してから本当に３年、にんにくの生産拡大も含めま

して、何とかさまざまな作物で取り組んでいければという思いもあっての

取り組みでございました。  

 今現在はミニトマトとにんにく等で何とか進めていけないかということ

で話をしているところでございます。  

 これまで札幌市で行われた新規就農者フェアにも出ておりましたけれ

ど、やはり先行するといいますか、実績のある市町村でありますとか、あ
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と十勝管内、例えば十勝のネームバリューもあってのことだと思いますけ

れど、やはり人はそういうところにまず寄っていくというのも見させてい

ただいたところでございます。  

 これから本当に目標としては、令和５年度内に採用していきたいという

考えで、職員ともどもやっていくつもりではおりますけれど、本当に始め

てみてわかったところでもありますけれど、農業の施策、支援策だけでは

ないという部分、町そのものが見られるという部分も本当につくづく感じ

るところでもありますので、一度にというのはなかなか難しいかもしれま

せんけれど、本当に時間もかけながら、スピーディーに採用につなげてい

けるように職員と一緒になって頑張っていきたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。  

○議   長  

 再々質問ございますか。  

 野崎議員。  

○２番（野崎敬恭君）  

 耕地面積の小さい町ですが、きらりと光るものは、原材料はありますね。

山にもあります。下の方の石狩川のふもとにもあります。米もおいしい、

果樹もおいしい、すばらしいものがいっぱいあるんです。  

 それがなぜか私たちの町はうまく生かせていけていない、そのように私

は感じております。  

 ぜひ、そういうものを生かしながら、頑張っていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。答弁はよろしいです。  

以上です。  

○議   長  

 それでは、次に発言順位３番、中川清美議員。  

 中川議員。  

○８番（中川清美君）  

 令和５年第１回定例会について、一般質問をさせていただきます。  

 ３月１３日、マスクも解除、個人の判断ということでございますので、

私ちょっと眼鏡をかけておりまして、一般質問の際に、ちょっと熱が入り

ますと曇ってしまいますので、マスクを外させていただいて質問させてい

ただきたいと思います。  

 まず、浦臼町に本格的なアメダスの設置に関する質問といたしまして、

２点ほど関連しておりますので、２点にわたって質問をさせていただきた

いと思います。  

 １点目については、農業における管理、また収穫作業の目安となる気象

条件に本格的なアメダスが必要と考えているところであります。  

 関連して２点目としましても、防災マネージャーの採用に当たり、町独

自の気象情報の取得が求められるか、その点についても関連しております

ので質問をさせていただきます。  
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 今、浦臼町におけるアメダスは雨量しか観測できないもので、能力的に

見てもアメダスといえるほどの情報が少ないものです。  

 本来のアメダスの機能としては、降水量、気温、風向、風速、相対湿度、

積雪深、日照時間などが観測されています。  

 近隣市町では、本格的アメダス設置は美唄市と滝川市であり、ちょうど

本町はその中間地帯であり、また本町は日本海からの気象を山越しに最初

に影響のある位置となっており、他市町とは気象状況においては特異なも

のであると考えられます。  

 今現在においては、異常気象とも言われ、本町においてもゲリラ豪雨も

過去においても発生していると考えられます。  

 直近においては、昨年の１２月１７日の降雪でありましたが、厚田方面

より本町に目がけ線状降雪帯が次々と発生し、私の私見でありますけれど

も、２４時間降雪量は１メートルを超えたものではないかと思われました。

このような鬼気迫る状況などが、確かな情報が求められると考えます。  

 気象において、最も影響を受けやすいのが農業ではないかと思います。

気象に左右されやすい環境のもと作業すべてにおいて的確な情報を必要と

しています。  

 最もその中で必要とされるものは、収穫の判断だと考えております。水

稲の収穫においては、現状として目視をし、さらに試験脱穀をして、刈り

取りへとなりますが、近年温暖化の影響か予想よりも登熟が進み、刈り取

り適期をおくらせてきていると思われます。  

 米の刈り取り適期の判断として、登熟積算温度がありますが、本町にお

いては１，０５１度となっております。基本となるのが、恐らく滝川市の

アメダスを参考にしていると思われます。米においては１年１作で特にミ

スは許されないものであります。  

 続いて、防災マネージャーの件についての質問となりますが、町長の公

約に上げていましたが、熱心な要請活動が成果を上げ、４月より本町に赴

くとのことで、期待をしているところであります。  

 しかしながら、不安要素もありまして、防災マネージャーは何を基準と

して判断するのか疑問に思われます。  

 前段に申し上げたが、ゲリラ豪雨など本町のみ豪雨や強風被害が現実と

なっています。マネージャーの仕事としても、的確な情報があってこそと

考えます。  

仕事の内容については、新規の仕事の内容となりますが、以前、町長の

方からお聞きしましたが、避難訓練なども対象と聞いていますが、すべて

において想定の気象での行動でありながら、非常に大切なことだと思いま

す。  

また、防災マネージャーの職務内容についても伺いたいと思います。  

川畑町政になって、各種農業に対する補助事業も対策され、大きな効果

も出ているところと高く評価をするものであります。  
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残すところ町長の任期１年となり、また私の議員としての発言の機会も

次期においては担保をされているものではなく、この機会において未来永

劫安心・安全のためのアメダスの設置を求めます。  

以上です。  

○議   長  

 答弁お願いします。  

 川畑町長。  

○町長（川畑智昭君）  

 中川議員のご質問にお答えいたします。  

 １点目のアメダスについてですが、アメダスは集中豪雨や暴風・強風な

どの気象災害を防止・軽減するために、従来の気象観測網だけでは把握で

きない局地的な大気現象を監視する目的で気象庁が整備したものです。  

 降水量の観測地点は、全国で１，３００地点、全国の１７キロ四方に１

地点の割合で設置されており、このうち約８４０地点では風向・風速・気

温・日照時間の観測を行っております。  

 また、積雪地域については約２８０地点で積雪深も観測されています。  

 本町におきましては、陶芸センター横に設置されておりますが、こちら

につきましては、議員ご指摘のとおり降水量のみの観測となっています。  

 アメダスにつきましては、設置目的があくまでも気象災害の防止・軽減

であり、そのため災害に直結する降雨量が唯一の観測項目となっている地

点が４６０地点あり、これは１９７９年に正式運用されてから基本的には

変わっておりません。  

 そのため、近年多発する異常気象から未設置の市町村からは設置要望が

上がり、また農業や漁業など多目的利用の声も高まっている状況です。  

 単独自治体としての要望にどこまで効果があるかは不明ですが、まずは

アメダスを取り巻く全国的な動きや昨年一部で話題となった１キロメッシ

ュでの気象情報の提供について情報収集に努めてまいります。  

 ２点目の防災マネージャーの職務内容についてですが、今月末に滝川駐

屯地を定年退官され、４月から防災マネージャーとして勤務していただく

ことをとても心強く感じております。  

 防災マネージャーは、内閣府の定める地域防災マネージャーの資格を有

し、防災・危機管理における専門的な知識と災害時における対応など、今

後起こり得る災害に対する備えや災害発生時の的確な判断など、防災業務

を担う中心的な人材になると期待しております。  

 防災マネージャーの業務として、まずは地域と連携した防災体制の強化

に努め、地域での避難訓練等の実施、数年後には全町挙げての防災訓練の

企画・実施、避難所設置や運営における避難所運営マニュアルの策定など

に取り組んでまいります。  

 また、防災計画をはじめとする各種計画の策定や見直しもあわせて進め

てまいります。  
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 また、出前講座などを通じまして、防災について町民に理解を深めてい

ただくほか、いつ起こるかわからない自然災害に対応するため、町民皆様

の命と暮らしを守り、安全・安心なまちづくりの推進に向けて、業務を遂

行していただきます。  

 以上です。  

○議   長  

 再質問ございますか。  

 中川議員。  

○８番（中川清美君）  

 再質問でありますけれども、まず米に関してなんですけれども、米の積

算温度について申し上げたいと思いますが、前段言ったとおり、おおむね

登熟温度は１，０５１度が必要でありまして、今浦臼町に作付されている

主な米の品種としましては、ゆめぴりか、ななつぼし、ふっくりんこの３

品種でありまして、その中において、ふっくりんこは道南の函館市の試験

場で育種開発された米で、しっかり登熟温度の確保が求められています。  

 この米が一般に種子配布されるときに、ホクレンではふっくりんこサミ

ットを形成し、その販売戦略を立ててきました。  

 この中において、作付条件として登熟温度が１，０５０度をクリアして

いる地帯であって、認められたＪＡは、きたそらち農協、たきかわ農協、

ピンネ農協管内と適地指定された経過がありました。  

 何を言わんとするのは、しっかりと温度の確保ができる地帯での作付と

いうことでありまして、反面平均温度も高いということにもとれることに

なります。  

 登熟温度とは、稲の穂が出穂してから刈り取り適期までの期間の積算温

度のことでありまして、平均、本町においては西に樺戸山がありまして、

ほかの地区よりも積算温度が確保しやすいのかと思われます。  

 その影響なのか、ここ１０年ぐらいは非常に温暖化によりまして、寒冷

地栽培の特化した品種改良された米の作付しているわけなんですが、近年

の温暖化により、米の品質に影響があらわれてきていると思われます。  

 それは何かというと、刈り取り適期がおくれることによる米の胴割れの

被害が急増してきています。  

 以前は農家の感覚で刈り取りをしていましたが、今現在においては適期

判断として実際にもみ殻をむいて玄米判断をしておりますが、そのときに

おいてはもう既に刈り取り適期を迎えた米が多く見られてきまして、ここ

おおむね１０年ぐらいは刈り取り適期は９月中旬ごろであったわけなんで

すが、ここ数年では９月初旬ということになってきておりまして、農家の

経験と感覚での作業に見合わない営農計画が必要と考えられます。  

 胴割れ米は規格外米となり、価格においても大きな減額となりまして、

農家経済においても大きな損害となってくると思われます。  

 また、防災マネージャーに関してもですが、防災マネージャーの活動に
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対しても大きな期待をするものですが、防災の基準としてのものとして、

まず第一にきめ細やかに報道される天気予報の活用ですね。  

 また、さらに現状に送りつつ天候状況の数値化、その結果に基づく情報

のリアルタイムの発信、行動が求められると考えられます。  

 本町に設置されているアメダスでは、残念ながら統計不足が否めないも

のでありまして、最新の気象状況を把握するには美唄市、滝川市の情報で

ありまして、浦臼町からはおおむね２０キロ以上離れた情報で、我が町の

安全を担保できるのか、非常に危惧されるところであります。  

 今の気象現象の特徴でもありますが、線状降水帯や降雪帯、そしてゲリ

ラ豪雨、突風など、今まで経験のない気象を想定しなければならないもの

でありまして、私も札建から河川の樋門の開閉作業を委託されております

が、以前、１時間に１００ミリの降水があったときがあったんですけれど

も、雨がやむと同時に河川の水が一気にふえまして、１時間足らずで内水

に逆流するということもあったのを覚えております。  

 災害の規模、時期などで、大変予測できないものがありまして、それに

対する適時に判断できる情報が何よりも必要ではないかと考えています。  

 アメダスの関係は気象庁であり、また国土交通省の外局でありますが、

要望して今すぐ設置ということには時間はかかると思われますが、今にお

いては民間においてもアメダスの開発、販売がされています。  

その名前はウェザーバケットということの製品であります。この製品の

販売は札幌市にありまして、製品の性能としてはほぼアメダスと変わりあ

りません。  

設置においては三脚式で、電源はソーラー式と電池の両方で使うもので

あります。  

単価においては７０万円ぐらいということで、私が感ずるには非常に安

価ではないかなと思っております。  

この場において、すぐ導入するとか、しないとか、そういうことにはな

りませんが、しっかりとペーパーとして残しておきたいと思います。  

今ほど言ったことなんですが、しっかりと農家経済においてもアメダス

の必要性は感じるところであります。  

そしてまた、防災マネージャーの仕事に対する基準となるのが、やはり

数値、情報でありますから、これはやはりよその町の情報をもとに浦臼町

の危険情報を発するというようなことにはならない、やっぱり地元にしっ

かりとした情報を求められるアメダスが必要になってくるのではないかな

と考えますが、民間でもウェザーバケットというアメダスと同等のものも

販売されておりますが、それについての必要性というものの考えも少し聞

かせていただきたいと思います。  

○議   長  

 答弁お願いします。  

川畑町長。  
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○町長（川畑智昭君）  

 今回ご質問いただいてから、少し調べさせていただきました。  

 答弁の中にも一部記載しましたけれど、今現在、近隣でいえば奈井江町

にも砂川市にもないという状況にあります。三笠市も岩見沢市以上の豪雪

地帯だということで動いたという話も確認されているところでございま

す。  

 浦臼町におきましては、降水量しかないという現状ではございますけれ

ど、それにしてもアメダス自体はあるという町の一つにカウントされてい

るところでございまして、ないところがそれぞれ気象庁やら国交省、さら

には先生方を通じてお願い、要請活動を続けているという状況も確認され

たところでございます。  

 そんな中で、浦臼町が気象庁に行って要請したところで、数多くの中の

一つという扱いにしか多分ならないのではないかと思っております。  

 気象庁自体が拡充していこうという考え方にもなっているというのも事

実ではあるようですけれど、まだ現実的には動いていないという状況とな

っております。  

 今後、答弁でもお答えいたしましたけれど、今現在降水量があるという

ことで、それに温度と最低でも降雪量を加えていただくような、例えば部

分的に拡充することができるのか、すべてをフルでセットしなければでき

ないのか、単独で浦臼町だけが拡充していくような考え方になっていただ

けるのかを、まずは確認をさせていただきまして、全国的な動きとして今

後拡充していくという計画があるのであれば、それも確認させていただき

たいと思っております。  

 答弁の中でも、１キロメッシュという気象情報を今後提供していけるよ

うにするというお話も去年でしたかあったかと思いますけれど、まだ全然

具体的な話にもなっておりません。  

 それにしても、今言ったような機器を置いて、気温等を計測するという

ものではなく、衛星から類推、あるいはあるアメダスのデータを使って類

推した情報ということのようでございますので、現地ではかった計測結果

ではないとも聞いております。  

 本来であれば、最終的にはアメダスがフルで全市町村に設置されるとい

うのが理想ではございますけれど、今現在そこまで話は行っていないよう

です。  

 まずは、アメダスの現状について確認をさせていただきまして、１キロ

メッシュで現地での計測ではないにしても、細かな数値が出てくるという

ことであれば、それなりの価値はあろうかと思いますので、その気象情報

の提供に関する全般的な情報をまず収集していきたいと考えております。  

 ウェザーバケットにつきましては、初めて製品名も聞いたところでござ

いますので、現地でのデータが必要という意味では必要性は当然認めると

ころでございますけれども、それの運用の細かなところがわかっておりま
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せん。  

皆さんにどういう形でデータを知らせることができるのかというところ

も含めまして、ちょっと情報不足ですので、今後ちょっと調査をさせてい

ただきたいと思います。  

以上です。  

○議   長  

 再々質問ございますか。  

 中川議員。  

○８番（中川清美君）  

 ただいま、答弁の中で気象庁で１キロメッシュでの降水量もできるよう

になるということでありますが、これも本当に雨の情報のみでありまして、

ほか温度から何か何までは見られないという状況でありまして、今のスマ

ホにも結構雨雲の情報等入ってくるわけなんですけれど、それ以上にちょ

っと詳しくなったような情報だということも、私も以前、国会の先生の方

から聞いてきたところでもあります。  

 それも利用しながらということなんですが、今すぐアメダスということ

にもならないので、それはそれなりに利用して判断をしていただければと

思っております。  

 先ほど言っていましたウェザーバケットなんですけれども、これについ

ても三脚方式で希望のところにすぐ設置ができると。  

そして、そこでまたしっかりと役場においても受信機を備えればそこの

風向、風速からすべての状況をパソコンで逐次見られるという状況であり

まして、パソコンでウェザーバケットとやっていただければ、全部そこに

つながって見られていきます。  

 この販売会社は札幌市にあるわけなんですけれども、これからでもいい

ですから、ちょっとそういうところにも目を配っていただければと思って

おります。  

 なかなかすぐ申請してもつくというものでもありませんが、空知管内、

秩父別町においては昨年の１０月３１日から本格的なアメダスの設置をさ

れて観測をしてきているということでありまして、秩父別町の状況でもあ

りますけれども、秩父別町の近隣では深川町と石狩沼田町にアメダスがあ

りまして、積雪も降水量も同じ１キロ四方で推定する体制を整えるため、

山間部と平野部の境界にある秩父別町に研究用の機器を設置したというの

が気象庁でありまして、先ほど私も言ったように、浦臼町においてはすぐ

日本海があって樺戸連山があって、そのすぐふもとという地理的条件で、

東側には石狩川があって、その対岸に美唄市があります。これは当然気象

状況は変わると思います。  

 さらには、滝川市においても本当に今度平野部の位置づけされていると

ころでありますので、山脈の方から相当離れているわけでありまして、し

っかりと１７キロメートル以上、間違いなく３地区は浦臼町から見ると離
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れてきていると。  

 当然そうなると、やはり気象も絶対一緒にはならないと考えているとこ

ろでもありますので、その辺からかんがみても、的確な情報はやっぱり求

められるものと。それを気象庁に行ったときでもいろいろ話していただけ

ればなとは思っております。  

 なかなかそう簡単には国を動かすということには難しいかと思いますけ

れども、やはり最初の第一歩をいつ踏むかということなんです。  

 これはやはり踏めるものであれば、すぐ踏んでいただきたいなと思って

いるところでありますが、幸い、町長、今月２３日でしたか、本山町に赴

かれるわけなんですが、そういったときに東京都まで行くのですから、し

っかりとそういうところの話を聞いていっていただきたいなと。  

 ただただ東京都経由で本山町に行くのではなしに、ちょっとそこで一足

延ばしていただいて、そこで政治活動していただきたいなと思っておりま

す。  

 これは要望となりますけれども、首長は浦臼町のトップセールスであり

ますので、しっかりとそういう時間も有効に使いながら、今後話を進めて

いただきたいと、私の方から強く要望をしたいと思います。  

 ちなみに、これは私の考えでもありましたけれども、一番動かしたのは

町民の方の意見なんです。  

 私、あるところで会いまして、いや、実はこういうウェザーバケットと

いうのがあるんだと。しっかり本格的に浦臼町の農家においてもそういう

情報が必要なのでないかということで、私も調べてきょうの質問とさせて

いただいたところです。  

 私も本当に今の任期中の最後の質問ということで、しっかりとこれは取

り上げなければいかんという思いで今回の一般質問という形にさせていた

だきました。  

 今までちょっと言ってきましたけれども、十分踏まえていただきまして、

町長の任期、あと１年ありますので、しっかりと確実な一歩を踏み出して

いただきたいと思って、要望として強く申し上げておきます。よろしくお

願いします。ありがとうございました。  

○議   長  

 答弁よろしいですか。  

○８番（中川清美君）  

 よろしいです。  

○議   長  

 ただいまから、休憩とさせていただきたいと思います。  

 １１時５分から再開といたします。  

 

休憩  午前１０時５５分  

再開  午前１１時０２分  



 

- 74 - 

 

 

○議   長  

 全員がおそろいですので、休憩を閉じ、会議を再開させていただきたい

と思います。  

 発言順位４番、髙田英利議員。  

 髙田議員。  

〇１番（髙田英利君）  

 それでは、令和５年第１回の定例会に当たりまして、質問をさせていた

だきます。  

 まず、１点目といたしまして、マイナンバーカードの取得率と今後の対

応についてということでご質問をさせていただきます。  

 政府は、３月末までにほぼ全国民のカード取得を掲げ、期日までに取得

申請をすると特別ポイントを付与するなどということで、カードの普及推

進を図っているところです。  

 さらには、健康保険証としての機能を持たせ、既存の健康保険証は２０

２４年秋には廃止の予定となっています。  

 本町でもカード取得の推進に当たり、臨時の窓口を設置して、申請交付

のサポートを行っています。  

 政府は、取得率に応じ、地方交付税の上乗せ配分をする方針を示してい

ますが、本町の現状と今後の対応についてお伺いをいたします。  

 一つ目として、３月末でのマイナンバーカード取得率の見通しについて。 

 二つ目として、マイナンバーカード未取得者の今後の対応について。  

 三つ目として、今後予想されるマイナンバーカードで受けられる行政サ

ービスの対応についてお伺いをいたします。  

○議   長  

 答弁お願いします。  

 川畑町長。  

○町長（川畑智昭君）  

 髙田議員のご質問にお答えいたします。  

 １点目のマイナンバーカードの取得率の見通しにつきましては、令和５

年２月末現在において申請件数で１，４０１人、８５．４％となってござ

います。  

 令和４年８月末時点では７８８人、４７．６％でしたので、半年間で３

７．８％の増となっています。  

 昨年９月から住民課窓口で申請のサポートを積極的に進めたことや、土

曜日の臨時窓口の開設により大幅な増加につながったところです。  

 また、出張窓口として、２月にゆうあいの郷で申請を受け付けており、

同時期に予定していた晩生内ワークセンターはコロナ感染拡大のため延期

となっておりますが、今年度中には実施する予定でございます。  

 最後に、３月末の見通しについては１，４５６人、８８．９％、約９割
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に達すると見込んでおります。  

 ２点目のマイナンバーカード未取得者の今後の対応につきましては、現

在の住民課窓口でのサポート体制を引き続き実施するとともに、マイナン

バーカードの利便性や必要性について啓発していく考えでございます。  

 ３点目の今後予想されるマイナンバーカードで受けられる行政サービス

の対応については、現在はオンラインによる住民の転出入手続や健康保険

証への利用が開始されていますが、本年４月からは子育てワンストップサ

ービスにより児童手当の受給手続など１５手続が、また介護関係において

は認定申請など１１の手続がオンラインで利用可能になります。  

 また、令和６年度末をめどにマイナンバーカードと運転免許証の一体化

も進められる予定です。  

 これ以外にも先進自治体においては公共施設の予約や図書館カードのか

わりの利用、コンビニなどで住民票などの公的な証明書を取得できるなど、

さまざまな場面での利用が進められておりますので、今後も国や道、先進

自治体の動向に注視し、本町においても担当部局を中心に行政手続のオン

ライン化を推進してまいります。  

 以上です。  

○議   長  

 再質問ございますか。  

 髙田議員。  

〇１番（髙田英利君）  

 今町長のお話を伺いまして、本町における対応ということで、臨時の窓

口や出張サービスということで、いろいろな対応をされてきたということ

をお伺いいたしました。  

 マイナンバーカードにつきましては、いろいろな情報があるわけですが、

特定健診の情報だとか、あるいは確定申告における医療控除の手続の簡素

化等についても情報があるわけですし、これらのサービスを受ける上で、

先ほど町長からワンストップサービスの児童手当の受給だとか、あるいは

介護関係の申請の１１の手続が受けられるというお話がありました。  

 これらのサービスを始めるに当たりまして、国からの助成措置が受けら

れるのか、町単独での事業としてやらなければいけないのか、あるいは先

ほど質問の答えの中に町長の答えがありませんでしたが、それらを地方交

付税として網羅されるものなのか、その辺について１点お伺いをさせてい

ただきたいと思います。  

 また、今話しました児童手当の１５手続ということでお話がありました。

その手続１５について、もしわかる範囲であればお聞きさせていただきた

い部分と、介護関係１１ということでお話ありましたが、それらについて

どういう内容のものなのかわかる範囲で構いませんのでお聞きをしたいと

思います。  

 まずは以上です。よろしくお願いいたします。  
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○議   長  

 中田課長。  

○住民課長（中田帯刀君）  

 ただいまの質問についてお答えいたします。  

 ワンストップ等、児童手当等の受給手続に関しての国の支援ということ

でございますが、これらを行うに当たりまして、システム改修が必要な部

分につきましての改修費につきましては国からの補助があります。それ以

外は交付税対応かなと思います。  

 続きまして、２点目の子育て関係の１５手続ですけれども、児童手当等

の受給資格及び児童手当の額についての認定請求、二つ目が児童手当等の

額の改定の請求及び届け出、三つ目が氏名変更、住所変更等の届け出、四

つ目が受給事由消滅の届け出、五つ目が未払いの児童手当等の請求、児童

手当等に係る寄付の申し出、児童手当に係る寄付変更等の申し出、受給資

格者の申し出による学校給食費等の徴収等の申し出、受給資格者の申し出

による学校給食費等の徴収等の変更等の申し出、児童手当等の現況届け、

支給認定の申請、保育施設等の利用申し込み、保育施設等の現況届け、児

童扶養手当の現況届けの事前送信、妊娠の届け出の以上１５手続となって

おります。  

 以上です。  

○議   長  

 齊藤課長。  

〇福祉課長（齊藤淑恵君）  

 介護関係につきましては、福祉課の方からご回答したいと思います。介

護関係の１１手続について順次申し上げてまいります。  

 １、要介護要支援の認定の申請。これは新規と更新の手続と区分変更の

３種類がございます。それでまず三つになります。  

 次に、居宅介護予防サービス計画作成の依頼、３番目、負担割合証の再

交付申請、４番目、被保険者証の再交付申請、５番目、高額介護サービス

費の支給申請、６番目に介護保険負担限度額の認定申請、７番目に居宅介

護福祉用具購入費の支給申請、８番目居宅介護住宅改修費の支給申請、９

番目に住宅移転後の要介護要支援の認定申請、以上の１１項目となってお

ります。  

 以上でございます。  

○議   長  

 再々質問ございますか。  

 髙田議員。  

〇１番（髙田英利君）  

 いろいろご回答いただきまして、ありがとうございます。  

 これらのサービスにつきまして、マイナンバーカードから申請できると

いう話でありました。  
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 子育て手続等であれば、当然お子さんの保護者の方が対応されて申請す

るものとも感じるのですが、介護申請となると当然介護を受けられる本人

の方の申請というよりも家族の方だとか、あるいは行政のサポートの中で

進めるものなのかなとは思うのですが、それらについても十分サポートし

て申請できるようにしていただきたいと思います。  

 基本的なことなんですが、マイナンバーカードは任意のカードというこ

とで、当然強制されるものではないですし、中にはマイナンバーカードに

対する情報漏えいの不安から取得しない方もおられるわけで、それらの方

の対応についても十分していただきたいと思います。  

 公平にマイナンバーカードのサービスを受けられることが前提という限

りではこの場合ないと私、思います。  

 必ず決められたことでやらなければならないということであれば当然な

んでしょうが、先ほども言いましたとおり、これはあくまでもマイナンバ

ーカードについては任意の取り扱いということですので、マイナンバーカ

ードを取得されている方と取得されていない方との行政サービスの差があ

ってはならないと私は思っております。  

 そのことについても、今後十分サービスの差がないように当たっていた

だきたいなと思うところです。  

 以上で、私の方から再々質問とさせていただきます。  

○議   長  

 答弁できますか。  

 中田課長。  

○住民課長（中田帯刀君）  

 ただいまの質問にお答えいたします。  

 国の方で行政のオンライン手続を進めておりますが、担当大臣も言って

おりますように、また今議員がおっしゃったとおり、マイナンバーカード

の申請につきましては個人の判断によりますので、カードがない方につい

ての行政サービスが持っている方との差がつかないようには行政としても

取り組んでまいりますので、ご理解いただきたいと思います。  

 以上でございます。  

○議   長  

 それでは、次の質問ございますか。  

 髙田議員。  

〇１番（髙田英利君）  

 それでは、２点目の質問ということで、太陽光発電施設の設置条例の制

定についてということでご質問をさせていただきます。  

 ３年に及ぶコロナ禍、また昨年からのロシアによるウクライナ侵攻、そ

して円安などを背景にエネルギー価格の高騰がとまらない状況となってい

ます。  

 さらに、２０５０年のカーボンニュートラルの実現に向け、国、道は水
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力、風力、バイオマス、太陽光などの再生可能エネルギーの普及に取り組

んでおります。  

 特に、太陽光発電設備は各地で設置工事が行われておりますが、工事に

関してトラブルが発生していて、その要因は周辺住民とのトラブル、事業

者の設置後の管理体制や事業退去後の放置により土地の所有者が対応に苦

慮されていることとも報告されております。  

 そして、何より町の景観が損なわれることが危惧されております。  

 全国、全道の自治体も太陽光発電施設の設置条例を策定し、制定してい

ます。  

 当町も数年前から数カ所、ソーラーパネルが設置されていますが、行政

に対しての届け出の義務がなく、土地所有者と業者との間での契約が結ば

れ、工事が行われているのが現状と認識しています。  

 町として、これらの起業、実施について設置及び管理について必要な事

項を定め、指導、助言できるよう条例を制定してはいかがでしょうか。  

○議   長  

 川畑町長。  

○町長（川畑智昭君）  

 ２点目の太陽光発電施設の設置条例の制定についてお答えいたします。  

 太陽光発電施設につきましては、カーボンニュートラルの取り組みもあ

り、全国各地で活発に設置が進められており、一部の地域においては住民

の生活環境や自然環境、景観保全などの問題となっていることは報道等で

承知しておりますし、２年前には本町においても議論となったところでご

ざいます。  

 当該事業者と地域のトラブルを未然に防止し、共生を図るため、自然エ

ネルギー庁から発行されております事業計画策定ガイドラインや他の自治

体の事例を参考に、今後条例制定に向けて検討してまいりたいと思います。 

 以上です。  

○議   長  

 再質問ございますか、  

 髙田議員。  

〇１番（髙田英利君）  

 平成２６年１月に大分県で第１号の条例が制定されたと記録にありま

す。令和５年１月現在では、全国で２２４条例が制定されていることが確

認されているようです。  

 道ではガイドラインは示されていますが、道での条例は当然ございませ

ん。道内の自治体では１１町村が令和４年末現在で制定されているようで

す。私の調べなので、ひょっとすると前後しているかもしれませんが。  

また、条例によっては幾つかタイプがあるようで、区域を設定したり禁

止区域を設けたり、あるいは許可制にしたり同意制にしたり、あるいは協

議制にしたりと、各自治体によってもそれぞれいろいろな条例を定めてい
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るようです。  

どこの自治体にも設置にかかわる情報を取得できるような条例に変わり

はないとは私は思うのですが、先ほども申しましたとおり本町でも太陽光

パネル、数カ所設置されております。  

以前の定例会でも別の議員からこの問題については提案されたことも私

も承知をしております。  

ここ最近、雪が解けてきまして、太陽光パネルが雪の中から顔を出した

ときに、あちこち傷んだり曲がったりということも散見されている状況で

す。  

そんな中で、この先、耐用年数が過ぎたり、あるいは故障したまま傷ん

だまま修繕されない状況が続いて放置されているような状況になった場

合、当然景観も損なわれますし、今後その傷んだものについてどう対応し

ていくのか、町としても全く情報がない中で、黙って見るしかないという

状況になるのかなと思います。  

そのような中から、やはりきちっとした条例を制定して、設置業者がど

うなのか、あるいは土地の所有者なのか、あるいは所有者の親族が事業者

と契約をしているのか、その辺しっかりと情報を入手する方法をやはりつ

くらなければならないのかなと、私は思っておりますし、今太陽光パネル

を設置したからといって、町に特段利益があるわけでも今の状況ではない

というのも私も認識していますし、固定資産税が入るわけでもありません

し、事業税が当然入るわけでもないということも承知はしているのですが、

やはり設置していることによって景観が損なわれることもしかりですし、

設置しているものが耐用年数を過ぎたり、あるいは事業者によっては放置

されていく可能性も十分あるわけで、それを防ぐための条例にはならない

かもしれませんが、やはり設置業者がだれなのか、あるいはそこの業者と

契約している方がどなたが契約をして設置を許可しているのか、やはりそ

の辺については町はしっかり知る必要があると私は思います。  

電力の買い取り価格が今低迷しているということで、急速に伸びるかど

うかは私はわからないところでありますが、やはり電力の高騰を受けてい

る中で、再生可能エネルギーの持つポテンシャルは当然大きいわけですし、

市場としては今後伸びる可能性も十分にあると思いますし、今後国の施策

の中で太陽光パネルに対するまた助成措置が講じられれば、当然パネルの

設置の数がふえることも想定されます。  

そんな中で、やはり今後町のあり方として、そういうものを無尽蔵に許

していいのかというところもありますし、設置するにしてもやはり町がど

ういう方が設置をして、どういう事業者がそこにいるのかということはし

っかり把握をしていかなければ今後ならないのかなと思います。町長の考

え、いかがでしょうか。  

○議   長  

 川畑町長。  
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○町長（川畑智昭君）  

 再質問にお答えいたします。  

 １点だけ訂正させてください。固定資産税は金額は少ないかもしれませ

んけれど入っております。そこだけ訂正いたします。  

 太陽光パネル、全体的な動きとして、今お話にもありましたように、本

当に買い取り価格が低迷といいますか、下落しておりまして、事業として

取り組むには、規模にもよるのでしょうけれど、本当にメリットのない事

業になってきていると考えております。  

 半面、東京都の小池知事が打ち出したように、新築の全戸には太陽光パ

ネルをという動きもありますので、個人設置についての動きが今後どのよ

うになっていくか、個人消費という意味ではメリットがあると聞いており

ますので、そちらの動きが今後出てくるのかなとも考えているところです。 

 通常の一般の業者が事業目的として取り組む場合、本当に空き地を活用

して監視しやすい、人の目にとまりやすいという意味で国道沿いが適地と

してねらわれているという話も聞いておりますので、今後もそういうこと

がないとは限りません。  

 近場でいけば、長沼町が昨年だか一昨年条例化しておりまして、届け出

制で地元との説明会を開催するようにという内容での条例制定がなされて

おりますけれど、形としては先ほど言われましたように、禁止区域を設け

るですとか、住民との同意をもらってくるですとか、中身についてはこれ

からちょっと検討いたしますけれど、条例化に向けて検討は前向きに進め

てまいります。  

○議   長  

 再々質問ございますか。  

 髙田議員。  

〇１番（髙田英利君）  

 浦臼町市街でもことしですか、大きな家が１軒取り壊されたということ

で、また空き地がふえてきているという状況です。  

 その辺にもしっかり目を配っていただきながら、対応していただければ

と思います。よろしくお願いいたします。答弁は求めません。  

 以上です。  

○議   長  

 それでは、発言順位５番、折坂美鈴議員。  

 折坂議員。  

〇５番（折坂美鈴君）  

 令和５年第１回定例会におきまして、町長に２点の質問をいたします。  

 まず、１点目であります。  

 男女共同参画社会の実現に向けて。  

 統一地方選挙が近づき、北海道新聞は道内地方議会での女性議員の割合

が一向に高まらないことについて、女性を阻む見えない壁があると、一面
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で報じました。私もそう感じております。  

 道内１７９市町村の地方議会のうち女性ゼロワン議会は１０４市町村も

あり、浦臼町議会も村立以来、その状態が続いています。  

 人口構成を反映しない偏った議員構成は政策がゆがむおそれさえあり、

議会への関心低下やなり手不足につながると北海道新聞では指摘されてい

ますが、私も全く同感で、危機感を抱き、まさに議員懇談会でこの問題を

提起させていただいたところでありまして、継続して話し合うことになり

ました。  

 議会だけでなく、ＪＡや農業委員会、土地改良区などの組織でも、女性

の組織運営参画の向上を目指していますが、社会全体の男女共同参画に対

する機運が醸成しておらず、政府が目指す女性活躍時代とはほど遠いのが

実態であります。  

 浦臼町では、管理職に女性を登用するなど男女共同参画には前向きに取

り組んでいると拝察いたします。  

 １、浦臼町での管理職の女性登用についての考え方を伺いたいです。管

理的職業の女性の割合について、数値目標は設定していますか。  

 ２、私は特に政治の場で女性の参画が進んでいないと感じますが、その

理由について町長のお考えはありますか。  

 ３、少子高齢化の進展に伴い、将来の労働力不足が懸念されている中、

女性の活躍推進は欠かせないことです。そのためにも議会や会社役員に女

性の割合を一定数割り当てるクオーター制は有効と言われていますが、日

本ではまだまだ進んでいないのが現状です。町長はクオーター制について

どう考えますか。  

 女性が活躍することは、多様性を認め合い、人権を尊重する社会の実現

につながります。だれもが能力を発揮できる環境と自分らしく働くことが

できる社会づくりを目指そうという議論を促すため、町長の発するメッセ

ージに期待を込めて伺います。  

○議   長  

 川畑町長。  

○町長（川畑智昭君）  

 折坂議員のご質問にお答えいたします。  

 １点目の管理職の女性登用についての考え方でありますが、管理職に占

める女性の割合の目標は設定しておりません。  

 本町の２０２２年の管理職に占める女性の割合は１４．２％と全国平均

から見ますと高目の水準ではありますが、政府が目指しております登用割

合には届いていないのが現状です。  

 本町では、浦臼町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行

動計画に基づき、女性職員の活躍の推進に向けた体制整備を行っておりま

す。  

 具体的には、育児休業を取得しやすい環境の整備や男性職員の育児参加
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のための特別休暇の推進等、女性が長く働き活躍できる環境づくりを目標

としております。  

 女性が長く働き活躍できる環境が整うことにより、今後は管理職に占め

る女性の割合も増加するものと認識しております。  

 ２点目の女性の政治の場への進出が進まない理由についてのご質問にお

答えいたします。  

 私自身専門家ではありませんので、通常の認識しか持っておりませんが、

一般論として、政治の場だけではなく日本社会全体に、いまだ男性優位の

意識や風潮が根強く残っていること、今は共働きが普通になり以前に比べ

薄まってきているかと思われますが、育児や家事は女性の仕事という意識

が今も残り、女性にとって両立しての活動が困難であること。  

 さらに、政治家のイメージは、今も男性中心であり、女性が政治家にな

ることに対する社会的な偏見から、一歩を踏み出すことにためらいを感じ

るケースもあるなど、複数の要因が重なっての現状と考えられます。  

 いずれも意識や気持ちの持ち方など精神面に由来する部分が大きいと感

じますし、家を基本単位とした日本の伝統的な社会構造からいまだ残る意

識が今の世界的な流れと乖離してしまっていると思います。  

 ３点目として、クオーター制に対しての考えはとのことですが、特定の

人種、性別、年齢、民族などの要素に基づいて、あらかじめ定められた割

合の人数を確保するよう規定する制度で、政治分野では女性の立候補を促

すために有効とされています。  

 この制度の導入によって、多様性の促進や機会均等を実現することを目

的に、多くの国で実施されていますが、一方で資格や能力よりも人種や性

別に基づいて選ばれることが不公平だとの批判もあります。  

 議会の構成に対して私見を述べる立場にはありませんが、女性の社会進

出全般に対する意見として申し上げれば、本制度のようなある程度の強制

性を伴った対策をとらなければ、大きな変化は望めないと考えます。  

 世界的に見れば、採用する国は着実にふえており、日本においても一部

の企業や団体では自主的に導入している例もあります。  

 全国的な活動の広がりや道内でも導入に向けた具体的な動きが始まるな

ど時間はかかったとしても世界的な潮流に沿った方向に今後向かうものと

思います。  

 以上です。  

○議   長  

 再質問ございますか。  

折坂議員。  

〇５番（折坂美鈴君）  

 ３月８日は国際女性デーでありました。ジェンダーギャップ指数の２０

２２年版、日本は１４６カ国中１１６位、政治分野では１４６カ国中１３

９位と、下から数えて８番目だったんです。  



 

- 83 - 

 

 北海道は全国で行政と教育が最下位、政治は１２位ですが、高橋知事の

在職期間が長かったからで、女性ゼロ議会の数は４０位ということであり

ます。  

 浦臼町の場合の管理職に占める女性の割合についてお尋ねをしましたけ

れども、１４．２％ということで、全国平均から見ると高目の水準とおっ

しゃっておりますが、北海道市区町村の女性管理職の割合も同じく１４％

ということですが、全国で見れば３８位という不名誉な数字であります。  

 それで、浦臼町の場合は女性が長く働き活躍できる環境づくりを進めた

から、女性が長く働き、今後は管理職に占める女性の割合も増加すると町

長はおっしゃっていましたが、まず、女性が働きやすい環境になっている

かどうかということを直接女性の管理職にお聞きになったかどうかという

ことをお聞きしたいと思います。  

 ぐるっと見渡してもわかると思いますけれども、私も９人の議員の中で

１人だけ女性であります。２名の管理職の方が浦臼町におられますが、そ

れもこの大勢の男性の方の中で２人であります。  

 それぞれ皆さん男性の方に申し上げたいのですが、想像をしていただき

たいのですが、自分の周りほとんどが外国人、そういう環境の中で自分た

った１人、そういう場合に発言がしにくい状況にあると感じませんでしょ

うか。  

 そういうことを私たち日々感じているんですけれども、働く環境は整え

たかもしれないけれども、そういう部分の精神的な部分の配慮はいただけ

ているかどうか、そこをまず１番ではお聞きしたいと思います。  

 政治の分野のジェンダーギャップの話になりますが、最近の新聞報道で

は、統一地方選挙が近づいていることを受けて、女性議員の比率が一向に

高まらないことについて毎日のように報道されました。  

 多様性が求められる議会において、まちづくりとか暮らしとかに密接に

結びついているはずの地方議会に女性は欠かせないと言われているんです

けれども、道内の女性議員ゼロワン自治体と表現されていますが、北海道

全体の５７％というのは全国の３８％を大きく上回っているということで

す。  

 これらの報道を見て、議場におられる皆さんはどのように感じていらっ

しゃるかと思います。  

 私が議会懇談会でこの問題を投げかけたときは、まだこの新聞報道の前

でありました。  

 議会に対する町民の関心が薄れている、そのために議会改革をして、議

会を見える化していかなければいけないのではないかという提案をいたし

ましたが、賛成の声を上げてくれた議員は１人しかいませんでした。  

 女性議員をふやすためにこの社会の仕組み自体を変えていかなければな

らないと訴えましたが、今でも差別はしていない、クオーター制について

は平等ではない、女性はゼロでも構わないという声もありました。ジェン
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ダー平等に対する議会の理解も得られていないと私は感じました。  

 私は今まで女性１人という議会で１５年間を務めてまいりましたが、女

性としてではなく１人の議員として評価されたいという思いから、この種

の発言は今までしてきませんでした。  

 しかし、無意識のうちの発言とは思いますが、議員の中で女性の１人枠

という言葉が聞かれました。女性は１人いればいいという感覚だと思いま

す。私はお飾りなのかと非常に悲しく憤慨もいたしました。  

これが女性が阻まれている見えない壁なのです。見えない壁というのは、

個人個人の認識にあると私は思っております。  

 ジェンダーギャップ指数２０２２での順位でわかるように、まだまだ政

治は男のものという認識があるというのは町長もそのようにおっしゃって

いただいたんですけれども、北海道でなぜこのように低いのか、女性の活

躍ができないのかというところでは、やはり第１次産業が昔から盛んであ

ったということにも関係しているのか、男は外で働き女は家で家庭を守る、

そういう明確な役割分担が慣習や家族観として残っているのではないかと

私は思うのです。  

 けれども、町長もおっしゃったように、今はそんな時代ではありません。

浦臼町もその傾向が顕著にあらわれているように、若い年代では共働きが

多いです。子供をゼロから１歳児から保育所に預けて女性も働くのが一般

的になっております。子育ても夫婦で協力してやっている家庭も多く見ら

れます。  

 若い世代には女性議員に対する理解もあり、評価もしていただいている

のですが、その上の年代が主となる議会や議員を支える後援会の役員の皆

さんだとかは、いまだに昭和的な価値観をお持ちの方がまだまだ多いと私

は思っております。  

 普通に一般の社会に男女が半々いるように、議員や組織の役員の中にも

女性が半分いることが普通と思える社会の実現には、まず個人個人の意識

改革から始めていかないとだめだと思っております。  

 そして、多様な働き方ができる環境づくり、法整備へとつなげていかな

ければ少子化はなくなりません。  

 少子化が進み、労働人口が減っていけば国の存亡にもかかわると、かの

イーロンマスク氏もおっしゃっております。その危機感を国民全体で共有

する必要があると思っています。  

 上智大学の三浦まり教授は、人口の半分を占める女性が能力を発揮でき

ないと地域の発展はないとまでおっしゃっております。  

 女性が活躍できない状態がここの浦臼町でも続けば、浦臼町は消滅する

のではないかと、そのくらいの危機感を私は持っております。女性が活躍

する場を整えるということは、多様性を認め合える大人の社会になるとい

うことなんです。  

 多様性の部分が町長のお言葉にはなかったので、そこについてお尋ねし
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たいです。  

 最後に、クオーター制についてでありますが、クオーター制について、

げたを履かせるという言い方をよく使います。このことが不平等だという

考えの方がいらっしゃるようですが、先ほど申し上げた役割分担の中で、

女性は往々にして家事、育児、介護、農業であれば補助的な仕事や手作業

を受け持つことが多いです。  

 それらをすべてこなして、こういう場に出てこなくてはいけないと思う

と二の足を踏むということもおわかりにならないでしょうか。  

 今までだれもやったことがないことをやるのは勇気が要るでしょう。村

社会で周りの人に何と言われるか気になるでしょう。クオーター制は現実

的ではないでしょうか。そんな女性はいるわけないとお思いでしょうか。  

 私は、男性より女性が能力が落ちるとは１ミリも思っておりません。私

が浦臼町で出会った女性は優秀でご自分の意見をはっきりおっしゃる方が

多かった。このような人材が議会にいたら議会も変わるのにと何度も思い

ました。同時に、でも議会に女性１人では何もできないということも感じ

ております。  

 背広をクリーニングに出してもらい、ワイシャツにアイロンをかけても

らい、革靴を磨いてもらって、今までさんざんげたを履かせてもらってい

る男性と同じスタート地点に女性が立つために、女性にげたを履かせても

らって何が悪いのでしょうか。  

 ノルウェーでは、クオーター制を導入したことで女性の社会進出が一気

に進んだということです。浦臼町もこうなればいいなと私は思うのですが、

町長、どうでしょうか。  

○議   長  

 答弁お願いします。  

川畑町長。  

○町長（川畑智昭君）  

 一番最初の質問として、女性職員に女性に対する配慮ですとか環境づく

りの面でどうかという問いかけをしたかというお話だったかと思いますけ

れど、すいません、私自身が直接そういうことはしておりません。  

 職員の女性、男性を問わずですけれど、昇格に当たりましては、当然ク

オーター制などは引いておりませんので、人事評価に基づいた上での書類

のやりとりですとか、面談に応じて管理職として重責を果たせるかどうか

の判断をさせていただいて決定しておりますので、そこには余り女性です

とか男性ですとかという判断は逆に入っていないところでございまして、

もう一点、普通の社会であれば男女半々というのが基本的な割合ですけれ

ど、役場は長い歴史の中で割合としては半々ということにもなっておりま

せんし、やはり途中で退職される方という女性の割合も多かったというこ

ともありまして、ある程度の年齢層に行く女性職員というのは本当に限ら

れているというのが実態としてありますので、女性を優先的にという考え
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方もありませんけれど、平等に能力として判断した場合は今の割合になっ

ているというのが現状でございまして、女性に対して差別しているという

感覚は一切ございません。  

 ただ、十分な配慮がなされた上での対応をしているかどうかにつきまし

ては、すいません、対応している所管の方で把握しているかと思っており

ます。  

 次に、２番目が多様性についてのお話だったかと思いますけれど、多様

性という言葉、クオーター制の中で一言だけですけれど書かせていただき

まして、クオーター制の持つメリットといいますか、そのために進められ

ているのだなという判断をしておりますけれど、当然多様性、日本は本当

に単一種族民族ということで、女性、男性という多様性が問題にされてい

ますけれど、多分外国ではもう少し人種ですとかもっと多様な中でのクオ

ーター制というのもとり行われているところがあろうかと思いますけれ

ど、実際、女性の方がふえれば、こういう言い方がいいのかどうかわかり

ません。女性視点でのご意見という言い方をしていいのかどうかわかりま

せん。それが差別に当たるかどうかも、ちょっとわかりませんけれど、や

はり男性とは違った視点を持たれているなというのは思いとしてはありま

すので、そういう意味では多様性はあるべきだとは思っております。  

町長、どう思われますかというのが、ちょっとどうお答えしていいのか

わからないのですけれど、どうしても議会に対して物を言うという立場で

はないと思っておりますので、一般論としては当然そういう社会に進んで

いくべきだとは思っています。  

ただ、なかなか日本では進んでいないなというのも現状としてはあると

思っているところです。  

３番目がクオーター制についてのご質問でしたけれど、お答えしたとお

り、当然強制力といいますか、強制性を伴った制度でありますので、これ

が一たん決まればそういう方向にもいやが応でも動いていくんだなという

感覚はありますけれど、なかなか本当に一番上の政府がそういう感覚にな

かなかならないとは見ておりますので、言われたように下からの持ち上げ

といいますか、そういう機運というのがあって初めて上が動かざるを得な

いというところにならなければ、なかなか上は動かないのかなと現状は認

識しています。  

それから、多様性については、当然進めるべきだと思いますけれど、現

状がなかなかそうなっていないというのが私の現在の見方です。  

○議   長  

 再々質問ございますか。  

折坂議員。  

〇５番（折坂美鈴君）  

 下が動かなければ上はなかなか動かないとおっしゃるのは、ちょっと違

うと思います。  
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 やっぱり法整備を整えていかないとその機運がだんだん醸成されていか

ないのではないかと言っているので、クオーター制をということを私は申

し上げているつもりなんですけれども、残念ですが、町長の考え方につい

ては私と同じ意見を持っていらっしゃるのかなということで安心はしてお

りますが、きょうの議論をもとに、例えば庁舎内でも、それから今統一選

挙というところですので、町内でもそういう議論が活発になればいいなと

いうことで質問をさせていただいたところです。  

 私は立場は変わるかもしれませんが、４年後の議会に女性を二、三人立

てることを企てたいと考えております。その機運が盛り上がるように浦臼

町での男女共同参画計画が策定され、クオーター制を導入することで町長

に後押しをしていただきたいと考えております。いかがでしょうか。  

○議   長  

 川畑町長。  

○町長（川畑智昭君）  

 クオーター制の導入というのは町という意味ですか。どの組織に対して。

町という組織に対してということですか。  

〇５番（折坂美鈴君）  

 いいえ、町議会という組織に対して。  

○町長（川畑智昭君）  

 私が直接配下にあるのは行政という組織ですけれど。  

〇５番（折坂美鈴君）  

 お答えいただけませんか。  

○町長（川畑智昭君）  

 お答えようがないので、質問の続きということで。  

○議   長  

 正確な質問をお願いします。  

どうぞ。  

〇５番（折坂美鈴君）  

 女性議員がふえているところの背景を見ますと、そこの市長とかがすご

くそういうことに理解があって、そういう制度をつくり上げて、議長とと

もにですね、ふえたというような記事を見たことがあるので、そういう意

味で申し上げました。  

○議   長  

 川畑町長。  

○町長（川畑智昭君）  

 この質問をいただいたときに、町として議会に対して何ができるのかと

いうのはちょっと調べたところありますけれど、基本的には三権分立とい

うことで行政と立法といいますか議会は独立した立場という意味でいえ

ば、議員の構成について町がどうこうできるものではないなという認識で

いました。  
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 今おっしゃられた例は、公権力といいますか、そういう形ではなくて議

長と共同歩調でというような意味合いなのかとは思いますけれど、それに

つきましては、すいません、町として口を出せる分野ではないという認識

でおりましたので、そのあたりは少しどういう経過があってそうなったの

かを調べさせていただきたいと思います。  

○議   長  

 それでは、ただいまから昼食のために休憩といたしたいと思います。  

 再開時間を午後１時３０分といたします。  

 

休憩  午前１１時５４分  

再開  午後  １時３０分  

 

○議   長  

 休憩を閉じ、会議を再開いたします。  

 折坂議員、２問目の質問からお願いいたします。  

 折坂議員。  

〇５番（折坂美鈴君）  

 令和５年第１回定例会におきまして、町長に２点目の質問をいたします。 

 コンサルタント業務委託について見直しを。  

 私は、近年浦臼町がコンサルタント会社への業務委託で失敗を繰り返し

ている現状を憂いています。  

 最たるは、道の駅再整備の問題であります。  

 これまで幾度となく定例会や委員会で指摘してまいりましたが、産業観

光推進グランドデザイン事業では、コンサルタント会社に六千数百万円の

委託料を支払いながら、結局計画は白紙に戻されました。  

 町民の血税がむだに使われたことについて、だれも責任をとろうとせず、

しかも町民に何の説明もないまま町民は新聞報道でその内容を知ることに

なったのです。  

 令和４年は、庁舎内で検討すると、昨年での１定での町長答弁がありま

した。  

 議会には８月に官民連携方式へ方向転換することの説明は受けました

が、その後は新聞報道の数日前、２月の新年度予算の説明時にようやくこ

れまでの経過説明があり、深い議論はできませんでした。  

 令和５年度予算では、サウンディング応募に向けた事業手法の検討をコ

ンサルタント会社に４５０万円で委託、さらに令和６年１月から３月の間

にサウンディング応募を支援してくれるコンサルタント会社に１，０９０

万円の委託料が予定されています。  

 しかし、そこで必ずしも企業とのマッチングが成立する保証はありませ

ん。民間委託が失敗した場合のＢ案はないので、失敗すれば委託料はまた

むだになり、事業もまた路頭に迷うことになりませんか。  
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 民間委託がかなったとしても、そこには今までグランドデザイン検討委

員会などで町民と積み上げてきた議論が反映されるかどうかわからないと

聞いています。  

 このようにすべてをコンサルタント会社にゆだねるやり方は、職員のや

る気や成功体験の喜びを奪うことになり、優秀な人材は育たないと私は考

えます。  

 コンサルタント会社に依存するのをやめて、その分を職員の研修費に回

して、優秀な人材を育てることが長期的な視点から見ても浦臼町の発展に

つながると私は強くそう考えます。  

 コンサルタント依存体質からの脱却を目指すために、これまでコンサル

タント会社がかかわってきた以下３件について詳細を伺います。  

 １、道の駅再整備について。  

令和４年度に引き続き５年度も町の姿勢や考え方が明確に示されていな

いことが問題であります。町の将来像が描けません。  

令和５年度から準備が始まる令和７年度からの第５次総合振興計画には

道の駅の再整備はどう反映されるのか伺います。  

 ２、多世代交流施設建設について。  

 令和５年度に多世代交流施設が建設されますが、その前提である基本設

計、実施設計が３カ月という短期間に行われたことの説明を求めます。  

 ３、町立診療所建設について。  

 検討委員会開催をコンサルタント会社にゆだねていますが、４回の開催

予定が大幅におくれている理由は何でしょうか。  

○議   長  

 答弁お願いします。  

川畑町長。  

○町長（川畑智昭君）  

 ２点目のコンサルト業務委託の見直しについてのご質問にお答えいたし

ます。  

 初めに、浦臼町産業観光推進グランドデザイン事業につきましては、平

成２８年度より浦臼町の交流拠点施設整備として、温泉施設と道の駅機能

や農産物直売機能について、ハード・ソフトの両面からさまざまな検討を

行い基本構想を策定いたしました。  

 道の駅再整備について、町の姿勢や考え方が明確に示されていないとの

ことが問題であるとのご指摘でありますが、町といたしましては当該事業

を推進し、観光拠点として整備を進めるに当たり、事業効果はもちろんの

こと、町の財政的負担を考慮し運営面でも安定した経営を続けられること

が必須であると考えます。  

 そのため、浦臼町産業観光推進グランドデザイン事業計画を基本とし、

民間事業者の有するアイデアやノウハウを活用し、コロナ禍の対応を含め

最新の観光トレンドを取り入れ、十分な集客を確保できる機能を備えた拠
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点施設を建設するために望ましい事業方式、運営方法を選定する事業手法

の検討調査を行う旨の方針についてお示ししたところでございます。  

 道の駅の再整備について、令和７年度から第５次総合振興計画にどう反

映されるかとのご質問ですが、前段でも説明いたしましたように、施設整

備・管理運営を一体的に実施するＰＦＩ方式、ＤＢＯ方式、官民連携運営

手法など令和５年度に事業手法の方向性を決定し、事業を進めてまいりま

すので、その結果を後に策定いたします第５次総合振興計画に登載し、魅

力あふれる観光拠点づくりを目指してまいります。  

 次に、２点目の多世代交流施設建設につきましては、基本・実施設計業

務委託の契約期間につきましては、令和４年５月２５日から令和５年２月

１７日までの９カ月間となっております。  

 委託業務の検討経過につきましては、基本設計において、測量や地質調

査、また建物の規模感や予算等について、庁舎内やコンサルタント業者と

協議してまいりました。  

 その成果を１１月１４日に開催いたしました全員協議会でご説明させて

いただき、設備や構造計算等の詳細について検討する実施設計へと進んで

まいりました。  

 また、２月１７日に開催しました全員協議会では、実施設計の成果であ

ります平面図、立面図、配置図を提示してご説明させていただいています。 

 以上の段階を経まして進めてきたところであり、当初のスケジュールか

ら大きく外れたものではないと認識しています。  

 ３点目の診療所建設検討委員会がおくれている理由につきましては、昨

年１２月にコンサル担当者がコロナに感染し、作業がおくれたこと、また

ことし１月には町担当者がけがのため長期不在になったことにより、コン

サルと町の意思疎通がうまく図れなかったことにより、委員会の開催につ

いて調整がおくれたことが主な原因でございます。  

 しかし、現在まで２回の検討委員会を開催し、新しい診療所施設に求め

られる機能や運用面を考慮した各部屋の面積や配置などについて協議して

おり、年度内に計画を策定できるよう進めているところでございます。  

 以上です。  

○議   長  

 再質問ございますか。  

折坂議員。  

〇５番（折坂美鈴君）  

 この質問のテーマは、自主性、主体性ということにしたいと思います。  

 町の主体性があるのか、町民、職員の自主性は育っているのかというテ

ーマに沿って質問していきたいと思っています。  

 第４次総合振興計画で、町の重要施策であったはずの道の駅なんですけ

れども、これが前の計画から数えて１０年の間、結果的にほったらかしの

状態になっているのが今の状態であります。いつの間にか温泉が道の駅に
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変わっているのです。  

 町の説明によると、町単独での建設が無理なので、官民連携の道を探る

ということだったんですが、そこには町の主体性が見られないと私は考え

ています。  

 懲りずにまたコンサル委託に進む姿が垣間見えまして、大変な危険性を

感じるわけでございます。  

 町民にも何の説明もないので、町民の関心も薄れ、道の駅はもう建たな

いのではないかと、町民にもあきらめられているのではないか、私は考え

るわけです。  

 サウンディングということでご紹介しましたけれども、サウンディング

というのは対話型市場調査ということだそうで、町が持っている資産を事

業者にアイデアを提案してもらうということだと皆さんに理解していただ

きたいと思うのですけれども、これだと町の主体性がないと相手の思うよ

うにやられるのではないかなという非常に怖い思いをしています。  

 グランドデザインを白紙に戻すという言い方を町長がしたと私は聞いて

おります。ここでもう六千数百万円のコンサル料をむだにしたわけです。

でも、だれも謝ろうとしない。説明さえしない。  

 町長は、副町長の時代からすべてにかかわってこられました。現在は町

長として、なぜこうなったのかの説明を議会だけではなく、ご自分の言葉

で町民にするべきだと、これはもう今までもさんざん言ってきたので、今

回は違う視点からの質問にしたいと思いますが、官民連携がうまくいかな

かった場合のＢ案、これを示すように私はずっと言ってきたんですけれど

も、それもありません。  

 令和７年度からの総合振興計画に第４次総合振興計画では重要施策であ

ったんですけれども、道の駅は第５次振興計画においては重要な町の顔に

なっているかということをお聞きしたかったんですけれども、町長の答弁

では最新の観光トレンドを取り入れるとか、管理運営方式はＰＦＩとかＤ

ＢＯ方式でやるよという説明をされたんですけれども、私が聞いているの

は中身の話でありまして、どのような道の駅を建てたいと思っていらっし

ゃるのか、町長の思い、これを聞いてみたいなと思って質問したので、そ

こでそのことについて町長の思いをもう一度聞かせてください。  

 官民連携がうまくいかなかったら、またコンサル料がむだになるのでは

ないかということを心配していると申し上げましたが、果たしてこの官民

連携がうまくいったら、万々歳なんでしょうか。  

 観光客が喜ぶ道の駅であっても、その利益が企業だけでなく町民にも還

元され、町民が道の駅ができてよかった、私たち幸せになったねと、そう

感じられる道の駅ができるのでしょうか。心配なんですよ。  

 大きな施設ができて、お客さんいっぱい来るなとなったとしても、維持

管理コストに後々苦しむことにはならないでしょうか。そういう心配もあ

ります。  
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 それよりも、前の斉藤町長が、身の丈に合った道の駅というのをよくお

っしゃっていましたけれど、そういうのを検討してはどうかと私は思うわ

けで、今でもキャンプ場をこんなふうに変えたらお客さんがたくさん来る

ようになるんじゃないか、そういうことを工夫しながら、考えながら行動

している職員もいるし、古い施設だけれども、お客さんに気持ちよく使っ

ていただきたいということで、丁寧に清掃をし、笑顔で接客をする、そう

いう町民もいます。新鮮な野菜を毎日苦労して育て、お客さんに喜んでも

らうように出荷している農家の皆さんもいます。  

 １０年の間に私たちは大分高齢化してきたし、力も落ちてきました。で

も、今からでも遅くないと思います。  

その人たちの考えやアイデアを生かした道の駅を目指した方がいいので

はないかと私は思うわけでありまして、たとえ小さな道の駅であっても、

みんなで考えた道の駅にお客さんが集まってくれたら、結果が出たらうれ

しいものでありますし、そこで町民の理解が得られれば、地域外の人材と

か組織の手をかりるのもいいかもしれないです。  

 コンサルを頼るやり方は、町民や職員の自主性をつぶしてしまうのでは

ないかと、そういう心配があります。そして町民のまちづくりへの関心も

薄まります。  

 町民に何も知らされず、町は信頼を失う、そういう弊害もあると思って

います。それが道の駅に関する私の考えですし、町長の考えをお聞かせい

ただきたいのが１番です。  

 ２番の多世代交流施設についてでございます。  

 私は、予算審査委員会で、町長が基本方針の中でゼロカーボンシティー

に向けて令和５年度から取り組むとおっしゃっていながら、令和６年５月

に開設予定の新築の多世代交流施設で再生可能エネルギーを活用した施設

になっていない、これはどうしたことだと指摘をさせていただきました。  

 電気代がこれほど高騰しているのに、国の補助金もあるはずなのに、今

後のランニングコストを抑えることにもつながるはずなのに、大変残念だ

と申し上げました。  

 このことについては検討したはずなんですが、やらなかった。どうして

でしょう。計画段階で、町長の強い意思でゼロカーボンに取り組むのだと、

そういうことでやっていれば、補助金申請の準備もできたのではないです

か。  

 私が指摘している基本設計、実施設計が短期間に進められたことにこの

理由があるのかなと私は考えました。いかがですか。  

 それから、３番目は町立診療所の建設にかかわる検討委員会にコンサル

を立てましたね。２２０万円です。  

 ある記事を見たんですけれども、自治体が計画を立てる際の話し合いに

向けた資料作成、これやアンケート調査の集計など外部業者に委託するや

り方は補助金でも認められつつあると、全国農業会議所の専門相談員であ
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る澤畑さんという方が書いた記事の中にありました。  

 ああ、それで補助金があるから、そんな簡単に委託するんだなと私は思

ったんですけれども、その記事の続きには、これをやると会計検査への対

応が煩雑になるので活用したくないという市町村も少なくないということ

が書いてありました。  

 ファシリテーションを活用したワークショップで合意形成を図るやり方

で十分ではないかと提案されていました。  

 コンサルに委託して、完璧な資料を作成し、それをたたき台として町民

に見てもらって話し合いを始める、こういう行政の提案型というのを今ま

でもやってこられたのでしょうけれども、これをずっとやっていたら、職

員も町民も自主性が育たなくなるのではないでしょうかね。考えなくなる

のではないでしょうか。そういう懸念を私は感じました。  

 地方行政の人手不足が深刻になっているのに、今地域計画とか本当にた

くさんのものを立てなければいけない時代です。そのたびに何名もの検討

委員を集めてこういうことをやっていると、５年後の会計検査が入るかも

しれないと心配して、かえって膨大な事務に追われるのではないか。  

 これでは、このままでは自治体職員がつぶされてしまうとその記事は書

いてありました。私もそう思います。  

 ２２０万円の委託料を払って、本来の業務ではなくて、その補助金をも

らうための事務作業に追われるのだとしたら、職員を育てることにもなら

ないし、本末転倒ではないかと私は思いました。  

 もし、浦臼町は違うというのであれば、どうぞ、反論、お願いします。  

 ２２０万円の委託料、これ自分のところでやれていたら、このお金があ

れば、私がいつも求めている町内会の街路灯維持費ぐらい簡単に出せるの

ではないか、私はそう思いました。答弁お願いします。  

○議   長  

 川畑町長。  

○町長（川畑智昭君）  

 まず、１点目のグランドデザインにつきましては、１点、前町長の話も

ちらっと出ましたので、最初の計画のときに身の丈に合ったということで

事業を進めていたという記憶はございます。  

 最初の部分につきましては、ああいう経過をたどりましたので、結果的

にはそこで話は切れているわけですけれど、グランドデザインというもの

に進んでいった中では、特にそういう最初に縛りはなかったと私は記憶し

ておりますし、２９年に発注してからほぼ３年目あたりに金額的なものも

正確な形で出てきたと思っておりますけれど、そのときに１５億円という

金額が出てきておりましたので、私は町長としてはその時点から引き継い

だという認識でございます。  

 ただ、私が引き継いだ時点で、その１５億円という金額が、それこそ私

たちの町の身の丈に合ったものではないという判断をさせていただきまし
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たので、グランドデザイン自体は進めていく考えには変わりはありません

でしたけれど、いかにその事業費を圧縮するか、実現可能なものにしてい

こうかという考えで令和２年、３年という期間を委託料もいただきながら

検討した経過がございます。  

 令和４年度につきましては内部で検討させていただきたいということで

予算化を一たん取り下げたところでございます。  

 結果としては、２月１４日に皆さんに予算説明の折に、ざっとしたもの

でしたけれど、検討した結果をお示ししたところでございます。  

 去年の９月でしたか、サウンディングにつきまして、初めてそのあたり

の説明をさせていただきまして、１１月には国交省が主催するサウンディ

ングに手を挙げたいということで進めてきたところでございます。  

 それ自体で事業者が決まるものではなくて、それによっていろいろなこ

うしたらいいとかというアドバイスをいただくという意味では実りのあっ

たサウンディングになったかと思っております。  

 その次の段階が町として中身を組み立てて、本格的なサウンディングに

つないでいくかという流れになりますので、先ほどお話ありました四百数

十万円の委託料を組ませていただきまして、町として、あのときもご説明

いたしましたけれど、あくまでも基本的な構想としてはグランドデザイン

をベースにするという形になりますけれど、あれも最終的な詰めを行った

ものではなく、あくまでも構想という段階でございますので、サウンディ

ングを行って、それに対して当然民間のノウハウ、スキルを生かした中で

組み立てていくという流れということで考えておりますので、議員の皆さ

んにはそういう形で進めさせていただきたいというお話をさせていただい

たところです。  

 町長として、どのような道の駅にといいますか、あの辺の開発をしてい

きたいと考えているのかということですけれど、今ここに至った経過の中

核的な部分になりますけれど、どうしても素人といいますか、役場の考え

を重視されるお考えを先ほどからいただいておりますけれど、それはそれ

で当然大事なんですけれど、私が一般的な周りの道の駅を見ていますと、

明らかにもうビジネス化されていると見えておりまして、当然素人だけの

感覚、考えだけでは、利益を生まないまでも、経営が成り立つようなとこ

ろまでは行けないのではないかという思いはずっとありました。  

 そのために、民間の知恵なり資本を投じた形で、当然町の意見も一切入

らないということはないと考えておりますので、町の意見も組み入れた中

でそういう形で事業を進めていければという思いでご説明をさせていただ

いておりますので、一番はやはり将来に悔いを残すような事業はしたくな

いという思いがあります。  

 今、執行方針でも申し上げましたけれど、今後、今回のコロナやウクラ

イナが終息した時点で、国の地方に対する財政支援が本当にどうなってい

くかわからないというのが、どの町もどの首長も今心配しているところで
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もありますのでそういう意味で将来、５年後、１０年後かわかりませんけ

れど、交付税がいきなり大幅にカットされるような事態も想定した中で大

きな事業というのには取り組んでいかなければならないと考えております

ので、一番心配といいますか、懸念しているところはそのあたりになりま

すので、決して大きな赤字、大きな負担というようなことにはならないよ

うな事業がまずそういう形で進めるべきだと考えております。  

 すいません、足りなければまた補足しますけれど、次につきましては多

世代の関係ですけれど、今回、執行方針の中でゼロカーボンの話をされた

ということと結びついてお話をされていただいているんですけれど、基本

的には令和５年４月１日からの宣言と考えておりますので、あれと直接的

な結びつきではないということでご理解いただきたいと思います。  

 令和５年度から設計を組む、実際に建てるという施設につきましては、

当然考え方の中で進めていくことになりますけれど、多世代はもう既に設

計が開始されておりましたので、多世代と直接的な結びつきではお話は私

の中ではちょっと違うという考えでいます。  

 最後、町立診療所なんですけれど、これは多分全体的な話で、職員の自

主性がどこにどう反映されるんだというところですけれど、当然職員も一

緒になって行動するわけです。  

 ただ、医療的な面ですとか、病院の中身的なものになりますと、どうし

ても職員では足りないところが出てきますので、それを補うという意味で

の、もともとそういう足りない部分を補ってもらうのがコンサルという考

え方でこれまでもやってきておりまして、今回もそういう形で進めさせて

いただいておりますので、職員が全くかかわらない、全くその場にいない

ということではないということはご理解いただきまして、職員のスキルア

ップにもつながっているものと考えています。  

 以上です。  

○議   長  

 再々質問ございますか。あと７分ぐらいですか。  

〇５番（折坂美鈴君）  

 道の駅の件ですけれども、私はほかの道の駅はどうでもいいんですよ。

道の駅、ビジネス化されているから、最近はというお答えでしたけれども、

私はいかに町民にお金が落ちるかということのみを検討してほしいと。ほ

かはどうでもいいです。  

 理事者にはいつも言っていますけれど、夢を語ってほしいんですけれど

も。前もそういう質問をしたと思うのですけれど、自分はこんな道の駅を

つくりたいんだよなと、そういうところをお聞きしたくていつもそういう

振りをするんですけれども、なかなか、やはりどんな中身の道の駅が建つ

のかという、そういうところのお話が聞けず残念でした。  

 それから、多世代施設については苦しい答弁だったと思います。令和５

年４月からゼロカーボンシティーに向けて取り組むと、急に思いついたわ
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けではないですよね。  

 その前からきちんとそういう準備をされて執行方針されると思うのです

けれども、５年４月からやるからその前に設計をした分、多世代交流施設

ではやらないというお答えだったんですけれども、それはちょっと違うか

なと思いました。  

 私の１５年間の議会の中で質問させていただいて、理事者とは対立する

ことが多かったんですけれども、浦臼町の発展とか活性化というのを目的

とした議論、そういう立場は違えども思いは一緒のはずなんですよね。  

 町長は、対話を得意とする、そういう方であると私は思いますので、こ

れからはもっと、一定の人とするのではなく、たくさんの町民の方と対話

をしていただいて、住民協働のまちづくりに向かって邁進していただきた

いというエールの気持ちを込めていつも質問しています。そのことで何か

反論あれば、どうぞ。  

○議   長  

 川畑町長。  

○町長（川畑智昭君）  

 私もそういう受けとめ方をしております。  

 道の駅というのは本当に難しいところです。  

 ただ、お金を落とす方策を考えほしいと言いますけれど、そのお金を落

とす方策がなかなか職員なり素人では難しいというところがあるというの

は、私はそう思っています。  

 そういう意味では、コンサルの力もかりるべきだという考えはしていま

すけれど、空港のある町に代表されるように、やはり民間ですから当然そ

のときそのときに応じて変わることもあるでしょうし、難しい部分も当然

出てくるのかなという思いはありますけれど、実際に浦臼町、本当にたく

さんの資源があるというのは思っております。  

それは多分皆さん同じかと思いますけれど、農業にしても自然にしても

歴史的なものにしても、本当に多くの資源がありますので、道の駅にそれ

らをすべてつなぐというのは難しいことかもしれませんけれど、その宝と

いいますか、資源を生かせるようなグランドデザインというか地域振興と

いいますか、観光につなげていければという思いはありますので、まだば

らばらに動いていますけれど、少しずつそういうものがつないでいければ

とは思っております。  

それはグランドデザインにとどまらない話ですけれど、もう少し広げた

形で観光化とか地域振興につなげていければという思いはあって進めてい

るところもございます。  

あとゼロカーボンについて、苦しいといいますか、急遽思いついたわけ

ではありませんけれど、当然時代としては取り組んでいかなければならな

い課題ということで、数年前から国の方も動いていますし、町としても検

討していかなければならないということで、ただそんな急に思いついたわ
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けではありませんけれど、宣言自体は去年の４月から考えていたというほ

ど古いものではありませんので、タイミング的には既に設計に向いてある

程度の方針を決めて動いていたというタイミングでは間違いなくありまし

たので、今回の宣言に間に合ったか、間に合わないかと言われますと、間

に合わなかったと考えています。よろしいですか。  

○議   長  

 それでは、発言順位６番、柴田典男議員。  

 柴田議員。  

○３番（柴田典男君）  

 令和５年第１回定例会において、私は町長に質問をさせていただきたい

と思います。  

 私の今回の質問は、先日の町長の町政執行方針に伺った中で、今後の町

政についてお伺いするものであります。  

 今、農業は大きな波の中にあって、翻弄されているような状況でありま

す。水田活用の直接支払交付金の見直しは、農業者にとっては大変大きな

判断を迫られている状況であります。  

 将来、米の需要はさらに落ち込んでいくことが見込まれ、しかしながら

水張り面積は確保していきたい。今後農業者の高齢化がさらに進んでいく

心配もあり、地域保全、農地保全の面からも将来に不安な要素であります。 

町長は、にんにく作付の振興と新規就農の業者受け入れの取り組みを重

点施策としていますが、質問の一つ目として、本町農業の水田や他作物を

含めた将来に向けての方向性を、あるいは町としての振興策をどのように

考えていますか。  

二つ目として、にんにく作付の振興策では面積、あるいは売り上げにお

いてどのような目標を持って取り組んでいるのかお伺いします。  

３番目として、新規就農対策について、受け入れ協議会的な組織体制を

つくって、各分野ごとのサポート体制を安心の持てるものにすることが大

切と考えるが、いかがでしょうか。  

次の質問ですが、町内には歴史的、文化的な建造物があり、調査研究は

今後も進めていただきたいと考えます。町としても文化財に対する姿勢、

考え方も前向きであってほしいと思います。  

そこで質問ですが、旧友成邸や旧晩生内郵便局であった佐藤邸は歴史的

文化財的に貴重な資料とともに調査研究し、後世にその価値を残していく

べきと考えますが、いかがですか。  

次に、晩生内周辺のＪＲ跡地については、一部を除いて撤去が進んでい

ますが、コミセン前の踏切については以前のままの道幅となっています。

町政懇談会の町民からの要望の中にもありましたから、そこで質問です。  

相対する道道美唄線との交差の面で、安全対策の面でも道幅を同じ幅に

していただきたい。さらに過去何度も要請している赤外線感知対応の信号

機の設置を再度求めたいと思います。  
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次の質問項目ですが、多世代交流センターについては、住民の交流、に

ぎわいづくりを目的として建設に着手するとしています。町長はそのにぎ

わいをどのような方法をもって、その交流を推進していこうと考えていま

すか。  

一つ目の質問として、晩生内地区や鶴沼地区の特に高齢者の方々は簡単

に施設には行けません。すべての世代の皆さんが親しみを持ち、喜んで訪

れる施設とするために、交通手段であったり、イベントなどの開催であっ

たり、どのような策を考えていらっしゃいますか、お伺いします。  

次の質問として、絵画展示はどのような頻度で開催を考えていますか。  

以上、７項目について質問します。  

○議   長  

 川畑町長。  

○町長（川畑智昭君）  

 柴田議員のご質問にお答えいたします。  

 議員のご質問の中にありますとおり、現在、農業者は水田活用の直接支

払交付金制度の見直し、それに伴う畑地化促進事業の創設により難しい選

択を迫られており、これに追い打ちをかけるように、ロシアによるウクラ

イナ侵攻等によってエネルギー価格が上昇し、肥料や飼料、資機材など農

業経営に欠かせないあらゆるものの高騰を招き、営農に大きな影響が生じ

ている状況にあります。  

 ご質問の１点目につきまして、現在、食料・農業・農村基本法の見直し

が行われており、２０年後の米の消費量が約３０％も減少すると試算され

ている中、同じタイミングで水活の改変が断行され、本町はもちろん水田

農業を主としてきたすべての市町村にとって、今後の農業行政の方向性、

振興策を判断する上で非常に難しい局面にあると認識しています。  

 本町といたしましては、基本姿勢として浦臼町農業経営基盤強化促進基

本構想に定めるとおり、あくまでも水稲を中心に据え、にんにく、ミニト

マト等高収益作物との経営の複合化により収益性が高く安定的な農業経営

の実現を目指してまいります。  

 同時に、農業者の高齢化による担い手不足や農地の受け手不足に対して

は、農業経営の法人化を推進するため働きかけを強めてまいります。  

 また、農業の省力化と経費削減を図るため、新年度にドローンによる水

稲播種の実証試験を行いますが、今後ともスマート農業の実用化に向け取

り組んでまいります。  

 さらに、新規就農者対策の推進により高収益作物を中心に農業者の確保

に努め、いずれは水稲栽培への就農を受け入れられるよう条件整備や環境

づくりに努めてまいります。  

 ２点目のご質問のにんにく作付振興の目標につきましては、目標年を１

０年後の令和１４年とし、販売目標金額を１億円、作付面積を３０ヘクタ

ールとしています。  
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 ３点目のご質問につきましては、当分の間は産業課農政係が新規就農者

の受け入れ窓口となり、昨年設立しました浦臼町営農対策協議会全体でサ

ポートする考えでいます。  

 営対協内で新規新規就農者受け入れに向けての意思確認と役割分担を明

確にして進めてまいりますが、ご指摘のとおり新規就農者に対する確固た

る支援体制は不可欠であり、今後とも情報収集、調査を続け、兼任組織で

は不足と判断した場合は速やかに専門組織を設置してまいります。  

 続きまして、歴史的建造物の維持保全についてのご質問ですが、まずは

事前にいただいた通告書にあります旧晩生内郵便局佐藤邸につきまして

は、今現在町史記載程度の知識しかございませんので、今後歴史的な経緯

等を確認させていただきます。  

 今年度から札幌市立大学との共同研究事業として取り組みを開始してお

りますが、初年度は市街地の建物を中心に現地及び資料調査や老朽度診断、

商工会関係者とのワーキングや広報への紹介記事の掲載などを行っていま

す。  

 内容としては、建物そのもののハードとしての調査が主となりましたが、

新年度においては利活用の可能性を検討していくことになります。  

 歴史的建築物の利用には「残す」と「活かす」の大きく二つの目的に分

かれますが、今回の共同研究は歴史的な財産であるこれらの建築物を市街

地の活性化のために活用できないか、その可能性を探ることを研究目的と

したものです。  

 そのため、歴史的、構造的に特色ある建築物を、単に維持保全していく

だけではなく、民間による商用利用も含めた中で、議員のおっしゃる後世

に価値を残し「活かす」活用を図っていきたいと考えています。  

 ただ、それぞれに所有者の意向もあると思われますし、現在店舗として

使用されているものもあります。  

 また、古いものですので、現在の基準への改修も必要になる場合もある

と思いますので、さまざまな条件を見きわめながら進めてまいりたいと思

います。  

 次に、晩生内地区コニュニティーセンター横交差点のご質問にお答えい

たします。  

 議員ご指摘のとおり、国道２７５号線をまたぐ形で連結する道道美唄浦

臼線と町道中村西７線につきましては、町道側が２車線であるのに対し、

道道側は右折レーンがあることから、３車線分の幅員となっており、道道

側から町道に直進した場合、道路中央側にすり寄るように進入しなくては

ならない状況となっております。  

 晩生内地区の中心部であり、地域住民の皆様の安全性の向上を図る必要

があることから、ＪＲ踏切部の道路改良にあわせて対策を講じる考えでお

りますが、国道を管理しております北海道開発局との協議や他の町道改良

事業計画との調整も出てくることから、町道補修の優先度や予算との兼ね
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合い等を精査し、可能な限り早期に着手できるよう検討してまいります。  

 また、信号機の設置につきましては、これまでも北海道警察に要望した

経過があり、昨年の町政懇談会でもお答えさせていただきましたが、設置

基準の目安となっております交通量が少ないとの理由で要望にこたえてい

ただけない状況ではありますが、引き続き要望してまいります。  

 続いて、多世代交流施設関連の質問ですが、アクセス手段につきまして

は、バス待合所の機能も有しておりますので、町営バスを含めた定期路線

バスや町内を運行しております乗り合いタクシーをご利用いただきたいと

思います。  

 土日祝日につきましては、新規に交通手段を運行する考えはありません

が、イベント等催事のときには臨時運行の形で対応していきたいと思いま

す。  

 絵画展につきましては、町が主催するものとしまして、原則年１回の開

催を予定しており、企画内容や他の利用も考慮して最長３０日間の期間内

での開催を想定しているところでございます。  

 以上です。  

○議   長  

 再質問ございますか。  

柴田議員。  

○３番（柴田典男君）  

 今回の質問、先日の町長の町政執行方針を大まかに質問項目を上げたも

のですから、多岐にわたってしまいました。  

 再質問でも項目ごとに区切ると質問が１回になるので、トータル的にい

きますので、再度お願いしたいと思います。  

 まず、農業関連からいきたいと思います。  

 １３、１４、１５と本町の転作の申し込みが農協でありまして、私も長

年施設園芸をやっているものですから、そこら辺で対象農地として相談を

させていただきました。  

 申し上げたとおり、すべての農業者、今後どうしたらいいんだろうとい

う岐路に立たされていると思います。私もそう思います。  

 今回、本町でほぼ取りまとめた数字が水活として畑地化に申し込む可能

性のある面積はおよそ４０ヘクタールぐらいとお聞きしました。  

 当初、希望の段階では、ピンネ農協全体で新十津川町、浦臼町合わせて

４０ぐらいではないだろうかという推察だったものですから、ふえてしま

っています。  

 農協にその後、調査をお願いしまして、空知管内の畑地化を申し込んで

いる面積を調べていただきました。およそ空知全体で４，０００ヘクター

ルを超えるだろうということだそうです。  

 昨年、全国でこの水活で畑地化を申請したのは３００ヘクタールだった

のです。ことし、このように水活の国が方針を変えてきたということで、
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今回空知だけでおよそ４，０００ヘクタールを超すだろうと。  

やはり、空知の南の方が多いのですけれど、栗山町、由仁町だけで１，

２００ヘクタール、月形町で３３５ヘクタール、新砂川農協管内で１６０

ヘクタール、北空知で９０５ヘクタール、岩見沢市で３００ヘクタール、

それぞれの積み合わせがおよそ４，０００を超すということなんですけれ

ども、空知と同様に上川も畑地化の申請が多いだろうと。  

幌加内町がソバをつくっていますけれども、あそこを畑地化の申請をす

るのだろうと言われていますので、全道でおよそ２万ヘクタールになるの

ではないかということです。  

今回、国が示している補助金の額をその２万ヘクタールに掛け算すると

およそ５００億円なんですよ。それで今回国が示している予算は２５０億

円なので、明らかにもう足りないですね。  

今回、このような質問をしたのは、町長の考えの中ににんにくを振興し

ていきたいのだということもあるんですけれども、そこでそのにんにくに

対してどのように将来町は進めていくのかということで目標額をお聞きし

たんです。  

では、にんにくが今回の水活の関係で水田作付の転作作物として対象と

していったときに可能かどうかと考えたときに、にんにくでは無理だと思

うんですよ。面積要件的にね。  

確かに、高品質な作物ですから、対象としては振興策の一つとしてはい

いと思うのです。ですけれど、例えば長沼町ですとか、今回の南空知が多

い面積の条件の内容的には大豆、小麦ですよね。今回幌加内町が出たのは

ソバ、面積的にカバーできる。  

今、月形町が３３０ヘクタールと出してきたのは、これは私と同じよう

な施設園芸をやっている方々がいらっしゃる高収益作物としての面積が結

構占めていると思うのです。  

では、将来、農業はどうなっていくかなと考えときに、二極化だと思う

のですよ。  

転作の国の政策が始まって、もう５０年経過しているのですけれども、

当時、昭和５０年ごろですか、転作が結構条件的によかった時代があって、

そのときにも二極化なんですね。規模拡大の農家、施設園芸で高収益作物

をつくろうとする農家に分かれていった。その典型の花でやりましょうと

いったのが月形町だったりしたわけですよね。  

だから、今の農業政策で自分らがどう考えいかなければいけないかとな

ったときに、また二極化するのだと、これは私見ですけれど、思うんです

ね。  

ですから、ではその面積的に農業収入をカバーしていこうと考える農家

と高収益的に単位面積で物を上げられる作物をつくってカバーしていこう

と考えていく農家がいる。  

今回、新規就農として高収益作物でトマトに取り組んでくださいという
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条件はいいと思うんですね。でも余り一つに絞らない方がいいというのが

考えです。  

自分のことを言って申しわけないのですけれど、当時、昭和５２年過ぎ

から施設園芸で各市町村で始まったときに二極化していったときに、自分

は花として始めたんですけれども、今は売り上げが落ちていますけれど、

ほかの町村にまで生産者を求め、とにかく生産額を伸ばそうということで、

１品目１億円という目標を掲げました。達成しました。カーネーション１

億円、カスミ１億円、バラ以外で１億５，０００万円で３億５，０００万

円。当時メロンでも浦臼町は２億５，０００万円です。単品だけで。  

そのように、それだけ町も伸びていったのですけれど、いわゆるバブル

が終わって、高所得のものがだめになったときにみんなが面積に走ってい

ったんですということだと思うんです。  

今どういう状況かといいますと、円安になったので、再び花を振興しろ

とは言わないのですけれど、再び花が伸びているんですよ。  

どういうことかといったら、バブルが終わって円高になって八十何円ま

で１ドル行ったときに、もう花は輸入品でいいだろうという時代までなっ

た。  

それでもしがみついてつくってきたのが今の生産者なんですが、今１３

０円を超す相場のときに、花というのは関税がかかりませんから、輸入業

者が採算合わなくなってきているんです。  

今、生産が足りないんです。結局輸入しても合わない、生産者が高齢化

になってきて、生産量が落ちてきているものですから、東京都あたりの花

が足りない。  

先日も私の個人的には東京からこの花をつくってくれという要望がある

ぐらい東京都が花が足りない時代になっている。  

だから、トマトもいいんですよ。花みたいな高収益作物でもっと選択の

幅を広げて新規就農の対象者とやっていってもいいのだろうなという考え

です。  

今回、先ほど３億５，０００万円上げたときに、新篠津村も３億５，０

００万円上げました。  

当時、町が力を入れて生産に取り組めということで施設を建てて、いろ

いろ伸ばしたのが当別町だったり新篠津村だったり深川農協。  

その応援があって、昨年の売り上げが深川市が１６億５，０００万円と

いう花の売り上げは過去最高なんですね。全道一なんです。それだけ今伸

びているということも、新規就農の範囲の中として考えてもらってもいい

なと。  

新規就農来て、今回も担当は頑張っていると思うのですけれども、昨年

浦臼町で新規就農したいと頑張っていた方がいらっしゃって、浦臼町で土

地を探さなければいけない。  

そのときに役場の担当の方は、新十津川町、奈井江町といろいろ動いて
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頑張ってやりましたけれど、やはり１人の行動範囲って限られるわけです

から、だからあのときの担当には僕も助言したんですけれど、組織として

やって、それぞれ仕事を分担して、家を買いたい人の担当をサポートして

いけばもっといいのではないのという言い方をしたんですね。  

だから、今回組織的なものはありますとは言うのですけれど、もっと表

立って農業士会、普及所、農協などと組織立ったものとして確固とした組

織をつくって、浦臼町に農業体験に来ませんかということの大切さをわか

ってほしいなと思うんです。  

その組織をつくる、どうですか、ゴーサインを町長、どう思いますかと

いうことを再質問の一つにさせてください。  

 それから、にんにくの補助金なんですけれど、ことしも種のにんにくに

対して補助金を出して、機械も出すんですよね。  

 現在、浦臼町の生産者がにんにくだけで１３人ぐらい、新十津川町で五、

六人ぐらいだと思うんです。話によると、滝川市の方も、僕もにんにくつ

くりたいと、グループに入れてくれと来そうな方もいらっしゃると聞きま

したよ。  

 そこなんですよ。前回もどこかの質問で出たのかな、同じ機械を浦臼町

が助成して買ったものを浦臼町の生産者は幾らでやるんですか。では新十

津川町の組合の入った人は同じ機械を助成金をもらった町の人と新十津川

町の人では使用料が違うという雰囲気になりそうなんですけれど、どうも

それ違うと思うんですよね。  

 だから、やっぱり同じものをつくって、同じ機械を使うのであれば、や

っぱりどの生産者も同じ使用料でやりたいと思うのが当然な話のわけです

から、新十津川町も例えば１０年後に１億円を目指しますよといったら、

約４０人の生産者が必要なんですよ。にんにくの場合、多分。  

 だって、清水町が２３町で１８人ですからね。あの清水町でさえそんな

に規模拡大できないですよ。一番つくっている人で２町です。  

 ただ、ちょっと話それるんですけれど、新篠津村に行くとにんにくで４

町つくっている人がいるそうですけれど、これはちょっと話、置いておき

ます。  

 やっぱり、町長の町政のやり方として、今回の助成金もそうなんですけ

れど、農業者はピンネ農協で入っているんですよ。両町のまたがっている

わけですよね。組合員というのはピンネ農協組合員という一つになっちゃ

っている。  

 そうしたら、助成金がこっちの町は出て、こっちは出ないというのは、

組合員として非常にやりづらい。組合としてもやりづらい。  

 だから、新十津川町に一緒ににんにく応援の助成をしませんかという声

かけを町長、しませんか。  

 それで、例えば基金みたいなのをつくって、もう新十津川町も浦臼町も

農協も一緒になってにんにく振興していこうという気持ちになると思うの
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ですよ。  

 そうしたら、例えば同じ機械を買っても生産者がだれが来ても同じ使用

料で使えるという世界が来ると思うんですよね。  

 ですから、これは例えば担当が行って、いや、お願いしますという世界

ではないと思うんですよ。  

 やはり、理事者が行って、うちの町は今の水活の関係でにんにくを振興

していきたいのだという気持ちをぶつけて、一緒に基金的なものをつくっ

て、応援しませんかということをぜひ町長、やっていただきたいと思うの

ですけれど、それどうですかということで二つ目。  

 大学の先生が来て、浦臼町の歴史的なものを調査しているというお話が

あって、今回、私の質問では旧友成邸、それから旧晩生内郵便局という表

現をさせていただいたんですけれど、実はこれある高齢者の方から指摘さ

れました。  

 友成さんの友成邸というのは本当に自分も何度も入って、本当にすばら

しい後世に残る建物だなと思って拝見していました。  

 ここで晩生内郵便局と出してきたのはなぜかといいますと、晩生内住民

組合ってあるんですけれども、明治２９年、ほぼ浦臼町の歴史と同じ歴史

を持っているんですけれども、その晩生内の歴史をつくった方々がいらっ

しゃいます。佐藤さん、桧作さん、関矢さん、岩村さんというような方々

なんですけれど、その  

後世の方がつくったのが晩生内の郵便局で局長をやられた方なんです。  

 それで、ある方がその家を求めようとしたんですけれども、残念ながら

その所有者が町外なものですから、いろいろあって、所有はできなかった

んですけれども、その中には歴史的なものがあるはずといったらおかしい

んですけれど、必ずあると思うんですよ。  

 だから、うちの町には文芸員というんですか、そういう方がいらっしゃ

らないので、例えば歴史のものを調査するといってもなかなかできないの

が実情なんですけれど、例えば今家屋を取り壊すような状態になったとき

に、ぜひその内容の歴史調査を忘れずにしてほしいんですよ。  

 結局、もう片づけてしまって、行ったらもうすべてなかったでは残念な

ので、ぜひそのときに町が許可をもらって、歴史的なものを調査する機会

を与えてほしいという時間を持ってほしいということです。それをお願い

したいということであります。  

 踏切についてはよろしくお願いします。  

 それから、多世代交流センターの関係なんですけれど、先ほども折坂議

員のさまざまな質問の中にもあったわけなんですけれども、建てました、

さあ、皆さん使ってくださいで終わってはほしくないんですよね。  

 やっぱり、町長がその思いで建てましたと。何とか浦臼町ににぎわいを

持ってほしいんだという熱意のもとに今回短い期間の中でここまで来たの

だと思うんです。  
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 であるならば、その後ですよ、建った後、皆さん、僕は建てましたよ、

あとは自由に使ってくださいではいけないと思いますよ。  

 やはり、町長の思い、にぎわいを持たせるためのどんな思いでいらっし

ゃるのですかというのが今回の質問だったんです。  

 もし、その点で言い足りなかったという部分があれば答えていただけれ

ばと思います。  

 再質問は以上です。  

○議   長  

 答弁お願いします。  

川畑町長。  

○町長（川畑智昭君）  

 １点目でよろしいですか、農業の関係でお答えいたします。  

 最初の質問としては、組織の設置のことでよろしいのでしょうか。専門

の組織の設置につきましては、当然考えていなかったわけではありません。 

 ただ、去年営対協という組織を立ち上げた段階でも新規就農者の対応は

営対協でという思いもありましたので、専門とは言いませんけれど、そう

いう思いでも設立したという考えではいます。  

 今回、来年度に向けて、さまざま予算も組ませていただいたんですけれ

ど、まず本当にスタートを切りたかったというのが本音でございます。私

も４年目を迎えることになりますけれど、新規就農者というのを大きな施

策の一つに上げてきた中で、この４年間で何もアクションを起こせないと

いうことだけは、まず避けたいという思いもありましたので、まずは募集

に向けての最低限の体制なり予算を整えた中でスタートを切らせていただ

きたいという思いがあります。  

 先ほど、野崎議員のご質問にもありましたけれど、役場内での組織とい

うか問題もありますし、広い意味での組織という形もこれから整えていか

なければならないという考えではいますけれど、何もかもいっときにとい

うことがちょっと人員的にも時間的にも難しかったものですから、今回は

そこまでには至っておりませんけれど、先ほど言われた中に農業士さんと

いう名前も出ておりました。  

 農業士さんは営対協の中には入っておりませんので、そういう方を含め

た中での専門組織についても、そんなに遠くない先には考えていきたいと

思っています。  

 にんにくの新十津川町への声かけということですけれど、なかなかそれ

ぞれ、例えばホオズキですとか、新十津川町さんは新十津川町さんで独自

におやりになられているというのは新聞等でも知っておりましたけれど、

声をかけていただいたような経過もございませんので、それぞれがそれぞ

れの特色を出していくというのも決して間違いではないかと思いますけれ

ど、先ほど議員が言われたのは、多分ロットといいますか、やっぱり地域

としての一定量を確保するということもその産地化という意味では大きな
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部分でもございますので、浦臼町だけではなくて、新十津川町も同じよう

に力を入れていけば、ピンネ管内としてある程度の量は確保できるという

意味合いでのお話でもあろうかとは思うのですけれど、そういう意味では

新十津川町さんの方でもふえていただければ、それは地域としてピンネブ

ランドというのか、そういう意味では価値のあることになりますので、も

う少ししたら新十津川町さんともお話をさせていただきたいと思います。  

 あと、歴史的建造物につきましては、すいません、答弁でもお答えした

ように、佐藤邸というのがちょっと認識もありません。あのあたり通って

みたのですけれど、どれかというのもはっきり、大体の歴史的建造物とい

うのは見たらわかるんですけれど、ちょっとわかりかねる部分で、後では

これだと聞きましたので、今は承知しておりますけれど、多分建物的には

特に歴史があるものではないのかな。  

 町史を読みますと、１９０８年に晩生内郵便局が開設しているんですけ

れど、多分そのときのものではないということだと思うのですけれど、ど

うなんでしょうね。ちょっとぱっと見にはわからなかったんですけれど、

そのあたりは建物は別としてというお話ですので、中身については郵便局

として活用されていた時代のものがあるのではないかということですね。

実際にそれを見られた方がいらっしゃるかどうかというのは、ちょっと確

認とれておりませんけれど、とりあえずは調べさせて、どうするかを決め

ていきたいと思います。  

 あとは多世代につきましては、本当に余り時間のない中ということで進

めさせていただいたところはありますけれど、まずは足の話から出たもの

ですから、こういうお答えになりましたけれど、最低限、平日につきまし

ては足の確保はできているのかなという意味で、そちらを使っていただき

たい、土日につきましては絵画展等も含めてイベントなり催事があったと

きには巡回バス等も考えていきたいとお答えをさせていただきました。  

 先ほど言われたのは、足の話だけではないということかなと思いますけ

れど、これまでもお話ししてきたとおり、本当に例えば農村センターのカ

ラオケ等、場所が悪い、２階で歩くのが大変というようなお話もありまし

たので、本当にそういう分散しているものを中央に集めて、人が常にとは

言いませんけれど、常時いてくれるような建物にしていきたいという思い

があります。  

 そのために、カラオケする部分ですとか、皆さんが集ってお話をする部

屋を分けた構造にしているとかも考えておりますし、特に石づくりにつき

ましてはミニコンサート等を企画してできる、小さいですけれど、そうい

う施設にもなっておりますので、多くの皆さんにそういう部分を訴えてい

ければ、訴えていって、利用の拡大を図っていきたいと思います。  

 今まで、例えば役場の３階でやっていたものはそこでというような場所

が変わるだけになるかもしれないのですけれど、本当に場所を町の人が集

まる中心としていくような、既存のものも含めてあそこに寄せていきたい
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という考えでいます。  

 本当に全く新しいものというのはなかなか難しいかもしれませんけれ

ど、本を置いて、お母さんと子供さんが寄ってくるような、特別なことを

しなくても寄ってきていただけるような気楽な施設にしていきたいと考え

ています。  

 とりあえず、以上です。  

○議   長  

 再々質問ありますか。  

柴田議員。  

○３番（柴田典男君）  

 晩生内の郵便局については、建造物というより文化財ですよね。文化的

な資料として歴史書があるのではないかという予測のもとに、ぜひ簡単な

解体ではなく、残す方法を、内部調査的なものが学芸員がいるわけではな

いので、もしできるのであれば、町としてやってほしいというのが希望で

す。  

 こういう歴史的文化財的なメモリアルということになりますと、駅前改

装のときに、私、町長に駅のホームを残す必要がありますかと質問したん

ですよね。町長はメモリアルとして残したいのだというお考えで、私もそ

のときは、ああ、そうなのかと。でいうのであれば、今の歴史として町長

は後世に残したいのだという気持ちですよね。  

ですから、友成邸であったり、歴史的なものがやはり後世として同じ気

持ちになるべきだと思うんですよ。町長が駅のホームを後世に私として残

していきたいのだという気持ちは昔の人だってあったわけですよね。  

だから、浦臼町に明治２４年に友成一族が徳島で来ました。鶴沼一帯を

開発しました。今鶴沼の中に六つの記念碑があるのを知っていますか。そ

れはすべて徳島開発の人たちなんですよ。  

徳島の碑というのは、一般に自分たちが立てる碑とは違うんですよね。

形が。だから見たらわかるはずなんですけれど、それだけ結局昔の人だっ

てメモリアルとして残したいからその碑を残したんですよね。後世の人に

私たちはここに来て開発したんだ。後世の人にわかってほしいんだという

ことで碑を残したのがその徳島県人たちの六つの碑ですよね。同じだと思

うんですよ。町長がホームを残したい。違いますかね。同じだと思うんで

すよ。  

だから、町長の答弁にありましたよね。歴史的なものは使うのか残すの

かどっちかだと思いますというのはあるんですけれど、やっぱりそういう

ものを大事にしながら次の世代につなげていくというんですか、温故知新

ですか。そういうことだと思うんですよね。  

だから、友成邸についてはただ例えば今回の札幌大学の西川教授ですか、

ビデオに残してこんな立派なものが建ったんだではなくて、ぜひ、もし本

当に町長の考えで使えるのであれば使えるようにしていってほしいなと思
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います。  

あと大枠の質問なので、通告の細部には載っていないのですけれど、先

ほどの折坂議員の答弁の中で、私も同様の考えがあるものですから、再々

質問でさせていただきたいのですけれど、グランドデザインの４５０万円

の関係で、これは町長の執行方針の中でも述べられているので、そんなに

離れていないと思うので、再々質問で、もしずれていると思ったら答弁し

ないで結構です。  

グランドデザインの４５０万円の今回のコンサルへの使い道なんですけ

れど、実は私も折坂議員と似たような考えです。  

サウンディングというのは、サウンディング事業とはいわないで、サウ

ンディング調査、サウンディング市場調査という表現を使うはずなんです

よ。  

それは何かといったら、今回の道の駅に置きかえた場合、町長の考えは

道の駅、休養村、温泉、公園、キャンプ場を一体としてやってくれる業者

をお願いしたいというのが本心だと思うんですよ。それを一つの会社に全

部やってくれるなら、そこにお願いしたいというのが本心なのかな。それ

で今までずっと進めてきた。  

今回、昨年にサウンディング調査ということで８社といろいろ話すこと

によって勉強になったというんですけれど、昨年の９月も自分、似たよう

な質問をしたときに、町長は浦臼づくり会社という表現をしたんですよ。  

それは何ですかといったら、公民と一体となった会社をつくって、あの

公園一帯をお任せしたいのだということだったんですね。  

では、今回実際に役場としてサウンディングをやっているわけですよね、

８社と。それをどんどん役場として生かしていけばいいんですよ。  

コンサルにそのサウンディングの業者設定までやってもらうというのは

丸投げと一緒ですよ。  

だから、折坂議員も、町長、主体性を持ってくださいと言ったんですけ

れど、僕もそう思います。  

だから、町長なり、やはりこうしていくんだ、こうしたいんだという一

つの柱を持って、それに枝葉つけていくのが職員ですから、だからそのサ

ウンディングをやって、あなたどう思いますか、どうやったらうまくいく

のでしょうねという１社１社と相談していったら、それを全部コンサルに

任せるということ自体がどうも違うと思うんですよ。  

それはしっかりとした町長の考えを持った意思をついだ職員が１社１社

とどう思いますか、どう思いますかという相談をかけるのがサウンディン

グだと思うんですよね。  

だって、すべてを私全部やりますという会社は出てこないと思いますよ。

私はキャンプが得意だから、キャンプの部分だけは請け負います。私は宿

泊部門が得意だから、宿泊部門の助言はできますよという会社ばかりにな

るような気がしますよ。  
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だから、それをコンサル会社が１社１社聞いて、どうなんでしょうねと

判断する方がおかしい。  

町長がこうしたいという気持ちを持った意思をついだ職員が１社１社と

やはりそれぞれ面談しながら町の方向性とすり合う業者はどこなんだろう

ということをやっていくのがサウンディングだと思うんです。  

だから、今回４５０万円の計上があるんですけれども、そこら辺はしっ

かりと主体性を持って、僕も同じです、やっていただきたいと思っていま

す。これは細かい通告をしなかったので。  

○議   長  

 それでは、再々質問の答弁お願いします。  

川畑町長。  

○町長（川畑智昭君）  

 友成邸を初めとしてですね、幾つか対象を上げて調査しているところで

す。気持ちとしては、本当にホームと一緒なところもあります。全部残し

たいというのが本音ではありますけれど、いかんせん、友成邸で１３０年、

笹島邸でも１００年ほどたっておりますので、当然そのままで使うことに

はなりません。  

 残すにしても、使うにしても大きな経費をかけて改修しなければ、今後

残っていかないという現状はもうはっきりしておりますので、そのあたり

をもう少し調べた段階で、ちょっと皆さんに資料を出してご意見を伺う機

会を持ちたいと思っておりますので、本当にすべて残したい気持ちはやま

やまですけれど、残し方もちょっと考えなければいけないのかなと考えて

います。  

 基本的には、商用利用も含めて活用していきたいという考えでいます。  

 最後につきましては、ご意見お伺いいたしましたので、よろしくお願い

します。  

○議   長  

 それでは、ただいまから休憩とさせていただきたいと思います。  

 再開時間を３時ちょうどにしたいと思います。  

 

休憩  午後  ２時５４分  

再開  午後  ３時００分  

 

○議   長  

 それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。  

 発言順位７番、牧島良和議員。  

 牧島議員。  

〇７番（牧島良和君）  

 令和５年第１回定例会に当たり、町長に１点、質問を起こしたいと思い

ます。  
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 前段ありましたように、執行方針に当初照らして、その質問を起こそう

と、そう思っていましたが、係る案件にかかわって、かなりの時間が経過

する中で、基本的な視点を今回の議論の土台と考えたところであります。

私も今回の質問は丁寧に優しくやりたいなと、そう思っています。  

 議題については、町が条例で定めます浦臼町高齢者世帯等除雪費助成事

業の改善についてであります。このことについて、大きく３点にわたって

現状と、それから今後の対策、それからこのことをどう見ていくのか提案、

意見を含めて議論したいと思います。  

 本事業にあっては、令和３年度、８３戸、２８１万５，０００円の規模

となっているところであります。  

 令和４年度については、今年度どのような戸数、そして予算規模になる

のかお尋ねをしたいと思います。  

 本事業にあっては、町民ニーズにしっかりとこたえた施策であると考え

ています。と同時に、この制度の進歩、それから発展をさせるべきだとも

思うところであります。  

 私はこの規則（２）で、身体障害者福祉法での区分対象とされています

が、精神障害者保健福祉手帳交付者にあっては、この規則には入っており

ません。このことについて明文化を求めるものであります。  

 係るこの案件については、全体としては３回しか議会でのやりとりはで

きませんので、早い時点での加えをさせていただきますが、これらについ

てきのう当事者から大変喜びの声とあわせて、対象になることになりまし

たと、役場の方からお伝えがあったことを、私はきのう税務署の方に税務

申告に行ってきました。その帰りに車の中でその受信をしたところであり

ます。私も車をとめながら、よかったなと思いました。  

 ですから、このこともあわせて、そうであった事実を含めた答弁をいた

だければうれしいと思います。  

 既に町民から町に問い合わされた件が、私は改めて町民からの問い合わ

せ、昨年の１０月ないし１１月のことだったと伺うけれども、私が伺った

のは、年明けの１月初旬であります。  

 この件で要請、検討内容について後日どういう形になるか内容で私にも

経過については伝えてほしいと懇談をしたところであります。  

 その後、何らの回答がない中で、私は４年度の第２回定例会、昨年度の

６月ですが、住民の見守りサービスについて提案をしたことがありますの

で、この問答に照らしてどう理解されているのか、これが二つ目でありま

す。  

 三つ目については、意見もあわせてですが、町民からの問いには正確に

答える、それは私であっても、私は今ここに立場を持って立っていますけ

れども、それは同じように町民に対しても正確に答える。意見には内部協

議をしていく、それが基本だと思います。  

 ですから、こう時間がかかったのは案件の特殊性もありましょうけれど
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も、忙しいのか町の対応は丁寧でない。率直にそう言わざるを得ません。  

 こうしたことが、私は平成の大合併が議論されて以降、町職員の採用を

かなりの間セーブした、少なくした、採用しなかったことがその職員の全

体像、全体の位置に弊害が今生まれているのではないかと考えております。 

 以上、３点についてお答えをいただきながら、２回、３回と問答したい

と思います。よろしくお願いします。  

○議   長  

 川畑町長。  

○町長（川畑智昭君）  

 牧島議員のご質問にお答えいたします。  

 初めに、令和４年度の予算についてお答えいたします。  

 当初予算では、近年の実績を勘案し、１件当たりの平均額を３万５，０

００円とし、１００世帯分の３５０万円を計上しておりましたが、燃料費

の高騰や大雪により屋根雪おろしをする回数が増加していること等を考慮

し、今定例会の一般会計補正予算において、１世帯当たりの除雪代金の上

昇や申請件数の増加を見込み、１件当たりの上限額を５万円とし、事前申

請１００世帯分の１５０万円を追加したところでございます。  

 合計で５００万円の予算となってございます。今月より助成申請書の受

け付けを開始しており、３月末日が締め切りとなっているため、実績はま

だ算出できておりません。  

 次に、この助成事業の対象者については、浦臼町高齢者世帯等除雪費助

成事業に関する規則第２条に規定するとおりでございますが、同条第１項

第６号に規定する「その他特別に町長が認める世帯」の運用について補足

をさせていただきますと、住民基本台帳において、この規則に定めた対象

者外の世帯構成者がいる場合でも、その方が重度心身障がい者の場合、長

期入院、入所している等の場合は、事実上、第１号から第５号に該当する

と判断し、助成の対象としているところでございます。  

 現在、一部とはなりますが、精神障害者保健福祉手帳所持者も助成対象

とした運用が行われており、身体状況等実情に即した適正な対象者の設定

が図られていると考えておりますことから、現行規則にて対応してまいり

たいと思います。  

 議員が担当職員との本件懇談後に内部協議の結果をお知らせできていな

いことは丁寧さを欠くとのご指摘を受けても致し方のない対応を言わざる

を得ません。大変申しわけありませんでした。  

 令和４年第２回定例会における議員のご質問に対し、若年の精神障がい

者への見守り等について、多方面からの情報にアンテナを張り、柔軟な方

法により接する機会を設けて支援してまいりたいという趣旨の答弁を担当

課長よりさせていただきました。  

 議員ご指摘のとおり、職員の採用を抑制した時期が一定期間あったこと

を考慮し、近年は社会人採用も活用しながら、職員数の確保、年齢構成の



 

- 112 - 

 

平準化に努めているところでございますが、昨今の行政需要の多様化や複

雑化に伴う業務量の増加によって、多忙となる部署があることも承知して

いるところです。  

 議員ご指摘の弊害があったとしても、これを理由として町民へのサービ

ス低下につながってはならないことは言うまでもございません。  

 町といたしましては、今後とも業務の効率化を図り、各種職員研修や人

事評価制度などを活用し、職員の資質向上に努めることにより、支援を必

要とする方に対し、親身な相談対応や訪問などを通じたきめ細かな支援が

提供できるよう一層努めてまいります。  

 以上でございます。  

○議   長  

 それでは、再質問ございますか。牧島議員。  

〇７番（牧島良和君）  

 再質問をさせていただきます。  

 まず、ご答弁いただいた内容からの確認でございますが、お答えいただ

いた中で、今回の案件が住民基本台帳において、これら規則に定めた対象

外の云々とありますけれども、そういうことではないですよね。町民です

よね。  

 なのに、ここでこの答弁が入ってくるというのは、何か特別理由がある

のかどうなのか、それが１点目。  

 それから、１号から５号に該当すると、そういう対象でなるという判断

になっているわけですが、私は明文化を求めているわけで、そこのところ

のお答えが、する、しないはないですが、面談を私がしたときには、精神

障がいで１級の方は既にこの対象としていると。  

 だけれども、２級、３級にあっては、その対象でないから外れているん

ですという説明でした。  

 ですから、そこのところがどういう作業を通して対象になったのかとい

うところはこれではわからないんですよね。  

 ですから、私は明文化してほしいというのは第１段階なんだけれども、

結局精神障がいで２級であっても、今回の事例は明らかに高齢者世帯とそ

の障がいを持っていることで、機会を持ちながらも作業ができないと。  

 その実態をしっかり見て、そしてその上でその検討をしてほしいと、す

ることが町としてのこの仕組みの合理性にかなうものだと思うし、だから

こそ今回今年度に限りは認めたと、そういうことだと思うんですね。そこ

のところがまだお答えの中では正確でないんですね。ですから、そこをま

ずお答えをいただきたいと思います。  

 前段申し上げたように、本当に問題としては町民からの１件の問題です。

だけどここのケースにあっては、まだまだいろんな課題を抱えながらも除

雪のこの不便さを持っている方がおるかもしれない。  

 そうした人たちの町の施策がやっぱりそこで生活するための意義と、そ
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れから自信につながっていくという制度に町もしなければならない。貴重

な僕は例だと、実態だと思うわけです。  

 それで、よく私が理解すれば、明文化しなくても、町長の裁量でそうい

う実質的な案件があって、できないことが、そうだねとわかったときに、

これを加えるんだと、そういうところで、私は今良心的に理解しますけれ

ども、それが明文化になるのか、今の条文の特に認めることとするのか、

その点で正確にお答えいただきたいと思います。  

 また、今回、私は町職員の年齢と、それから在職年数といかないまでも、

役場に奉職してから何年目の人が何人いるだろうかということをお尋ねを

しました。  

 それから、あわせて町が今年度、それから来年度も予定している、ここ

ずっと予定している自治体職員の国が行っている、自治省が行っているの

かな、そこでの自治大学への研修の方々のお名前とあわせていただきまし

た。  

 そこでは、町職員５６名の構成表でありますが、皆さんとともに社会福

祉協議会や民生委員、あるいは町内会長さんを含めて、やっぱり町は自治

として組織されているわけです。  

 今回、改めて、私はこのいただいた職員の皆さん方の年齢と、それから

人数の表をつくってみました。アナログで。コンピューターだったらパー

ンと出るんだけどね。アナログでつくったの。  

 そうしたら、ここには町長、ここには副町長、特別職だけれどもね、こ

こに課長さんがいるなとね、書いたんですね。１８歳から５９歳まで。  

 一番多い年齢層で６人の方がいらっしゃいます。一番少ないときはゼロ、

その次はお１人というところもあります。  

 私の表分けの中には女性は赤、それから男性は青色でかいているところ

なんですが、かいたのは右手の棒グラフで横グラフで、左側の方はその合

成した人数です。  

 それで、点々で記しているのは途中採用で、社会人枠でもって町が補充、

あるいは必要な方々のお一人お一人として示したのが点々であります。  

 １センチお１人で３センチなら３人、先に６人と申し上げたから６人の

６センチの棒グラフが示してあります。  

 私のこのグラフには、町職員でいらっしゃる皆さん方が一番若い人から

５５歳までお名前を入れています。私の図面にはね。  

 改めて、この図面を見ると、４０歳までの人が２４名、４０歳以上の方

が３２名、特に４０歳から４９歳の方が２７名いらっしゃいます。職員全

体の実に４８％です。計算が間違いでなければ。３０歳までの人で１１人、

１９％です。  

 この図をどう見るのかというのが、私の課題と同時にこうやってアナロ

グでかいてみて、改めて思ったんですね。僕はやっぱりいびつだなと。  

 この図を見て、町長もお答えをいただきました。一時期採用しない期間
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があって、そのことが弊害の一つとも考えられると。  

 私は、今回の議案で、国は合併化を一方的に推し進めて、そして地方財

源を削り、軍事費にどんどんどんどん金を突っ込んでいく姿が、もうあり

ありと見えている。  

 そういう中で、本当に地方自治体が与えられた仕事をこなしていくのに、

もう仕事の量が偏ってきているね。  

 そして、介護保険制度や、それから国民健康保険制度のあらゆる改革が

どんどん進んで、一方ではその全体を通して建設課もそれから総務課も仕

事のボリューム、物すごく多くなっている。本当に大変だと思います  

 ５６人の皆さん方がそのボリュームの仕事を１人２役、３役でこなして

いかなければならない。これは本当に大変。僕はその一部の細々したとこ

ろまでは見られませんけれども、本当にそう思うんですね。  

 ですから、その点での職員への仕事の偏り、一時的に偏ることはあるけ

れども、恒常的に偏っているのではないのかと、私はそう思っているんで

すね。  

 それで、２回目のところで質問したいのは、示したグラフをより掘り下

げて、今私が申し述べたことでどうなのか、それから１回目に町長が答弁

いただいたことに対して、私がわからないとしたところの２点について、

再度正確にお答えいただきたいと。  

○議   長  

 齊藤課長。  

〇福祉課長（齊藤淑恵君）  

 牧島議員のご質問にお答えさせていただきます。  

 今案件につきましては、議員のご指摘のとおりかなり検討するのに時間

を要しました。  

 町の高齢者世帯等除雪費助成事業に関する規則、議員もごらんになった

と思いますけれども、今回この事例に関しましては、それの第２条の６号

に当たるということで判断をし、ことしは６号ということで助成を決定い

たしましたということをそこのご家族お二方にそれぞれ説明を申し上げ、

時間がかかったことのおわびを申し上げ、現状の体調についての確認も含

めて全部させていただきました。  

 それで、基本的には身体障がい者の２級の方、３級の方、町内にはいら

っしゃいますけれども、精神障がいがあっても日常生活や社会生活に援助

を必要とするとされている方と、それが全く必要がなくて就業もされてい

る方もいらっしゃいます。なので、手帳所持イコール助成とはすぐには考

えられないということがございます。  

 もちろん、本人ができている、できそうなことを行政の制度、規則があ

るからといって奪ってしまうというか、遮ってしまうというのは、これは

自立支援の観点からちょっと違うなと私は判断したので、職員にちょっと

待ってという話もしました。  
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 それで、ちょっと時間をかけて、かかわっている関係機関、相談事業者、

医療機関の方々のそれぞれの立場での体調に関するご意見、今後の生活に

関するご意見、今助成の作業に係る可能かどうかという部分の細部にわた

るまで確認をいたしました。  

 その結果、遅くなりましたがということで連絡をさせていただいたとい

うことになります。  

 とてもこの疾患自体が見た目はわからないという疾患ですので、非常に

理解されがたい部分であるということも含め、ご本人ともきょうお話しし

ましたけれども、今後ゴールは除雪の案件ではなくて、将来のことですよ

ねということもひっくるめて、今後またゆっくり関係機関も含めてお話し

させていただきたいとお話し申し上げたところで、了解を得たところでご

ざいます。  

 それから、明文化につきましては、重度心身障がい者に関しましては、

第６号の中に含むとしておりますので、その重度心身受給者証をお持ちの

方、その中には精神の１級も入るんですけれども、その方々はこういう検

討の期間を経ないでも助成対象ですよということで決定を下しているとい

う経過がございますので、それもあわせて報告させていただきます。  

 以上でございます。  

○議   長  

 川畑町長。  

○町長（川畑智昭君）  

 ２点目でよろしいでしょうか。  

 職員構成のいびつといいますか、正常な状態ではないのではないかとい

うご指摘をいただいております。  

 私も４０年近く役場におりまして、そういう経過といいますか、見てき

ているわけですけれど、いっときは本当に７０人近い職員がいたときもあ

りました。  

 その後、９年ほどですか、ほぼ職員の新規採用をとらないという時期が

間にありまして、そこからまた再度とり出したという経過をしております。 

 もともとそれ以前からもいびつなところがありまして、退職者が出たら

採用するという形で続けてきた経過がありまして、その間は結局はそのい

びつな部分をもう一度いびつにしているというところがあったという記憶

もございまして、さらに行財政改革でとらなかった時期も重なりまして、

現在にあります。  

 さらに、現在の社会性といいますか、採用してもなかなか根づかないで

退職される方も一定数いるという状況も加わりまして、現在の状況にある

という部分があります。  

 採用しても退職するということが少し繰り返されまして、現在の形にな

っているわけですけれど、やはり一定数、過去の７０人近いというところ

までは持っていけるとは思っておりませんけれど、やはりいびつな部分と
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いうのは少しずつでも解消していかなければ、いつまでもいびつというこ

とが続きますので、ことしは採用には至っておりませんけれど、来年は１

人でも２人でも適材が受験していただければ採用していこうと考えており

ますし、それは今後も続けていきたいと考えております。  

○議   長  

 それでは、再々質問ございますか。  

牧島議員。  

〇７番（牧島良和君）  

 ここまでは少し優しく、３回で最後だからね。  

 経過はこれ、相手が人であるだけに時間がかかります。  

 ただ、当初述べたように、私は改めて聞きに行っているわけだから、こ

ういう経過になりますよと、そうであれば私もまたご相談いただいた方に

こういう経過なんですよという話ができるわけですよね。  

 当事者が１１月だったか、そういうお話をしながら、私も１月１３日に

ご相談を受けて、そして役場には１月１７日にお邪魔しているんですね。

それから優に２カ月です。  

 これがあったから、できる、できないということではない、それぞれの

事情の中ですから、中間的にでもこうなんですという話があってよかった

かなと。  

 だけど、できないことが、やっぱり過重、過密な中での仕事、保健セン

ター、夜電気ついてないことないんですよ、これ。役場の庁舎前も時期に

あっては忙しいとき、９時までも電気ついているんですよ。町民やっぱり

みんな見ていると思います。  

 だから、大変な中で職員の方々も時間を惜しんでやられている、その実

態を見ながらも、だからいいという町長のお答えではないですけれども、

そういうことではないというお言葉もいただいております。  

 今回の除雪の助成に関しての内容は昨年の１２月広報、それからことし

に入っての１月の広報、そして３月の広報、それからペーパー、それから

防災無線、それから２３、２４かな、鶴沼、晩生内での現地での申請の受

け付けと、非常にきめ細かくやられているんですね。  

 今広報の関係でかぶりますが、一方で防災無線でも、それからペーパー

でも除雪をする方は町道、歩道に除雪しないでくださいと。これまた何回

も言うんだね。なして、こんなに何回も言うんだろうと思ってね、私不思

議だった初めね。  

そしたらね、町道に除雪する人いるんですよ。だから町は歩道に、町道

に除雪しないでくださいと言うんですね。  

除雪センターは、監視の人を含めて、きょうは降るか、降るまいかと窓

の外の雪を見ながら、あるいはとある方法でもって察知しながら招集かけ

て、もう４時といったらエンジンかかって出動しているんですね。３時半

からもう出動している。私のところもばんばん通るから。  
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そうしたらね、私、軽トラで何回も町内を見て歩いたんだね。そうした

ら除雪車来る前に町道に除雪するんですね。知ってる、町長。知らないの。 

私が言いたいのは、それが決まりとして、町民の誓い、決まりを守りみ

んなで助け合いましょうと皆さん復唱するんですね。決まりを守る。決ま

りなんです。出さないでくださいと広報は言っているんです。でも出てい

るんです。  

僕はこれを取っかえ引っかえで、そこで出してるから、今回の問題で除

外すべきものも制度がえだからといって一方的にけっているとは思わない

けれども、一方では自分ところの雪を除雪車来る前に出して持っていって

もらって、はー、きれいになったと言っているわけですよ。  

だけど、一方では１５メーターも３０メーターもある自分ところの敷地

の雪を精神障がいのある助成金も使えない状態にあるこの現実を訴えてい

るのに何だって。  

町道に除雪していることを合理化せい、認めろとは私、言いませんけれ

ども、でも一方ではそういう人がいて、私はその人にどうこう言う立場は

ないですよ。町が言えばいい話だから。  

だけど、そういうものも横目で見ながら、町民の切なる思いを聞いてく

ださいと年前から言っているのが、何で聞き入れられなかったのかと、私

はそこが残念でたまらない。  

これは今回の問題に限らず、いろんなことでいろんな町民の皆さん方が

悩みや意見を持っている。それにやっぱり町は正面切ってこたえていく必

要があると思うんです。  

この点について、その実態があるということの認識とどうとられるのか、

これはやっぱり町長、考えてほしいな。お答え後でいただきたい。  

私は今回の事例について、本当に１件。だけど私、よく町民に言うんで

す。１，７００人の町で不妊治療を初め学校給食、就学援助、まだまだい

っぱいありますよ。数え切れないぐらいうちの町で頑張ってやっているこ

とがある。  

それは今回の事例は１，７００人で一つかもしれないけれども、１万７，

０００人の町だったら１０軒の人たちがそのことで平均的におしなべて助

かるんですよ。ああ、この町にいてよかったなと思うんですよ。  

そういう視点で僕はとらえてもらいたいと思うんです。そこに皆さん方

の仕事の領域があるし、その仕事に誇りを持って自治体職員として頑張っ

てもらいたいと。  

もっと辛く言えば、道の駅の問題でコンサルには６，６００万円使うけ

れども、町長が就任したときに、現状道の駅の駐車場、そこにつくるのが

いいのか、いやいや、鶴沼の小学校跡地も考えられるのではないかといっ

て、４００万円だったか５００万円だったか調査費につけた。  

だけど、形には結果的には、またもとのところに議論が行ったわけでし

ょう。６，６００万円、５００万円と使いながら、平均３万５，０００円
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の除雪費の援助に対して真剣に向き合えないということは、これはやっぱ

り残念ですよ。  

それは事業、事業だから、こっちはこっちのお金ということになるけれ

ども、やっぱりそういうところの常々の対比がこれからの自治をおさめる

上で大事ではないのかと思うわけです。  

それで、だから皆さん方は私も思うのだけれども、先ほどお答えもいた

だいたけれども、いびつな職員の増員、これはうちの町が頑張ってやって

いる個々の施策、地域から上級機関にどんどん発信しないと押しつぶされ

てしまう。  

だから、自信を持って、やっぱりやっている仕事に制度、仕組みの先端

と言っているもの、国は保育料の問題だとか、学校給食の問題だとか今や

っと考えているわけでしょう。  

地域が頑張ったから、やっぱり今この形になっているんだと思うんだね。

そこに僕は自信を持ってほしい。  

かぶさるけれども、そういう視点から見たときにどう考えるのか。  

また、自治大学校に行った人、私、名簿の上に緑色の丸印をつけたんで

すよね。そうしたら４９歳ぐらいまでみんな行っているんだな。  

女性の方への自治大学は今のところゼロ。それに乗れる環境があるかな

いかということもあるから、大変だとは思うけれども、町長が自治大学に

行ったのは４２か４３のときでしょう。２０年前、早いね。  

中間抜けとは言わないけれども、これから頑張ってもらえる人、やっぱ

りそこに力をつけてもらう。  

もっと言えば、社会人枠で入った人たちに今後担ってもらわなければい

けないわけだ。そういう人にもしっかりと向けて頑張ってもらうと。  

それから、もっと言えば、自治大学、ことしも行っている、そうした人

たちの半年間の分、１日で報告せいなどということにはならないけれども、

これ内部でやっているんですかね。ことしの自治大学の研修の中でやっぱ

り一番肝はここだったとか、ここに今後課題があるとか、そういう内部で

の職員の中での協議、検討、資質を高めていく、スキルを高めていく、そ

ういうことも僕ね、やっていなければ提案したい。  

そうでなければ、今本当に少ない中でどう乗り切るか、これは私は今こ

こでそう思うんです。  

ああ、そうだ、町長、４２歳で受講していると書いてあったわ。  

やっぱり、そして共有化していくことが大事だと思います。  

先ほど合併の話もしたけれども、今回ちょっと多岐にわたるけれど、質

問、それから意見も含めて、平成の合併では村では５６８あったのが１８

４になって、そして町でも１，９９４あったのが７５７になって、本当に

半減しているわけですよね。  

だから、そういう意味で皆さん方、自治体労働者としての自覚と責任を

まだまだ鼓舞しながら頑張っていかなければならないのではないかなと思
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います。  

今２点ほどになりますけれども、町長からもお答えをいただきたいと思

います。  

 私は、最後に浦臼町には小松氏や小田切氏の絵画が佐藤博氏からの寄付

であります。  

 私は、その絵の一つ一つをどう見るのかというのは難しい反面、そうい

う視点からも見てみたいなと思っています。  

 多目的センターでは意見も言いますけれども、そういう機会があればぜ

ひしっかりともう一回見てみたい。１回、２回、見てみたいと思います。  

 そこで、私は今回ＮＨＫテレビで坂本直行さんの取り扱いが２回あった

かと思います。おもしろかったね。元気が出たね。  

 札幌市で坂本直行の絵の展示会がありました。私もどうしても行きたく

て行ってきました。そこで２時間いました。  

 そしてすぐ帰ってきたんですが、浦臼町は高知県、そして先日行った本

山町、龍馬の語りもしながら過ぎた時間、そして直行と坂本家をくぐるこ

との一つとしてもどうしても行って見たかった。  

 先日、あちこちの話になるけれども、奈井江町議会が議会広報を出して

いて、そこに移住者の声が載せられています。  

 樺戸連峰を見るとすごくきれいだと。いいところだと。奈井江町に移住

してよかったと。樺戸連峰見えるからという記事が載っていましたけれど

も、改めて私も小さいときから樺戸山を見ると、町長、こういうの、山の

形がね、どこも大きな括弧でくくっているように山々が並んでいるんです

よね。樺戸山、浦臼山、クマネシリまでは見えないけれども、これは於札

内の沢からも、それから札的の沢からも久々津の沢からもよくよく見える。

とりわけ今は真っ白になって、大変きれいです。  

 私は、このおわんを伏せたこの形、大きな大括弧にくくって見えるんで

すね。  

 町長にあっては、町民を抱え込むようにしっかりせいと、町は町民を守

っているからと。制度、仕組みはこたえていくと、そういう視点であの山々

が大きく町民をくくっているように見える。  

 直行さんの山の絵を見たからそう思うのかもしれないし、山を見たとき

に小さいときから見える山だから、なお私にはそう映るのかもしれない。  

 だけど、町もそういうくくりであってほしいな、あっていていただきた

い。  

 町長にあっては、町民の個々の問いにしっかり耳を傾けて、一つ一つの

事案に問答を繰り返し、対処していただきたい。このことを最後の問いと

し、質問を終わります。  

○議   長  

 川畑町長。  

○町長（川畑智昭君）  
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 どこからお答えしたらいいかというところですけれど、まず今回の除雪

に対する支援制度と町道に雪を排出される方がいられると、そちらには目

をつぶって、目をつぶっているわけでは当然ないんですけれど、片や除排

雪に苦労されている方がいらっしゃるということに対する、町長としてど

ういう見方をしているのだという最初の問いではなかったかと思うのです

けれど、当然すべてを監視しているわけにもいきませんし、当然すべてを

見ていられないというのはご理解いただきたいと思います。  

 ただ、精神の２級だった方を拾うという対応を今回はとらせていただき

ましたけれど、今回よくよく、やはり調べさせますと、結果的には数字で

は縛れない決め切れないところがあるというのは、全く知らなかったわけ

ではありませんけれど、役場の仕事として、どうしても数字でどこかに線

を引くというのはやむを得ないという思いはあります。  

 それは今でもありますけれど、そのぎりぎりのところに乗っている方と

いうのをどうするかというのは、多分自治体にとっての大きな問題になっ

ていくといいますか、ただ私たちの町は本当に１，７００を切るような人

口になってしまいましたけれど、やはりそういう意味ではまだ一人一人が

見えているのかなという部分はあります。  

 これまでも担当の方でも、結果的にはそういう対応をしてこなかったわ

けですけれど、話し合いというのは相談も受けているような経過はそれま

でもあったとは聞いておりますし、ただやはり公務という意味では数字に

乗っていないという部分がありまして、そういう対応をしてこなかったわ

けですけれど、すべてにそういう対応ができるかどうかというのはお約束

できかねるところはありますけれど、そのライン上の方をどうしていくか

という視点は今後とも職員の方にはそういう見方をするように話はしてい

きたいと思います。  

 １００点は多分とれないと思いますけれど、それに向けて取り組んでい

くように話をしていきたいと思います。  

 もう一点、自治体、帰還後の報告といいますか、何らかの上に対するも

のなのか職員に対するものなのか、ちょっとまだ考えておりませんけれど、

そういう発表の場というのですか、そういうことをおっしゃられたのでは

ないかと思いますけれど。  

〇７番（牧島良和君）  

 共有する場。  

○町長（川畑智昭君）  

 それは形はどうあれということなのかもしれませんけれど、以前からそ

ういう話はあったのは確かですけれど、長い歴史の中で実現してこなかっ

たというところがありますので、再度ちょっと所管の方に検討するように

伝えます。  

 最後に、樺戸山の話が出ましたけれど、なかなかああいう大きく傘にな

るような町になっていければとは思いますけれど、小さな町ですから、千
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六百何十人、大きな町より目の届く町ではあると思いますので、先ほどと

同じ話になりますけれど、細かなところに目配り、気配りができるような

姿勢で仕事に当たるように今後とも努めてまいります。  

〇７番（牧島良和君）  

 ありがとうございました。  

○議   長  

 これをもって、一般質問を終わります。  

ただいまから、休憩とさせていただきます。  

休憩時間を４時ちょうどといたします。  

 

休憩  午後  ３時４９分  

再開  午後  ３時５９分  

 

○議   長  

 それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。  

 

◎日程第２  議案第１０号～日程第６  議案第１４号（一括議題）  

○議   長  

 お諮りします。  

 日程第２、議案第１０号から日程第６、議案第１４号までの５件について

は、関連がありますので、一括して議題としたいと思いますが、これにご異

議ありませんか。  

［「異議なし」と言う人あり］  

○議   長  

 異議なしと認めます。  

 したがって、日程第２、議案第１０号  浦臼町長等の給与に関する特例措

置条例の一部を改正する条例について、日程第３、議案第１１号  令和５年

度浦臼町一般会計予算、日程第４、議案第１２号  令和５年度浦臼町国民健

康保険特別会計予算、日程第５、議案第１３号  令和５年度浦臼町後期高齢

者医療特別会計予算、日程第６、議案第１４号  令和５年度浦臼町下水道事

業会計予算については、一括議題とすることに決定いたしました。  

 本件については、予算審査特別委員会に付託しておりますので、審査結果

の報告を、中川予算審査特別委員長に求めます。  

 中川委員長。  

○予算審査特別委員長（中川清美君）  

 ただいま議題となっております、議案第１０号  浦臼町長等の給与に関す

る特例措置条例の一部を改正する条例について、ほか４件について、特別委

員会における審査の経過及び結果についてご報告申し上げます。  

 ３月３日に開会された本会議で、議長を除く議員全員をもって構成する予

算審査特別委員会が設置され、５件の議案が付託され、去る３月９日及び１
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０日の２日間にわたり、慎重かつ熱心に審議をしたところであります。  

 その結果は、別紙のとおり報告書に記載しておりますので、内容について

は省略しますが、本委員会はいずれも原案可決すべきものと決定しましたの

で報告します。  

 以上、報告を終わります。  

○議   長  

 ただいま、予算審査特別委員長より報告がありました。  

 お諮りします。  

 議案第１０号から議案第１４号までの５件については、議長を除く議員全

員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託した審査案件

であります。  

 この際、討論は省略し、予算審査特別委員長報告のとおり可決することに

したいと思います。  

 ご異議ありませんか。  

［「異議あり」と言う人あり］  

○議   長  

 異議ありますので、初めに議案第１０号  浦臼町長等の給与に関する特例

措置条例の一部を改正する条例についての討論を行います。討論ありません

か。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、討論を終わります。  

 これより、議案第１０号を採決いたします。  

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決

すべきものです。  

 委員長報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。  

（賛成者起立）  

○議   長  

 起立全員です。  

 したがって、議案第１０号  浦臼町長等の給与に関する特例措置条例の一

部を改正する条例については原案のとおり可決されました。  

 次に、議案第１１号  令和５年度浦臼町一般会計予算の討論を行います。

討論ありませんか。  

 討論がありますので、まず本案に対する反対討論の発言を許します。  

 折坂議員。  

〇５番（折坂美鈴君）  

 私は、令和５年度浦臼町一般会計予算に反対する立場から討論いたしま

す。  

 多世代交流施設は、計画当初から議会でもいろいろな意見が交わされてい

ました。ほかに類似する施設があるのに、それらの改修ではなくて新築にす
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る必要があるのか、鶴沼や晩生内の町民も来やすい交通手段が用意されてい

るか、町立診療所や駅を活用して交流の場をつくれないかなど意見はさまざ

までしたが、それらの意見が反映されることはありませんでした。  

 町長は、町の中心部ににぎわいを創出する目的で建設に意欲を見せられ、

計画はそのまま進みました。  

 途中で石づくり倉庫を活用することになりましたが、かえってホールはミ

ニコンサートをするにも狭く、食事の提供もできない簡易なキッチンとなっ

たのは残念です。  

 一つに、町民との合意形成のありようがもっと多様な意見を踏まえたもの

になっていればという思いがあります。  

 とはいえ、たくさんの皆さんの期待を受けて建設される多世代交流施設が

町のにぎわいを取り戻すようたくさんの方に利用いただけることを私は心

から望むものであります。  

 しかしながら、もう一つ納得がいかないのが、令和６年５月に完成すれば

話題を集めるであろう新施設が、町長が新年度から取り組むとおっしゃって

いるゼロカーボンシティーの象徴となるべきであったのにそうなっていな

いことです。  

 近年、世界的に脱炭素社会に向けた動きが加速しており、地球環境に対し

て負荷の少ない再生可能エネルギーの導入は一般的になりつつあります。  

 既に多くの自治体がゼロカーボンシティー宣言をしています。再生可能エ

ネルギーの導入は建設時に多くの費用を費やすかもしれませんが、ランニン

グコストの削減につながるので、長期的な視点から見れば投資の回収は短期

的に行われるものです。エネルギーの自給自足は防災の観点からも目指すべ

きことと、私は思います。  

 計画段階で十分に審議されるべきことが審議されてこなかったことを問

題としたいと思います。  

 また、道の駅再整備については、町が主体性を持って取り組んでいないこ

とが、職員や町民に不安を与えています。今後の町政運営にも大きく影響を

及ぼす事態と懸念するものです。  

 よって、令和５年度の浦臼町一般会計予算を反対といたします。  

○議   長  

 次に、賛成討論の発言を許します。  

 柴田議員。  

○３番（柴田典男君）  

 私は、令和５年度一般会計予算について、賛成の立場から討論いたします。 

 令和５年度の浦臼町の予算編成については、町民がこの町で暮らしていく

上で基礎となる公共交通、医療、教育などの社会インフラを確保し、持続可

能な財政運営と地域や産業の振興に資する取り組みをスタートさせるもの

となっております。  

 公共事業では、市街地の活性化などを目的とする多世代交流施設の建設、
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町立診療所の建てかえに向けた設計への着手、ＪＲ札沼線軌道撤去と鉄橋の

解体が予定されています。  

 また、近年、気候変動の影響による気象災害の激変化などは顕著であり、

これら対策として令和４年度に引き続き支浦臼内川護岸改修工事や懸案事

項であるトレシップタウシナイ川河床整備工事なども予定されており、評価

するものであります。  

 令和５年度予算は、過去最大の予算規模であり、令和６年度以降も財政運

営には注視する必要があると考えますが、各事業が適正に執行されることを

期待し、私の賛成討論といたします。  

○議   長  

 ほかに討論ありませんか。  

 牧島議員。  

〇７番（牧島良和君）  

 私は、一般会計に反対する立場から反対討論をいたします。  

 端的に言って、道の駅含めたグランドデザインにあってでありますが、や

っぱり閉塞的なところに陥り、せっかくお金をかけていただいたコンサルの

その膨大な資料といいますか内容を基本的に町民に伝わっていない、そうし

たことが今の状況を生み出していると思います。  

 町長は、金銭面での膨大な点を指摘されますが、それは時間との経過の中

で結果としてそうなっていることでありますけれども、その内容の実情につ

いて、町民はほとんど知らない、わからない、そういう執行のしようではな

りません。  

 今回、予算化していることについても、それ以上の私は内容が出てくると

は思っていませんので、反対をいたします。  

○議   長  

 ほかに討論ありませんか。  

 中川議員。  

○８番（中川清美君）  

 私は、賛成の立場からの討論とさせていただきたいと思います。  

 今年度予算においては４１億円と、今までにない大型予算となっておりま

す。  

 しかし、これについてもこれからコロナが終息後ということでもありまし

て、いろいろこれからまた浦臼町においても大きな形で前進をしていかなけ

ればならない、それは必要な予算ではないかなと思っております。  

 また、その中収入においても、地方交付税や町債、または繰入金等でしっ

かりと充当されておりまして、適正な予算執行が認められるものと考え、私

の立場から賛成の討論といたします。  

○議   長  

 ほかに討論ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  
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○議   長  

 これをもって、討論を終わります。  

 これより、議案第１１号を採決いたします。  

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決

すべきものです。  

 委員長報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。  

（賛成者起立）  

○議   長  

 起立多数です。  

 したがって、議案第１１号  令和５年度浦臼町一般会計予算については原

案のとおり可決されました。  

次に、議案第１２号  令和５年度浦臼町国民健康保険特別会計予算の討論

を行います。討論ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、討論を終わります。  

 これより、議案第１２号を採決いたします。  

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決

すべきものです。  

 委員長報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。  

（賛成者起立）  

○議   長  

 起立全員です。  

 したがって、議案第１２号  令和５年度浦臼町国民健康保険特別会計予算

については原案のとおり可決されました。  

次に、議案第１３号  令和５年度浦臼町後期高齢者医療特別会計予算の討

論を行います。討論ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、討論を終わります。  

 これより、議案第１３号を採決いたします。  

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決

すべきものです。  

 委員長報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。  

（賛成者起立）  

○議   長  

 起立全員です。  

 したがって、議案第１３号  令和５年度浦臼町後期高齢者医療特別会計予

算については原案のとおり可決されました。  

次に、議案第１４号  令和５年度浦臼町下水道事業会計予算の討論を行い
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ます。討論ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、討論を終わります。  

 これより、議案第１４号を採決いたします。  

 この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決

すべきものです。  

 委員長報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。  

（賛成者起立）  

○議   長  

 起立全員です。  

 したがって、議案第１４号  令和５年度浦臼町下水道事業会計予算につい

ては原案のとおり可決されました。  

 ただいま、川畑町長から、報告第１号  専決処分した事件の報告について

が提出されました。  

 これを日程に追加し、追加日程第１号として議題にしたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

「異議なし」と言う人あり］  

○議   長  

 異議なしと認めます。  

 したがって、報告第１号を日程に追加し、追加日程第１として議題とする

ことに決定いたしました。  

 

◎追加日程第１  報告第１号  

○議   長  

 追加日程第１、報告第１号  専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 上嶋課長。  

〇建設課長（上嶋俊文君）  

 報告第１号  専決処分した事件の報告について。  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

 令和５年３月１６日提出  

 浦臼町長  川畑智昭  

 提案理由につきましては、令和４年９月１３日開催の令和４年第３回浦臼

町議会定例会において議決いただきました、議案第３１号  工事請負契約の

締結について（令和４年度道路メンテナンス補助中央線・浦臼内川橋補修工

事）におきまして、変更契約を締結する必要が生じ、その変更契約金額が当

初契約金額の１０％以内であるため、議会の委任による町長の専決処分事項
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の指定について、第３項の規定により、専決処分とさせていただきましたの

で、その内容について報告するものでございます。  

 次のページをお開きください。  

 専決処分書。  

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会の委任により指定され

た町長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。  

 専決事項、工事請負変更契約の締結について（令和４年度道路メンテナン

ス補助中央線・浦臼内川橋補修工事）に係るものでございます。  

 契約金額、当初契約金額５，６９８万円を第１回変更５，７０４万６，０

００円に６万６，０００円の増額による変更契約をしたものでございます。  

 変更の要因としましては、処分料の概数の確定により変更するものでござ

います。  

 令和５年３月８日  

 浦臼町長  川畑智昭  

 以上、報告第１号  専決処分した事件の報告についての報告説明でござい

ます。  

 以上です。  

○議   長  

 これより、質疑を行います。質疑ありませんか。  

 牧島議員。  

〇７番（牧島良和君）  

 処分料の変更ということですけれども、以前にあったのは塗料等の変更

で、こうした案件があったかと思うのですが、今回の処分料とは何を指しま

すか。  

○議   長  

 竹田技術長。  

〇建設課技術長（竹田圭一君）  

 質問にお答えします。  

 コンクリートがらの概数の確定によるものになります。  

 以上です。  

○議   長  

 ほかに質疑ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、質疑を終わります。  

 報告第１号  専決処分した事件の報告については報告済みといたします。  

 

◎日程第７  議案第１５号  

○議   長  

 日程第７、議案第１５号  浦臼町個人情報の保護に関する法律施行条例の



 

- 128 - 

 

制定についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 明日見課長。  

〇総務課長（明日見将幸君）  

 議案書の１９ページをお開き願います。  

議案第１５号  浦臼町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定につ

いて。  

 浦臼町個人情報の保護に関する法律施行条例を次のとおり制定する。  

 令和５年３月１６日提出  

 浦臼町長  川畑智昭  

 提案理由でございますが、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整

備に関する法律（令和３年法律第３７号）の公布により個人情報の保護に関

する法律（平成１５年法律第５７号）の一部が改正され、町独自の保護措置

を加えつつ法で委任された事項を定めるため、本条例を制定するものでござ

います。  

 内容につきましては、次のページをお開き願います。  

 浦臼町個人情報の保護に関する法律施行条例でございます。  

 まず、第１条は趣旨の規定であります。法の施行に関しまして必要な事項

を定めるものでございます。  

 第２条は、定義の規定でございます。  

第１項は、実施機関を定めるものでございます。  

第２項は、条例で使用いたします用語の例を定めるものでございます。  

次に、第３条は開示決定等の期限に関する特例の規定でございます。条文

にあります法８３条は開示決定等の期限で、請求から決定までの期間「３０

日以内」から「１４日以内」とするものでございます。  

次に、法第８４条は開示決定等の期限の特例で、「６０日以内」から「３

０日以内」とするものでございます。  

次に、第４条は開示請求に係る手数料等の規定でございます。手数料の額

は無料とするものでございます。  

 次に、第２項は写しの作成及び送付の費用は請求者の負担とするものでご

ざいます。  

 第５条は、審査会への諮問の規定でございます。実施期間は個人情報の適

正な取り扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に

必要であると認めるときは浦臼町個人情報保護審査会に諮問することがで

きることを定めているものでございます。  

 最後に、附則でございます。  

 附則第１条では、条例の施行日を令和５年４月１日からとするものでござ

います。  

 次に、附則第２条では、浦臼町個人情報保護条例を廃止するものでござい

ます。  
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 次に、附則第３条では、浦臼町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置で、

職務上知り得た情報を他人や不当な目的に使用してはいけないことなどの

守秘義務を守ることを定めるものでございます。  

 次に、第１号では実施機関等に課せられた義務、第２号では指定管理者を

指定した実施機関に課せられた義務、第２項では本条例の施行の日前に旧条

例に基づき請求、開示等の中止については従前の例によるものと定めるもの

でございます。  

 次は、別冊参考資料により説明をいたしますので、資料の９ページをお開

き願います。  

 附則第４条では、浦臼町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する

条例の一部でございます。  

 条例第８条第２項第７号につきましては、国の法律改正に基づきまして、

それぞれ必要な文言等を加えるものでございます。  

 また、１２条第１項におきましても、国の法律改正に基づきまして、それ

ぞれ必要な文言等を修正してございます。  

 議案書の２１ページにお戻り願います。  

 次に、附則第５条でございますが、浦臼町公の施設に係る指定管理者の指

定手続等に関する条例の一部改正に伴う経過措置でございますが、課せられ

ている義務につきましては、本条例施行後も従前の例によるものでございま

す。  

 すいません、次、同じく別冊参考資料１０ページをお開き願います。  

 附則第６条の浦臼町診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正でご

ざいますが、法律施行の条例の制定に伴いまして、文言の修正を行うもので

ございます。  

 次のページをお開き願います。  

 附則第７条、浦臼町歯科診療所の設置及び管理に関する条例の一部でござ

いますが、これにつきましても法律施行条例の制定に伴いまして、文言の修

正を行うものでございます。  

 以上が、議案第１５号  浦臼町個人情報の保護に関する法律施行条例の制

定についての内容でございます。ご審議いただきまして、議決賜りますよう

お願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議   長  

 これより、質疑を行います。質疑ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、質疑を終わります。  

 これより、討論を行います。討論ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  
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 これをもって、討論を終わります。  

 これより、議案第１５号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。  

（賛成者起立）  

○議   長  

 起立全員です。  

 したがって、議案第１５号  浦臼町個人情報の保護に関する法律施行条例

の制定については原案のとおり可決されました。  

 

◎日程第８  議案第１６号  

○議   長  

 日程第８、議案第１６号  浦臼町個人情報保護審査会条例の制定について

を議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 明日見課長。  

〇総務課長（明日見将幸君）  

 議案書の２３ページをお開き願います。  

 議案第１６号  浦臼町個人情報保護審査会条例の制定について。  

 浦臼町個人情報保護審査会条例を次のとおり制定する。  

 令和５年３月１６日提出  

 浦臼町長  川畑智昭  

 提案理由でございますが、浦臼町個人情報の保護に関する法律施行条例の

制定により、浦臼町個人情報保護条例が廃止されることに伴いまして、所要

の制定を行うものでございます。  

 次のページをお開き願います。  

 浦臼町個人情報保護審査会条例でございます。  

 内容につきましては、条例を章立てにする制定でございまして、目次及び

章名を付するものでございます。  

 最初に第１章、総則でございますが、第１条で趣旨の規定であります本条

例の手続について必要な事項を定めるものでございます。  

 次に、第２章、設置及び組織でございますが、第２条では設置の規定でご

ざいます。諮問に応じ審査請求を調査審議するため審査会を置くことを定め

るものでございます。  

 次に、第３条では、組織の規定でございます。委員３人以内とするもので

ございます。  

 次に、第４条では、委員の任期の規定でございます。任期を２年以内とす

るものでございます。  

 第５条では、会長の規定でございます。互選によるとするものでございま

す。  

 第３章ですが、調査審議の手続でございます。  
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 第６条では、定義の規定であります。この章で示す諮問庁というのは町の

機関であるとするものでございます。  

 第７条では、審査会の調査権限の規定でございます。必要があると認める

ときは、諮問庁に対し個人情報の提示を求めることを定めるものでございま

す。  

 次に、第８条では、提出資料の写しの送付等に関する規定でございます。

行政不服審査法における主張書面等の提出があったときは、その写しを主張

書面等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付することを定め

るものでございます。  

 第９条では、行政不服審査法の適用の規定でございます。  

 第４章でございますが、雑則でございます。  

 第１０条では、調査審議手続の非公開の規定で、調査審議の手続は公開し

ないことを定めるものでございます。  

 次に、第１１条では、規則への委任の規定でございます。  

 第１２条では、罰則規定であります委員の守秘義務に反した者に対する罰

則を定めるものでございます。  

 最後に、附則でございます。  

 附則第１条は、条例の施行日を令和５年４月１日とするものでございま

す。  

 附則第２条は、旧審査会の廃止に伴う経過措置でございます。  

 第１項は、制定前の条例の規定による旧審査会の委員は施行日に委嘱を受

けたものとみなすものでございます。  

 第２項は、前項の規定により施行日に委嘱されたものとみなす委員の任期

は、旧審査会の委員としての任期の残任期間とするものでございます。  

 第３項では、施行日前に旧審査会にされた不服申し立て等の諮問は審査会

に諮問されたものとみなすものでございます。  

 次に、第４項は、旧審査会の委員の守秘義務を定めるものでございます。  

 以上が、議案第１６号  浦臼町個人情報保護審査会条例の制定についての

ご説明でございます。ご審議いただきまして、議決賜りますようお願い申し

上げます。  

 以上でございます。  

○議   長  

 これより、質疑を行います。質疑ありませんか。  

 静川議員。  

○６番（静川広巳君）  

 １点だけ。  

 第１章の総則の組織の第３条のところに、審査会は委員３人以内をもって

組織するというのがあるんですが、先ほどの審査会の説明の中の部分で、こ

れは旧だからなのかちょっとわからないのですが、審査会は委員３名をもっ

て組織すると、こっちは３名と規定をしている、こっちは３人以内をもって
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となっているんですが、これは何か違うもの。  

○議   長  

 明日見課長。  

〇総務課長（明日見将幸君）  

 静川議員のご質問にお答えいたします。  

 前段、全員協議会で説明させていただきました資料の中で３名となってい

るんですけれども、この条例が３名以内となってございますので、先ほどの

資料、「以内」が正しいので訂正をさせていただきたいと思いますので、こ

の条例、３名以内ということで間違いありませんので、お願いしたいと思い

ます。大変申しわけございませんでした。すいません。  

○議   長  

 ほかに質疑ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、質疑を終わります。  

 これより、討論を行います。討論ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、討論を終わります。  

 これより、議案第１６号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。  

（賛成者起立）  

○議   長  

 起立全員です。  

 したがって、議案第１６号  浦臼町個人情報保護審査会条例の制定につい

ては原案のとおり可決されました。  

 

◎日程第９  議案第１７号  

○議   長  

 日程第９、議案第１７号  工事請負契約の締結についてを議題といたしま

す。  

 提案理由の説明を求めます。  

 上嶋課長。  

〇建設課長（上嶋俊文君）  

 議案書２７ページをお開きください。  

 議案第１７号  工事請負契約の締結について。  

 次のとおり工事請負契約を締結する。  

 令和５年３月１６日提出  

 浦臼町長  川畑智昭  

 提案の理由につきましては、昭和３９年浦臼町条例第１６号  議会の議決
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に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定に基

づき提案するものでございます。  

 １、契約の目的、令和４年度社会資本整備総合交付金事業ひばり団地（Ｉ

棟外）建築工事。  

 契約の方法につきましては、指名競争入札（最低制限価格適用）でござい

ます。  

 ３、契約の金額２億４，２００万円（うち消費税額２，２００万円）。  

 ４、契約の相手方、三鉱・今田経常建設共同企業体。代表者、砂川市東１

条南１８丁目１番３１号、三鉱建設株式会社、代表取締役社長西長親男氏。

構成員につきましては、樺戸郡浦臼町字浦臼内１８２番地１１２、株式会社

今田建設、代表取締役今田厚子氏でございます。  

 本件は、令和５年２月１４日開催の令和５年第１回浦臼町議会臨時会議案

第１号で予算の議決並びに令和５年度への繰り越しの承認をいただいた事

業でございます。  

 本工事は、ひばり団地整備事業の最終年でありまして、公営住宅木造平屋

建１棟４戸、地域優良賃貸住宅木造２階建１棟４戸を整備するものでござい

ます。  

 以上が、議案第１７号  工事請負契約の締結についての説明です。ご審議

いただき、議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

○議   長  

 これより、質疑を行います。質疑ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、質疑を終わります。  

 これより、討論を行います。討論ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、討論を終わります。  

 これより、議案第１７号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。  

（賛成者起立）  

○議   長  

 起立全員です。  

 したがって、議案第１７号  工事請負契約の締結については原案のとおり

可決されました。  

 

◎日程第１０  同意第１号  

○議   長  

 日程第１０、同意第１号  監査委員の選任の同意を求めることについてを

議題といたします。  
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 ここで、暫時休憩いたします。  

 

休憩  午後  ４時３４分  

再開  午後  ４時３５分  

 

○議   長  

 提案理由の説明を求めます。  

 川畑町長。  

○町長（川畑智昭君）  

 同意第１号  監査委員の選任の同意を求めることについて。  

 監査委員に次の者を選任したいので、地方自治法第１９６条第１項の規定

により議会の同意を求める。  

 令和５年３月１６日提出  

 浦臼町長  川畑智昭  

 住所につきましては、樺戸郡浦臼町字ウラウシナイ１８３番地の３４９、

氏名は笹木政廣、生年月日は昭和２５年５月２９日、選任理由につきまして

は現笹木政廣委員の任期が本年５月９日をもって満了するため、次期委員を

選任しようとするものでございます。  

 以上が、同意第１号の内容でございます。十分ご審議いただきまして、同

意賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

○議   長  

 これより、質疑を行います。質疑ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、質疑を終わります。  

 これより、討論を行います。討論ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、討論を終わります。  

 これより、同意第１号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。  

［「異議なし」と言う人あり］  

○議   長  

 異議なしと認めます。  

したがって、同意第１号  監査委員の選任の同意を求めることについては

原案のとおり同意することに決定いたしました。  

ここで、暫時休憩いたします。  

 

休憩  午後  ４時３７分  

再開  午後  ４時３７分  
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○議   長  

 会議を再開いたします。  

 

◎日程第１１  同意第２号  

○議   長  

 日程第１１、同意第２号  固定資産評価審査委員会委員の選任の同意を求

めることについてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 川畑町長。  

○町長（川畑智昭君）  

 同意第２号  固定資産評価審査委員会委員の選任の同意を求めることに

ついて。  

 固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので、地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により議会の同意を求め

る。  

 令和５年３月１６日提出  

 浦臼町長  川畑智昭  

 住所につきましては、樺戸郡浦臼町字キナウスナイ１８９番地の１４、氏

名は則本洋希、生年月日は昭和４７年１２月２８日、提案理由といたしまし

て、現則本洋希委員の任期が本年５月６日をもって満了するため、次期委員

を選任しようとするものでございます。  

 以上が、同意第２号の内容でございます。十分ご審議いただきまして、同

意賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

○議   長  

 これより、質疑を行います。質疑ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、質疑を終わります。  

 これより、討論を行います。討論ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、討論を終わります。  

 これより、同意第２号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。  

［「異議なし」と言う人あり］  

○議   長  

 異議なしと認めます。  

 したがって、同意第２号  固定資産評価審査委員会委員の選任の同意を求

めることについては原案のとおり同意することに決定いたしました。  
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◎日程第１２  発議第１号  

○議   長  

 日程第１２、発議第１号  浦臼町議会の個人情報の保護に関する条例の制

定についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 静川議員。  

○６番（静川広巳君）  

 発議第１号  浦臼町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について、

提案の理由を申し上げます。  

 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年

法律第３７号）が公布され、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５７号）の一部改正が行われたところであります。  

 しかし、議会が保有する個人情報については適用が除外となることから、

共通ルールに沿った個人情報の開示、訂正及び利用停止などの手続や取り扱

いを定める必要があるため、本条例を制定するものであります。  

 なお、本条例は、令和５年４月１日から施行するものであります。  

 以上でございます。  

○議   長  

 これより、質疑を行います。質疑ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、質疑を終わります。  

 これより、討論を行います。討論ありませんか。  

［「なし」と言う人あり］  

○議   長  

 これをもって、討論を終わります。  

 これより、発議第１号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。  

（賛成者起立）  

○議   長  

 起立全員です。  

 したがって、発議第１号  浦臼町議会の個人情報の保護に関する条例の制

定については原案のとおり可決されました。  

 

◎日程第１３  所管事務調査  

○議   長  

 日程第１３、所管事務調査についてを議題といたします。  

 総務産業常任委員長並びに議会運営委員長から閉会中の事務調査につい

て、会議規則第７３条の規定により申し出があります。  
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 お諮りします。  

 総務産業常任委員長並びに議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中

の調査に付することにご異議ありませんか。  

［「異議なし」と言う人あり］  

○議   長  

 異議なしと認めます。  

 したがって、総務産業常任委員長並びに議会運営委員長からの申し出のと

おり、閉会中の調査に付することに決定いたしました。  

 

    ◎閉会の宣告  

○議   長  

これをもって、本議会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。  

したがって、令和５年第１回浦臼町議会定例会を閉会いたします。  

大変ご苦労さまでした。  

                                             閉会   午後  ４時４２分  

 

 


